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未未来来へへつつななぐぐ瑞瑞穂穂市市のの創創造造をを目目指指ししてて  
 
 
 
瑞穂市は、揖斐・長良の清流の恵みを受け、ゆたかな水と緑のあふれるまちとして発展し

てきました。同時に、幾度となく水害に見舞われ、そのたびに人々は助け合いながら絆を育
んできた歴史があります。 
近年、グローバル化や情報化により、世界は目まぐるしいスピードで変動しています。地

方自治体を取り巻く情勢や課題も常に変化しており、従来と同じ施策では地方自治の根幹で
ある住民福祉の増進に寄与できない場面が増えています。そのような中で、当市を含め、全
国の地方都市が、少子高齢化対策、若者の定住促進、交流人口や関係人口の拡大に奮闘して
います。 
「瑞穂市第２次総合計画」を策定してから早いもので５年が経過しました。計画において

は、当初より『安全で安心して暮らせるまち』『便利で快適に暮らせる美しいまち』『心が通
う助け合いのまち』『夢あふれ希望に満ちたまち』『活力あふれる元気なまち』を目標に掲げ
ています。今もなお、まちの将来像「誰もが未来を描けるまち 瑞穂」を実現するため、さま
ざまな施策を展開し続けています。私も策定から関わったこの計画は、当初の計画で打ち立
てたまちの将来像や基本構想を引き続き目指しながら、次のステージ「後期基本計画」へ突
入していきます。 
新型コロナウイルスの感染拡大という未曽有の危機の中で迎える令和３年、アフターコロ

ナを見据えた令和７年まで、SDGs の概念を取り入れた誰一人取り残さないまちづくりを進
めます。デジタル化を一層推進し、医療・福祉・教育などの市民サービスをより向上させる
ため、デジタル・トランスフォーメーションという時代の変化に即し、組織やルールを変革
することで、世代を超えて個々を尊重し合える社会や一人ひとりが最適で活躍できる社会を
目指して施策を展開していきます。 
施策の効果を十分に発揮させるためには、市民の皆さま一人ひとりに、自分たちのまちと

して『瑞穂を愛し』『瑞穂を誇りに思い』『瑞穂を育てる』という意識を持っていただくこと
が不可欠と考えます。新たな社会に向けて、市民の皆さまと対話を重ねることで互いに高め
合いながら、全力で「誰もが未来を描けるまち 瑞穂」をつくりあげてまいります。 
結びに、後期基本計画の策定にあたり、アンケート調査やパブリックコメントなどさまざ

まな機会を通じて貴重なご意見やご提案をいただきました市民の皆さまをはじめ、策定にご
尽力をいただいた多くの皆さまに心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。 
 
 

令和３年３月 
瑞穂市長 
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１．計画策定の背景 

 
 本市では、将来における市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針として、

まちの将来像を示し、総合的かつ計画的な市政の運営を図る最上位計画である「総合計画」

を策定し、国や県の動向にも注視しながら、それぞれの時代や社会の潮流に合った形で施策・

事業を推進しています。 

 平成 28（2016）年３月には「瑞穂市第２次総合計画」（以下、「前期計画」という）を策

定し、「誰もが未来を描けるまち 瑞穂」を将来像に掲げて、変化の激しい時代の荒波を乗り

切る様々な施策・事業に取り組んできました。前期計画策定以降、世界は様々な面で一層グ

ローバル化が進むとともに、情報通信技術についてはスマートフォンや AI の普及等、さらな

る高度化が進みましたが、令和２（2020）年に入り、新型コロナウイルス感染症が世界的に

蔓延し、本市においても国内外の移動制限等により経済的な打撃を受ける等、いまだ収束が

見通せない状況にあります。 

いわゆる「ポストコロナ」の時代に向けて日本全体で様々な取組が進められているところ

であり、例えば、旅行・観光・宿泊業等においては国内旅行の需要喚起や感染予防の徹底、飲

食業においてはテイクアウトや店内感染防止の対応、製造業においては国内生産への回帰、

通勤においてはテレワーク・リモートワークの推奨等、「新しい生活様式」を取り入れて新型

コロナウイルスと共存しながら感染拡大を予防し、経済活動を続けていく取組が進められて

います。 

 このような状況の中で、新型コロナウイルス感染症の収束も見据えながら、これまで推進

してきた施策・事業を検証し、時代や社会の潮流に沿った形でブラッシュアップを行い、行

政と住民とが手を携えて、ともにまちの明るい未来を築くことが出来るよう、このたび「瑞

穂市第２次総合計画後期基本計画」（以下、「本計画」という）を策定しました。 

 これからも行政と住民との協働により、希望でつながり豊かに住み続けられる地域社会が

実現できるよう、前期計画の基本構想で掲げた将来像を達成するために、「育」「住」「安」「活」

を基本的な視点として、本計画の施策・事業を力強く推進していくものとします。 
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２．計画の位置づけと期間

 本計画は、本市のすべての計画の指針となる最上位計画と位置づけます。また、地方創

生の観点から実効性の高い計画とされる「第２期瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

（以下、「総合戦略」という）との関係が深いことから、本計画で示す重点施策や各分野の

目標指標等については総合戦略との整合性を図ります。

また、本計画の計画期間は令和３（2021）年度から令和７（2025）年度の 5 年間とし

ます。

◆総合計画と総合戦略の位置づけ◆

◆計画の期間◆

和暦（年度） 平成 28 平成 29 平成 30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７

西暦（年度） 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

総合計画
基本構想 （10 年間）

前期基本計画 後期基本計画

総合戦略 第１期総合戦略 第２期総合戦略
次期
戦略

基本計画

各分野の個別計画

基本構想

まちの将来像

まちづくりの目標

●施策体系・基本目標の設定

基本計画

まちづくりの施策・事業

●まちの将来像を実現する施策・事業

●重点施策や目標指標の設定

総合戦略

めざすまちづくりの方向性

●目標人口・将来の都市空間像

●子ども・子育て、雇用、住環境、移住等の対策

●重要業績成果指標（KPI）の設定

整合

将来像 まちづくりの方向性

分野別の施策・事業 総合戦略
整合

個別具体的な計画の実施

序　論
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３．計画の策定体制 

 
 本計画の策定に当たっては、住民と行政の協働・連携により、今後のまちの将来像の実現

のための計画として検討を重ね、実効性の高い計画とすることを目指しました。 

 
 
  

市民参画

事務局

市内団体や審議会等への
郵送によるシート調査

これまでのアンケート調査
結果の集約・分析

公 表

施策や指標に関する全体的な検討

議 決

（委員会、PT）

SDGs
Society5.0
意識醸成
職員研修

市民にとってわかりやすく

（施策評価等）

（評価審議会結果の分析等）

（社会動向、時代潮流、瑞穂市の現況分析）

市民ニーズ等
バックキャスティング

将来の姿を想像・予測し、今やる
べきことを逆算して考える。

指標設定の基礎資料
市民ニーズ等

各分野の方向性・
地域課題のとりまとめ

市長マニフェスト
（トップインタビューの実施）

まちづくりの将来ビジョン
反映させるべきマニフェスト等

マーケティング
関係人口の創出

協働によるまちづくり
市民ニーズ等

議会

基礎調査

前期基本計画の評価・分析

庁内推進本部

庁内ヒアリング

パブリックコメント

統計データ
RESAS

AI
ビッグデータ
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４．本市の現状

（１）人口の推移

近年は、年少人口（15歳未満）と生産年齢人口（15歳以上～65歳未満）は横ばいで推

移し、老年人口（65歳以上）は徐々に増加しています。また、人口構造については、全国

及び県と比べて、男女とも50歳未満の割合は高く、55歳以上の割合が低くなっています。

◆人口の推移（３区分別人口）◆

資料：総務省「住民基本台帳」 ※H7～H25 は各年 3 月 31日時点、H26～は各年 1月 1 日時点

7,571 8,211 8,227

8,733 8,719

31,011 31,928 32,722 34,330 34,531

4,955 5,782
7,679

9,390
11,436

H10: 43,537
H15: 45,921

H20: 48,628
H25: 52,453 H31: 54,686

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31

年少人口 生産年齢人口 老年人口 総人口

（人）

（年）
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（２）自然増減、社会増減の推移 

 自然増減（出生数と死亡数の差）は増加で推移しており、社会増減（転入数と転出数の

差）は、平成 14（2002）年と平成 18（2006）年を除いて増加で推移しています 

 

◆自然増減の推移◆ 

 

 

◆社会増減の推移◆ 
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資料：総務省「住民基本台帳」 

※H6～H24 は各年 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日、H25～は各年 1 月 1 日～12 月 31 日 
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（３）産業別就業人口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆男女別産業別就業人口◆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※統計資料から見る本市の現状については、資料編に掲載。  

産業別就業人口を見ると、第３次産業が最も多

く、第１次産業は少なくなっています。 

 男女別産業別就業人口を見ると、男性では「製

造業」が最も多く、次いで、「卸売業・小売業」、

「建設業」の順となっており、女性では「卸売業・

小売業」が最も多く、次いで、「医療・福祉」、「製

造業」の順となっています。 

資料：国勢調査（総務省）平成 27 年 
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５．計画の施策体系 

 
 前期計画の基本構想（資料編に掲載）による施策体系により、まちの将来像の実現に向け

た施策を展開するとともに、SDGs の視点も取り入れた持続可能なまちづくりを推進します。 

 

◇基本目標１．安全で安心して暮らせるまち 

○いつ起こるかわからない災害への備えや防災体制等の充実を図ります。 

○日常生活を脅かす事故や犯罪等の防止に努めます。 
 
◇基本目標２．便利で快適に暮らせる美しいまち 

○人々の交流があり、日常生活における利便性の高い生活環境を整備します。 

○まち（市街地）と緑のバランスを保ち、うるおいある豊かな生活環境を整備します。 

○地域の美化や安全・安心の確保について、地域の住民相互の支え合いを促進します。 

○市民の居住継続を促すよう、より良好な住環境づくりに取り組みます。 
 
◇基本目標３．心が通う助け合いのまち 

○年代や障がいの有無にとらわれることなく、すべての市民が、地域の支え合いやふれあ

い等を通して、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会環境を整備します。 

○適切な医療体制を整えつつ、市民の健康づくりを支援します。 

○地域で支え合う福祉環境づくりに取り組みます。 
 
◇基本目標４．夢あふれ希望に満ちたまち 

○子どもが生まれ、健全に育ち、「瑞穂人」となって住み続けられるようにします。 

○地域固有の資源や歴史・文化、スポーツの価値や魅力を再認識し、市民が相互に共有

し、まちや地域への誇りや愛着を向上させていきます。 

○学校教育の充実や地域の文化を未来に継承するまちづくりに取り組みます。 
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8 

（３）産業別就業人口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆男女別産業別就業人口◆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※統計資料から見る本市の現状については、資料編に掲載。  

産業別就業人口を見ると、第３次産業が最も多

く、第１次産業は少なくなっています。 

 男女別産業別就業人口を見ると、男性では「製

造業」が最も多く、次いで、「卸売業・小売業」、

「建設業」の順となっており、女性では「卸売業・

小売業」が最も多く、次いで、「医療・福祉」、「製

造業」の順となっています。 

資料：国勢調査（総務省）平成 27 年 
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誰もが未来を描けるまち 瑞穂

１ 安全で安心して

暮らせるまち

①治水・防災

②防犯・交通安全

基本目標 施策分野

①都市基盤

②交通基盤

③上水道・下水道

④自然・衛生環境

①地域コミュニティ

②高齢者福祉

③地域福祉

④障がい者福祉

⑤児童福祉

⑥社会保障

⑦医療・健康

⑧人権・平和

①子育て支援

②学校教育

③生涯学習・地域文化

①農業

②商工業

③観光・交流

１．育（未来） 子ども・地域・産業を育む

２．住（暮らし）良好な住環境を維持・向上する

３．安（守り） 安全・安心な暮らしを守る

４．活（輝く） まちの資源や人を活かす

基本視点

将来像

２ 便利で快適に暮らせる

美しいまち

３ 心が通う

助け合いのまち

４ 夢あふれ

希望に満ちたまち

５ 活気あふれる

元気なまち

共通
目標

重点
施策

序　論
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■SDGs と施策分野との関連性（一覧） ※施策分野ごとに該当する主な SDGs

基本目標１ 基本目標２ 基本目標３

安全で安心して

暮らせるまち

便利で快適に暮らせる

美しいまち
心が通う助け合いのまち

★SDGｓ （17 のゴール）

①

治
水

②

防
犯
・
交
通
安
全

①

都
市
基
盤

②

交
通
基
盤

③

上
水
道
・
下
水
道

④

自
然
・
衛
生
環
境

①

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

②

高
齢
者
福
祉

③

地
域
福
祉

④

障
が
い
者
福
祉

⑤

児
童
福
祉

１．貧困をなくそう ○ ○ ○ ○ ○

２．飢餓をゼロに ○ ○ ○ ○ ○

３．健康と福祉 ○ ○ ○ ○ ○ ○

４．教育 ○ ○ ○ ○ ○

５．ジェンダー平等 ○ ○ ○ ○ ○

６．安全な水の供給 ○

７．エネルギーの確保 ○

８．雇用と経済成長 ○ ○

９．強靱なインフラ・

産業の基盤整備
○ ○ ○ ○

10．不平等の是正 ○ ○ ○ ○ ○

11．安全な居住環境

の整備
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12．生産と消費形態

の確保
○ ○

13．気候変動対策 ○

14．海の豊かさの保全 ○ ○ ○

15．陸の豊かさの保全 ○ ○ ○ ○

16．平和と公正の確保 ○ ○ ○ ○ ○ ○

17．パートナーシップ

による施策の推進
○

序　論
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基本目標３ 基本目標４ 基本目標５ 共通目標

心が通う

助け合いのまち

夢あふれ

希望に満ちたまち

活気あふれる

元気なまち

持続可能な

都市経営のまち

★SDGｓ （17 のゴール）

⑥

社
会
保
障

⑦

医
療
・
健
康

⑧

人
権
・
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①
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育
て
支
援
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学
校
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育
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域
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農
業

②

商
工
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観
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７．重点施策について 

 

まちの将来像“誰もが未来を描けるまち 瑞穂”の実現に向けて、各分野で取り組むまち

づくりの基本目標と、基本目標に定める分野ごとの取り組み課題の重要度を認識し、また、

今後その解決に向けて分野の取り組みをリードしていく施策を「重点施策」として位置づけ

ます。 

重点施策は、瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置づける施策・事業とも連動す

るものとします。（※下表中の【創】表示） 
 

■重点施策一覧 
分分野野  施施策策  主主なな事事業業・・概概要要  

治水・防災 

○消防団員の確保 
○団員確保対策（ＰＲ事業等）の実施 

▪ 団員の高齢化や減少を踏まえた多様な団員を確保します。 

○災害に強い住環境の整 

 備 

○建築物等耐震化促進事業 

▪ 住宅の耐震性向上等のための耐震診断や補強工事等への支援

を行います。 

都市基盤 ○駅周辺の活性化 

○ＪＲ穂積駅周辺整備事業【創】 

○ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業【創】 

▪ 地域住民の生活環境を踏まえつつ、ＪＲ穂積駅利用者の利便

性に即した駅周辺の新たな賑わいづくりについて、市内商工

業関係者等を交えながら事業計画等を策定し、駅利用者の利

便性向上とこれに連動する商機喚起による地域の再生・活性

化を促進します。 

上水道・ 

下水道 
○汚水処理施設の整備 

○公共下水道事業 

▪ 公共下水道区域を拡大します。また、下水道未供用区域につ

いては、浄化槽の設置を促進します。 

高齢者 

福祉 

○地域包括ケアシステム 

の構築 

○地域包括ケアシステム構築事業【創】 

○介護人材育成促進事業 

▪ 要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしが

続けられるよう、医療・介護・予防・住まい等のサービスが

一体的に提供される仕組みを構築します。 

▪ 生活支援サービスに関わる団体・NPO・ボランティアを支援し

ネットワーク構築に取り組みます。 

医療・健康 
○健(検)診体制の充実と

医療費適正化の推進 

○若年層健康診査の実施【創】 

▪ 若い年齢からの健康診査を実施し、生活習慣病を予防する生

活改善を支援します。 

▪ がんを早期に発見し、早期に治療を開始できる体制を整備し

ます。 

序　論
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分分野野  施施策策  主主なな事事業業・・概概要要  

子育て 

支援 

○預かり施設の拡充、体制 

整備 

 

○子ども預かり施設の拡充、体制整備事業 

○潜在保育士就業促進事業 

▪ 保育所、幼稚園、放課後児童クラブにおける保育士、指導員

等を確保し、受け入れ体制を整備します。 

▪ 子どもが健全に養育される質の高い幼児教育・保育環境、保

育サービスの提供等、子育てと仕事の調和のとれた環境づく

りを促進します。 

▪ 老朽化した保育施設の建替、保全改修等を推進します。 

▪ 保育所、幼稚園、放課後児童クラブにおける受け入れ体制を

充実します。 

学校教育 

○安全・安心な学校づくり 

の推進 

○いじめ未然防止教育推進事業 

▪ すべての児童生徒が、安心して楽しい学校生活が送れるよう、

いのちを守る防災教育を推進します。 

▪ いじめ等の未然防止の取組を推進します。 

▪ 不登校の未然防止、教育相談の充実等による学校支援体制を

一層充実します。 

○確かな学力を育成する 

教育の推進 

○学力向上推進事業【創】 

▪ 児童生徒の「生きる力」の基盤となる基礎的・基本的な知識

及び技能の習得と、思考力・判断力・表現力等の育成、主体

的に学習に取り組む態度の 涵養
かんよう

を目指す教育を充実します。 

○グローバル化対応教育 

の推進 

○英語教育推進事業【創】 

○ICT教育推進事業【創】 

▪ 英語力や ICT 活用能力等、児童生徒がこれからのグローバル

社会に対応し、たくましく生き抜く力を育む教育を一層充実

します。 

○教職員の指導力向上の 

取組の充実 

○教員研修事業 

▪ 教職員の勤務環境の改善を図るとともに、若手教員をはじめ

とする研修事業や相談事業等を推進することにより、教職員

の資質向上を図り、教育指導体制を一層充実します。 

農 業 
○特色ある「瑞穂農業」の 

促進 

○ＰＲサイトの構築事業 

○瑞穂ブランド創出事業 

▪ 「富有柿発祥の地」の積極的なＰＲや新商品開発・ブランド

化を図ります。 

▪ 学校給食における地元農産物の利用等、地産地消を推進し、

食育推進による食料自給率の向上を通じた地域の活性化を促

進します。 

 

序
　
論

後
期
基
本
計
画 

①
②
③
④
⑤

共
通
目
標

資
料
編



 
 

16 

分分野野  施施策策  主主なな事事業業・・概概要要  

観光・交流 

○新たな賑わいの創出 

○民間施設を活用した地域活性化拠点創出事業 

▪ 地域活性化拠点として既存の民間施設を活用し、移住・定住

に繋がる交流や賑わいの創出を図ります。 

▪ 民間企業、大学、市民や団体等が連携した官民協働型の地域

拠点運営を図ります。 

○地域資源のブランド創 

出・魅力向上 

○地域ブランド戦略推進事業【創】 

▪ 特産品である「富有柿」や、市内を横断する「中山道」、「美

江寺宿」等を広くＰＲする等、まちの魅力や認知度を高め、

移住や定住につながる地域資源のブランド化を図ります。 

▪ 歴史探訪ネットワークの形成や歴史文化資源の保全・活用を

図ります。 

行政運営 

○総合計画の進行管理 

○瑞穂市第２次総合計画推進事業 

▪ 行政評価及び予算編成と連動した目標管理を実施します。ま

た、プロジェクトの実行性を高めるための進行管理体制を構

築します。 

▪ 市民の意識調査等、定期的に実施します。 

○行政評価の充実と推進 

○行政改革推進事業 

▪ ニーズに即した行政サービスを継続的に提供するために導入

した行政評価制度を弾力的に運用することで、業務の改善を

実施します。 

○組織体制の強化と人材 

育成 

○職員育成計画推進事業 

▪ 多様化・高度化する行政需要に対応できる柔軟で機動的な組

織体制の再編を進めます。また、分野横断的な課題に対して

は組織機構の枠を越えた総合的かつ戦略的な対応ができる組

織体制を構築します。 

▪ 職員資質を向上させるための研修を実施する等、職員の能力

を最大限発揮できる環境を整備し、幅広い視野と企画創造力

を持った人材を育成します。 

○公共施設等の適正管理 

○公共施設等総合管理計画推進事業 

▪ 公共施設の老朽化や少子高齢化が進む現状を踏まえ、今後の

公共施設のあり方を検討するとともに、長期的視点に立った

計画的改修や長寿命化等による財政負担の軽減を図り、総合

的な管理を推進します。 

○広域行政の推進 

○広域連携推進事業 

▪ 市民の生活や活動が市域を超えて広域化しており、新たな広

域行政サービスの展開等、周辺自治体との連携を強化し、各

地域の特性を生かした連携協約等の手法の検討を進め、広域

的視点に立った行政サービスを提供します。 

序　論
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後期基本計画 
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分分野野  施施策策  主主なな事事業業・・概概要要  

財政運営 

○計画的な財政運営 

○中期的な財政計画 

▪ 市の財政状況を表す各指標の推移に留意しながら、中期財政

計画に基づく財政運営を計画的に実施します。 

○適正な受益者負担と公

有財産の管理 

○費用負担適正化推進 

▪ 公平性や受益者負担に基づき、費用負担の適正化に努めます。 

▪ 公平性や受益者負担に基づく費用負担を適正に実施します。

また、未利用地や活用見込みがない土地や建物等を処分、貸

付ける等、公有財産の有効活用を推進します。 

○歳入の確保 

○ふるさと納税の推進 

▪ ふるさと納税や公民連携による事業収入等による新しい歳入

源を確保します。 

○新地方公会計制度の 

導入・推進 

○新地方公会計制度の導入 

▪ 市民にわかりやすい情報を提供し、行財政の透明化を図りま

す。 

協働 

○魅力ある情報発信 

○情報発信充実事業【創】(広報みずほ、ホームページ等

による情報提供の充実、情報発信に関するガイドライン

策定事業) 

▪ 若い世代の市政への関心を高めるため、まちづくりや市政に

関する情報を積極的に提供する等、市民に伝えるべき情報と

市民が欲しい情報とのバランスに留意しつつ、新たな情報提

供手段による発信機会を充実します。 

○市民の参加・参画機会の

充実 

○まちづくり基本条例推進事業(ガイドライン策定、市民

ワークショップ、ワールドカフェ等の開催) 

▪ 市民の積極的な参加・参画を促し、市民のアイディアや意見

の反映を促進します。 

▪ 市民がそれぞれの立場でまちづくりに関わっていくためのス

テップアップの仕組みや参加・参画の新たな手法により、若

い世代でも参加しやすい環境を整備します。 

○まちづくりの担い手 

育成 

○まちづくり基本条例推進事業(まちづくり活動組織の

育成、まちづくり人材養成講座) 

▪ 多様な市民が地域社会の一員であることを意識し、地域を良

くしていくために自らができることを考え、活動することが

できるような啓発活動を実施します。 

▪ まちづくりに関するセミナーの開催や研修等の事業を実施

し、協働への意識向上を図ります。 

▪ まちづくりの担い手と連携を進める職員に対し、まちづくり

基本条例に関する研修等を実施し協働への意識改革や能力の

向上を図ります。 
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分分野野  施施策策  主主なな事事業業・・概概要要  

情報 

○行政サービスの情報化 

推進 

○行政サービス情報化推進事業 

▪ ワンストップ行政サービス(総合窓口)で利用できる手続きを

拡充するため、各種情報システム等の見直しを行うとともに、

業務の流れや情報システム全体の最適化を図ります。 

▪ 情報化への対応とともに、事務事業の抜本的見直し、経費の

削減に努め、効率的効果的なサービスを展開していきます。 

▪ 個人番号カードには本人確認の手段としての利用に加え、多

目的な利用が想定されていることから、行政サービスへの利

活用を推進し、利便性の向上を図ります。 

○情報セキュリティ体制

の強化 

○情報セキュリティ対策事業 

▪ 情報セキュリティ対策やその運用について、専門的知識を持

った第三者が客観的に評価を行う「情報セキュリティ監査」

を定期的に実施します。 

 
  

序　論
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後期基本計画
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８．計画の推進に向けて

（１）実施計画に基づく着実な計画の推進

本計画で定める施策体系に従い、向こう２年間の「実施計画（具体的な取組）」を別に作

成します。「実施計画」については毎年度の効果検証を行うとともに、ローリング方式によ

り毎年度改訂し、本計画の施策・事業を着実に推進することとします。

（２）全庁体制の構築と関係機関との連携

本市の最上位計画でありまちづくりの基本指針となる本計画を推進するため、全庁を挙

げて推進する体制の構築と関係機関との連携を図っていきます。また、広域的に取り組む

必要のある事項については、県及び近隣市町と連携して推進してきます。

（３）地域住民との協働・連携体制の構築

地域住民の課題は、その当事者や家族の努力、行政の支援だけで解決できるものばかり

ではありません。市民が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けるためには、地

域住民による様々な助け合い・支え合いによる支援が必要であり、住民一人ひとりがこの

計画の推進役となる必要があります。

そこで、本計画においては、民生委員・児童委員、自治会、老人クラブ、ボランティアグ

ループ等、広く住民に協力を求め、協働による施策の展開を目指します。

２年間

※計画期間は２年、毎年見直し

を行うローリング方式とする

基本構想

基本計画

実施計画

平成28年度 令和２年度 令和３年度 令和７年度

第２次総合計画 基本構想（10年間）

前期基本計画（５年間） 後期基本計画（５年間）
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９．基本目標の見方 

 

 基本目標の各分野において「目指す姿」「現状」「課題」「前期計画中の達成状況」「施策の方

向性」「今後の目標指標」「関連計画」を記載しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

■目指す姿 

将来における市の姿

を記載しています。こ

の姿を実現するため

に、各施策の取組を進

めます。 

基本 
２ 便利で快適に暮らせる美しいまち ①都市基盤 

目標 

■目指す姿 

◇主要幹線道路網の整備にあわせて土地利用を有効に推進するまち 

◇豊かな自然環境の中で市民が快適に生活できるまち 

◇ＪＲ穂積駅周辺整備により、駅周辺に賑わいと活気のあるまち 

◇徒歩による移動でも便利に暮らせるコンパクトなまち 

◇多世代が魅力を感じる住環境が整ったまち 

■現 状             ■課 題 

○国道 21 号や東海環状自動車道のインターチ

ェンジ整備にあわせ、沿道への新たな産業の

立地誘導等、有効かつ計画的な土地利用を進

めています。 

○ＪＲ穂積駅は１日あたり 18,000 人程の乗降

があり、通勤・通学等の利用により混雑が発

生していることから、利便性・機能性の向上

が求められており、意向調査や説明会等など

を開催し、駅周辺のあるべき姿への整備に向

けて計画策定を進めています。 

○生活基盤となる道路、公園、下水道等の整備

により、良好な住環境の維持や地域コミュニ

ティの育成につなげています。 

○本市には河川が多くあることから、生活に身

近な自然や緑を感じられる環境を守るとと

もに水辺を活用した親水性の高い空間づく

りに取り組んでいます。 

○学術研究拠点としての機能を有する朝日大

学と連携したまちづくりを推進しています。 

 ●都市計画マスタープランを始めとする各種

計画に基づき、少子高齢化の進展等の社会潮

流を考慮した市街化整備や集約型都市構造

への再編、東海環状自動車道インターチェン

ジに近接する地域の開発等、適切な土地利用

を推進する必要があります。 

●ＪＲ穂積駅周辺は、乗降者数は多いものの市

の玄関口としての賑わいが感じられない側

面もあるため、整備事業やソフト事業の実施

により、賑わいの創出と地域の活性化が求め

られます。 

●住宅地や市街地において人口の高齢化が進

むとともに、身近にあった商店等の減少によ

り徒歩圏での日常生活の維持が困難等の問

題が生じている地域があるため、地域課題へ

の対応が求められます。 

●全国的に増加傾向にある空家等で、防災・衛

生・景観等の管理が不十分なものについて、

適正な管理が求められます。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

駅利用者の満足度 ％ - 27.6 

公園・緑地整備（１人当たりの面積） ㎡ 6.36 6.39 

 

■課 題 

現状を踏まえた課題

を記載しています。 

■現 状 

前期基本計画期間中

の取組の現状等を記

載しています。 

■前期計画中の 

達成状況 

事業の達成状況を測

るための指標を記載

しています。 

序　論
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９．基本目標の見方 

 

 基本目標の各分野において「目指す姿」「現状」「課題」「前期計画中の達成状況」「施策の方

向性」「今後の目標指標」「関連計画」を記載しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

■目指す姿 

将来における市の姿

を記載しています。こ

の姿を実現するため

に、各施策の取組を進

めます。 

基本 
２ 便利で快適に暮らせる美しいまち ①都市基盤 

目標 

■目指す姿 

◇主要幹線道路網の整備にあわせて土地利用を有効に推進するまち 

◇豊かな自然環境の中で市民が快適に生活できるまち 

◇ＪＲ穂積駅周辺整備により、駅周辺に賑わいと活気のあるまち 

◇徒歩による移動でも便利に暮らせるコンパクトなまち 

◇多世代が魅力を感じる住環境が整ったまち 

■現 状             ■課 題 

○国道 21 号や東海環状自動車道のインターチ

ェンジ整備にあわせ、沿道への新たな産業の

立地誘導等、有効かつ計画的な土地利用を進

めています。 

○ＪＲ穂積駅は１日あたり 18,000 人程の乗降

があり、通勤・通学等の利用により混雑が発

生していることから、利便性・機能性の向上

が求められており、意向調査や説明会等など

を開催し、駅周辺のあるべき姿への整備に向

けて計画策定を進めています。 

○生活基盤となる道路、公園、下水道等の整備

により、良好な住環境の維持や地域コミュニ

ティの育成につなげています。 

○本市には河川が多くあることから、生活に身

近な自然や緑を感じられる環境を守るとと

もに水辺を活用した親水性の高い空間づく

りに取り組んでいます。 

○学術研究拠点としての機能を有する朝日大

学と連携したまちづくりを推進しています。 

 ●都市計画マスタープランを始めとする各種

計画に基づき、少子高齢化の進展等の社会潮

流を考慮した市街化整備や集約型都市構造

への再編、東海環状自動車道インターチェン

ジに近接する地域の開発等、適切な土地利用

を推進する必要があります。 

●ＪＲ穂積駅周辺は、乗降者数は多いものの市

の玄関口としての賑わいが感じられない側

面もあるため、整備事業やソフト事業の実施

により、賑わいの創出と地域の活性化が求め

られます。 

●住宅地や市街地において人口の高齢化が進

むとともに、身近にあった商店等の減少によ

り徒歩圏での日常生活の維持が困難等の問

題が生じている地域があるため、地域課題へ

の対応が求められます。 

●全国的に増加傾向にある空家等で、防災・衛

生・景観等の管理が不十分なものについて、

適正な管理が求められます。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

駅利用者の満足度 ％ - 27.6 

公園・緑地整備（１人当たりの面積） ㎡ 6.36 6.39 

 

■課 題 

現状を踏まえた課題

を記載しています。 

■現 状 

前期基本計画期間中

の取組の現状等を記

載しています。 

■前期計画中の 

達成状況 

事業の達成状況を測

るための指標を記載

しています。 

後期基本計画 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））市市全全体体のの総総合合的的かかつつ計計画画的的なな土土地地利利用用計計画画のの推推進進  ○都市計画マスタープランの見直

し 

○都市計画用途地域等の見直し 
▪ 社会情勢の変化に対応していくため、都市計画マスタープラン

等の計画を適宜改定します。  

（（２２））駅駅周周辺辺のの活活性性化化  

○ＪＲ穂積駅周辺整備事業【重】 

【創】 

○ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進

事業【重】【創】 

▪ 地域住民の生活環境を踏まえつつ、ＪＲ穂積駅利用者の利便性

に即した駅周辺の新たな賑わいづくりについて、市内商工業関

係者等を交えながら事業計画等を策定し、駅利用者の利便性向

上とこれに連動する商機喚起による地域の再生・活性化を促進

します。  

（（３３））集集いいのの場場整整備備  
○公園・緑地等整備事業 

▪ 地元地域との連携により街区公園の整備を推進します。  

（（４４））住住宅宅地地等等のの整整備備  
○土地区画整理事業 

○地籍調査事業 ▪ 生活の拠点となる魅力ある商業地や住宅地の形成に向けた都市

基盤を整備します。  

（（５５））空空家家等等対対策策のの推推進進  
○空家等対策事業 

▪ 空家等対策計画により、空家等に関する取組を推進します。  

（（６６））景景観観計計画画のの策策定定・・推推進進  

○景観計画策定事業 
▪ 景観計画の策定により、良好な景観の保全、形成に関する取組を

推進します。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100 年年後後  
RR1122((22003300))  

駅利用者の満足度 ％ 27.6 
現状値から 

+5％ 

現状値から 

+10％ 

都市公園等面積（１人当たりの面積） ㎡ 10.6 11.1 11.1 

■関連計画  

瑞穂市都市計画マスタープラン           瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

岐阜都市計画区域の整備、開発及び保全の方針    瑞穂市緑の基本計画 

 

■施策の方向性 

目指す姿を実現する

ための施策を記載し

ています。 

■主な事業 

「重点施策」には【重】

を、総合戦略に位置付

けられる施策・事業に

は【創】を表示してい

ます。 

■今後の目標指標 

【現状値】計画策定時 

【５年後】2025 年 

【10 年後】2030 年 

※SDGsに合わせ 10 年後の 

指標も表示しています。 

■関連計画 

この施策分野に関連

する主な個別計画を

記載しています。 

序
　
論

後
期
基
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後期基本計画
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基本 
１ 安全で安心して暮らせるまち ①治水・防災 

目標 

■目指す姿 

◇災害等に対する対応力が強化され、安心して暮らせるまち 

◇各家庭や地域の防災意識が高まり、市民の災害に対する備えができているまち 

◇自主防災組織を中心に、地域における自助・共助による防災力が高いまち 

■現 状             ■課 題 

○地域防災計画の作成により、災害予防、災害

応急対策等にかかる市及び各種団体の事務、

業務等を定めています。 

○ハザードマップの作成、防災行政無線・各種

メールシステムの整備等により、災害時の情

報伝達の多様化を図っています。 

○市内を流下する 18 本の一級河川は、台風や

局地的豪雨等による河川や排水路等の氾濫

被害をもたらす恐れがあります。また、局地

的集中豪雨等により、道路の冠水被害が発生

しています。 

○近年、大規模災害発生時における自助・共助

の重要性が再認識されていることから、地域

の自主防災力を強化しています。 

○市や自主防災組織が中心となって行う防災

訓練、防災研修の実施等、市民及び地域の防

災力を強化するための取組を行っています。 

○地域防災の中核をなす消防団（水防団）は、

近年、団員の確保が困難となってきていま

す。 

 ●災害が発生した時に市民が迅速かつ適確な

避難行動をとれるよう、市民にわかりやすい

情報提供が必要です。 

●建物の耐震診断や耐震補強への支援や、防災

備蓄倉庫の増設や食料、資機材等の備蓄を進

める必要があります。 

●河川改修等の計画的な治水事業と、公共下水

道の雨水渠の整備等が必要です。 

●災害時、避難等に支援が必要な方への対応

を、地域で検討する必要があります。また、

各地域での自主防災組織の設立促進や既存

組織の維持・拡充が必要です。 

●市民への防災意識をさらに高めるため、防災

に関する知識や技術の普及啓発を進める必

要があります。 

●団員の確保に向けて、女性や若年層も意識し

た消防団活動の理解や参加意識の向上を図

る必要があります。 

●防災上、居住環境上の課題を抱える密集市街

地では、都市の安全確保のための整備・改善

が求められています。 

■前期計画中の達成状況 

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

防災備蓄倉庫の増設 棟 11 11 

災害応援協定の締結先(累計) 箇所 34 54 

防災訓練等参加者（人／年） 人 700 300 

消防団員数 人 220 246 

耐震性貯水槽の整備 箇所 5 5 

牛牧排水機の整備（排水量） ｍ３／ｓ 3 3 

住宅の耐震化率 ％ 80 80 

後期基本計画
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基本 
１ 安全で安心して暮らせるまち ①治水・防災 

目標 

■目指す姿 

◇災害等に対する対応力が強化され、安心して暮らせるまち 

◇各家庭や地域の防災意識が高まり、市民の災害に対する備えができているまち 

◇自主防災組織を中心に、地域における自助・共助による防災力が高いまち 

■現 状             ■課 題 

○地域防災計画の作成により、災害予防、災害

応急対策等にかかる市及び各種団体の事務、

業務等を定めています。 

○ハザードマップの作成、防災行政無線・各種

メールシステムの整備等により、災害時の情

報伝達の多様化を図っています。 

○市内を流下する 18 本の一級河川は、台風や

局地的豪雨等による河川や排水路等の氾濫

被害をもたらす恐れがあります。また、局地

的集中豪雨等により、道路の冠水被害が発生

しています。 

○近年、大規模災害発生時における自助・共助

の重要性が再認識されていることから、地域

の自主防災力を強化しています。 

○市や自主防災組織が中心となって行う防災

訓練、防災研修の実施等、市民及び地域の防

災力を強化するための取組を行っています。 

○地域防災の中核をなす消防団（水防団）は、

近年、団員の確保が困難となってきていま

す。 

 ●災害が発生した時に市民が迅速かつ適確な

避難行動をとれるよう、市民にわかりやすい

情報提供が必要です。 

●建物の耐震診断や耐震補強への支援や、防災

備蓄倉庫の増設や食料、資機材等の備蓄を進

める必要があります。 

●河川改修等の計画的な治水事業と、公共下水

道の雨水渠の整備等が必要です。 

●災害時、避難等に支援が必要な方への対応

を、地域で検討する必要があります。また、

各地域での自主防災組織の設立促進や既存

組織の維持・拡充が必要です。 

●市民への防災意識をさらに高めるため、防災

に関する知識や技術の普及啓発を進める必

要があります。 

●団員の確保に向けて、女性や若年層も意識し

た消防団活動の理解や参加意識の向上を図

る必要があります。 

●防災上、居住環境上の課題を抱える密集市街

地では、都市の安全確保のための整備・改善

が求められています。 

■前期計画中の達成状況 

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

防災備蓄倉庫の増設 棟 11 11 

災害応援協定の締結先(累計) 箇所 34 54 

防災訓練等参加者（人／年） 人 700 300 

消防団員数 人 220 246 

耐震性貯水槽の整備 箇所 5 5 

牛牧排水機の整備（排水量） ｍ３／ｓ 3 3 

住宅の耐震化率 ％ 80 80 

後期基本計画 
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■施策の方向性 

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））防防災災体体制制のの充充実実 
○ハザードマップの更新及び地域

防災計画の改正 

○各種団体との災害応援協定の締

結【創】 

○市内の防災備蓄倉庫の増設、耐

震性貯水槽の設置 

▪ 市の防災組織体制や災害時の外部応援体制を充実します。 

▪ 防災情報等の発信手段の多様化や情報内容を充実します。 

▪ 避難所や防災備蓄倉庫へ非常用物資及び資機材を充実します。 

▪ 避難時の生活用水確保のための耐震性貯水槽を整備します。  

（（２２））地地域域防防災災力力とと防防災災意意識識のの向向上上 ○各種防災訓練、研修等の実施

【創】 

○自主防災組織への支援【創】 
▪ 自治会、自主防災組織等への防災研修等の開催、防災訓練の実施

等を支援します。  

（（３３））消消防防団団員員のの確確保保 
○団員確保対策（ＰＲ事業等）の実

施【重】 

○関係機関への協力依頼 

○女性・学生消防団員の募集 

▪ 団員の高齢化や減少を踏まえた多様な団員を確保します。  

（（４４））治治水水事事業業のの推推進進 
○牛牧排水機場改修事業 

○遊水地・調整池整備事業 ▪ 犀川遊水地事業に伴う牛牧排水機場を改修します。 

▪ 内水排除対策を充実します。  

（（５５））災災害害にに強強いい住住環環境境のの整整備備 

○建築物等耐震化促進事業【重】 
▪ 住宅の耐震性向上等のための耐震診断や補強工事等への支援を

行います。 

■今後の目標指標 

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

防災備蓄倉庫の増設 棟 11 18 25 

災害応援協定の締結先(累計) 箇所 54 56 72 

防災訓練等参加者（人／年） 人 300 2,500 3,000 

消防団員数 人 246 257 257 

耐震性貯水槽の整備 箇所 5 6 6 

牛牧排水機の整備（排水量） ｍ３／ｓ 3 4.7 4.7 

住宅の耐震化率 ％ 80 97 98 

■関連計画 

瑞穂市地域防災計画 瑞穂市消防団５ヵ年計画 瑞穂市国民保護計画 瑞穂市国土強靭化地域計画 

瑞穂市公共下水道全体計画 瑞穂市耐震改修促進計画 瑞穂市まち･ひと･しごと創生総合戦略 
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基本 
１ 安全で安心して暮らせるまち ②防犯・交通安全 

目標 

■目指す姿 

◇地域を守る体制が充実し、犯罪が少ないまち 

◇交通安全への意識高揚や安全対策の推進により、交通事故の少ないまち 

◇市民が安心して消費生活を営むことができるまち 

■現 状             ■課 題 

○地域の見守り機能の弱体化や犯罪手口の巧

妙・悪質化等により、いつ犯罪や詐欺に巻き

こまれるかわからない状況となっています。 

○本市では、市職員が朝日大学学生等の市民ボ

ランティアとともに青色回転灯を装着した

車を利用して地域パトロールや子どもの見

守り活動を行っており、警察だけでなく、地

域住民、行政がそれぞれの役割を担い、連携

しながら地域の防犯体制を構築しています。 

○本市には、国道 21 号や主要地方道北方多度

線等の幹線道路が通過しており、市内全域に

おいて交通量が多いことから、交通事故が多

い状況にあります。また、交通事故の被害者

の多くは、子どもや高齢者となっています。 

 ●地域における見守り機能の強化が犯罪発生

を抑止することにつながるため、地域ぐるみ

の防犯対策が必要です。 

●押し売りや架空請求、振り込め詐欺等の犯罪

を抑止するため、消費者対策に関する普及啓

発に取り組む必要があります。 

●交通事故の多くは交通ルールやマナーを無

視したモラルの低下に起因することが多く、

幅広い啓発活動の展開等により交通安全の

意識を高めたり、交通事故を抑止するため、

交差点・通学路等の道路環境や歩道等の交通

安全施設の点検・整備が求められます。 

●交通事故を防止するため、子どもから高齢者

まで、年齢に応じた交通安全教育をさらに徹

底する必要があります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

交通安全出前講座及び防犯出前講座の開催回数 回/年 100 115 

街路灯設置数 基 4,466 4,752 

青色回転灯防犯パトロール活動 

（貸出による活動を含む。） 
回/月 4 8 

自転車盗難被害件数 件/年 95 70 

  

後期基本計画
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基本 
１ 安全で安心して暮らせるまち ②防犯・交通安全 

目標 

■目指す姿 

◇地域を守る体制が充実し、犯罪が少ないまち 

◇交通安全への意識高揚や安全対策の推進により、交通事故の少ないまち 

◇市民が安心して消費生活を営むことができるまち 

■現 状             ■課 題 

○地域の見守り機能の弱体化や犯罪手口の巧

妙・悪質化等により、いつ犯罪や詐欺に巻き

こまれるかわからない状況となっています。 

○本市では、市職員が朝日大学学生等の市民ボ

ランティアとともに青色回転灯を装着した

車を利用して地域パトロールや子どもの見

守り活動を行っており、警察だけでなく、地

域住民、行政がそれぞれの役割を担い、連携

しながら地域の防犯体制を構築しています。 

○本市には、国道 21 号や主要地方道北方多度

線等の幹線道路が通過しており、市内全域に

おいて交通量が多いことから、交通事故が多

い状況にあります。また、交通事故の被害者

の多くは、子どもや高齢者となっています。 

 ●地域における見守り機能の強化が犯罪発生

を抑止することにつながるため、地域ぐるみ

の防犯対策が必要です。 

●押し売りや架空請求、振り込め詐欺等の犯罪

を抑止するため、消費者対策に関する普及啓

発に取り組む必要があります。 

●交通事故の多くは交通ルールやマナーを無

視したモラルの低下に起因することが多く、

幅広い啓発活動の展開等により交通安全の

意識を高めたり、交通事故を抑止するため、

交差点・通学路等の道路環境や歩道等の交通

安全施設の点検・整備が求められます。 

●交通事故を防止するため、子どもから高齢者

まで、年齢に応じた交通安全教育をさらに徹

底する必要があります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

交通安全出前講座及び防犯出前講座の開催回数 回/年 100 115 

街路灯設置数 基 4,466 4,752 

青色回転灯防犯パトロール活動 

（貸出による活動を含む。） 
回/月 4 8 

自転車盗難被害件数 件/年 95 70 

  

後期基本計画 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））防防犯犯・・交交通通安安全全教教育育  
○交通安全出前講座【創】 

○防犯出前講座【創】 ▪ 子どもや保護者、高齢者を中心に、防犯及び交通安全の出前講座

等を実施します。  

（（２２））防防犯犯環環境境のの充充実実  
○街路灯設置事業 

▪ 街路灯の増設により、夜間の防犯環境を充実します。  

（（３３））青青パパトト活活動動のの規規模模拡拡大大  ○青色回転灯防犯パトロール活動 

○青色回転灯防犯パトロール車貸

出事業 
▪ 朝日大学の学生や防犯ボランティアの方々の協力による防犯パ

トロールを実施します。  

（（４４））自自転転車車盗盗難難防防止止  

○協力団体との啓発活動 
▪ 北方警察署、防犯協会、朝日大学等と協力して啓発チラシの配

布、駐輪場に注意書きを掲示します。  

（（５５））交交通通安安全全施施設設等等のの設設置置  ○交通安全施設等整備事業 

○警察・公安委員会に対する要望

活動 
▪ カーブミラーやガードレール等の施設を充実します。 

▪ 一時停止等の交通規制実施について、積極的に働きかけます。  

（（６６））消消費費者者行行政政のの推推進進  
○消費生活相談体制の再整備事業 

○地域社会における消費者問題解

決力の強化に関する事業 

▪ 消費生活に関する様々なトラブルに対応するため、消費生活相

談員による相談事業や消費者事故等に関する必要な情報を市民

に提供、啓発することで、消費者被害の発生・拡大を防止します。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

交通安全出前講座及び防犯出前講座の開催回

数 
回/年 115 130 145 

街路灯設置数 基 4,752 4,850 4,950 

青色回転灯防犯パトロール活動 

（貸出による活動を含む。） 
回/月 8 12 15 

自転車盗難被害件数 件/年 70 50 45 
 
  

序
　
論

後
期
基
本
計
画 

❶
②
③
④
⑤

共
通
目
標

資
料
編



 
 

28 

基本 
２ 便利で快適に暮らせる美しいまち ①都市基盤 

目標 

■目指す姿 

◇主要幹線道路網の整備にあわせて土地利用を有効に推進するまち 

◇豊かな自然環境の中で市民が快適に生活できるまち 

◇ＪＲ穂積駅周辺整備により、駅周辺に賑わいと活気のあるまち 

◇徒歩による移動でも便利に暮らせるコンパクトなまち 

◇多世代が魅力を感じる住環境が整ったまち 

■現 状             ■課 題 

○国道 21 号や東海環状自動車道のインターチ

ェンジ整備にあわせ、沿道への新たな産業の

立地誘導等、有効かつ計画的な土地利用を進

めています。 

○ＪＲ穂積駅は１日あたり 18,000 人程の乗降

があり、通勤・通学等の利用により混雑が発

生していることから、利便性・機能性の向上

が求められており、意向調査や説明会等など

を開催し、駅周辺のあるべき姿への整備に向

けて計画策定を進めています。 

○生活基盤となる道路、公園、下水道等の整備

により、良好な住環境の維持や地域コミュニ

ティの育成につなげています。 

○本市には河川が多くあることから、生活に身

近な自然や緑を感じられる環境を守るとと

もに水辺を活用した親水性の高い空間づく

りに取り組んでいます。 

○学術研究拠点としての機能を有する朝日大

学と連携したまちづくりを推進しています。 

 ●都市計画マスタープランを始めとする各種

計画に基づき、少子高齢化の進展等の社会潮

流を考慮した市街化整備や集約型都市構造

への再編、東海環状自動車道インターチェン

ジに近接する地域の開発等、適切な土地利用

を推進する必要があります。 

●ＪＲ穂積駅周辺は、乗降者数は多いものの市

の玄関口としての賑わいが感じられない側

面もあるため、整備事業やソフト事業の実施

により、賑わいの創出と地域の活性化が求め

られます。 

●住宅地や市街地において人口の高齢化が進

むとともに、身近にあった商店等の減少によ

り徒歩圏での日常生活の維持が困難等の問

題が生じている地域があるため、地域課題へ

の対応が求められます。 

●全国的に増加傾向にある空家等で、防災・衛

生・景観等の管理が不十分なものについて、

適正な管理が求められます。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

駅利用者の満足度 ％ - 27.6 

公園・緑地整備（１人当たりの面積） ㎡ 6.36 6.39 
  

後期基本計画
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基本 
２ 便利で快適に暮らせる美しいまち ①都市基盤 

目標 

■目指す姿 

◇主要幹線道路網の整備にあわせて土地利用を有効に推進するまち 

◇豊かな自然環境の中で市民が快適に生活できるまち 

◇ＪＲ穂積駅周辺整備により、駅周辺に賑わいと活気のあるまち 

◇徒歩による移動でも便利に暮らせるコンパクトなまち 

◇多世代が魅力を感じる住環境が整ったまち 

■現 状             ■課 題 

○国道 21 号や東海環状自動車道のインターチ

ェンジ整備にあわせ、沿道への新たな産業の

立地誘導等、有効かつ計画的な土地利用を進

めています。 

○ＪＲ穂積駅は１日あたり 18,000 人程の乗降

があり、通勤・通学等の利用により混雑が発

生していることから、利便性・機能性の向上

が求められており、意向調査や説明会等など

を開催し、駅周辺のあるべき姿への整備に向

けて計画策定を進めています。 

○生活基盤となる道路、公園、下水道等の整備

により、良好な住環境の維持や地域コミュニ

ティの育成につなげています。 

○本市には河川が多くあることから、生活に身

近な自然や緑を感じられる環境を守るとと

もに水辺を活用した親水性の高い空間づく

りに取り組んでいます。 

○学術研究拠点としての機能を有する朝日大

学と連携したまちづくりを推進しています。 

 ●都市計画マスタープランを始めとする各種

計画に基づき、少子高齢化の進展等の社会潮

流を考慮した市街化整備や集約型都市構造

への再編、東海環状自動車道インターチェン

ジに近接する地域の開発等、適切な土地利用

を推進する必要があります。 

●ＪＲ穂積駅周辺は、乗降者数は多いものの市

の玄関口としての賑わいが感じられない側

面もあるため、整備事業やソフト事業の実施

により、賑わいの創出と地域の活性化が求め

られます。 

●住宅地や市街地において人口の高齢化が進

むとともに、身近にあった商店等の減少によ

り徒歩圏での日常生活の維持が困難等の問

題が生じている地域があるため、地域課題へ

の対応が求められます。 

●全国的に増加傾向にある空家等で、防災・衛

生・景観等の管理が不十分なものについて、

適正な管理が求められます。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

駅利用者の満足度 ％ - 27.6 

公園・緑地整備（１人当たりの面積） ㎡ 6.36 6.39 
  

後期基本計画 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））市市全全体体のの総総合合的的かかつつ計計画画的的なな土土地地利利用用計計画画のの推推進進  ○都市計画マスタープランの見直

し 

○都市計画用途地域等の見直し 
▪ 社会情勢の変化に対応していくため、都市計画マスタープラン

等の計画を適宜改定します。  

（（２２））駅駅周周辺辺のの活活性性化化  

○ＪＲ穂積駅周辺整備事業【重】 

【創】 

○ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進

事業【重】【創】 

▪ 地域住民の生活環境を踏まえつつ、ＪＲ穂積駅利用者の利便性

に即した駅周辺の新たな賑わいづくりについて、市内商工業関

係者等を交えながら事業計画等を策定し、駅利用者の利便性向

上とこれに連動する商機喚起による地域の再生・活性化を促進

します。  

（（３３））集集いいのの場場整整備備  
○公園・緑地等整備事業 

▪ 地元地域との連携により街区公園の整備を推進します。  

（（４４））住住宅宅地地等等のの整整備備  
○土地区画整理事業 

○地籍調査事業 ▪ 生活の拠点となる魅力ある商業地や住宅地の形成に向けた都市

基盤を整備します。  

（（５５））空空家家等等対対策策のの推推進進  
○空家等対策事業 

▪ 空家等対策計画により、空家等に関する取組を推進します。  

（（６６））景景観観計計画画のの策策定定・・推推進進  

○景観計画策定事業 
▪ 景観計画の策定により、良好な景観の保全、形成に関する取組を

推進します。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

駅利用者の満足度 ％ 27.6 
現状値から 

+5％ 

現状値から 

+10％ 

都市公園等面積（１人当たりの面積） ㎡ 10.6 11.1 11.1 

■関連計画  

瑞穂市都市計画マスタープラン           瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

岐阜都市計画区域の整備、開発及び保全の方針    瑞穂市緑の基本計画 
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基本 

２ 便利で快適に暮らせる美しいまち ②交通基盤 
目標 

■目指す姿 

◇主要幹線道路網の整備により、広域移動の利便性が向上するとともに災害にも強いまち 

◇コミュニティバス等の公共交通機関により、市民がスムーズに移動できるまち 

◇自家用車の移動がスムーズで歩行者等にも利便性が高い道路が整備されたまち 

■現 状             ■課 題 

○都市空間や様々な拠点間を結び、災害時には

緊急輸送の機能を担う等、市民の暮らしを支

える大切な都市基盤として、国道 21 号や東

海環状自動車道を中心とする主要幹線道路

網の整備を促進しています。 

○少子高齢化の進展等を踏まえ、誰もが安全・

便利に暮らすことができる生活空間を形成

するため、公共交通網の充実や利便性、安全

性に配慮し、すべての人が利用しやすい交通

基盤の整備に努めています。 

○道路の街路樹や舗装等について適正な維持・

管理に努めるとともに、歩道や自転車歩行者

道の設置等、市民が安心して利用できる道路

環境づくりを進めています。 

 ●広域幹線道路網の整備について国や県と連

携して取り組むとともに、市内幹線道路の整

備とあわせた円滑に移動できる交通ネット

ワークの構築を推進する必要があります。 

●ＪＲ穂積駅を中心とした都市拠点と生活拠

点間を結ぶ公共交通ネットワークの形成が

求められます。 

●日常生活の利便性や防災性の向上のため、緊

急車両の進入が困難な狭あい道路の整備が

求められます。 

 

 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

みずほバス利用者数 人 63,000 105,432 

自転車歩行者道整備事業 ｋｍ 28 29 

橋梁長寿命化修繕率 ％ 12 35 

  

後期基本計画
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基本 

２ 便利で快適に暮らせる美しいまち ②交通基盤 
目標 

■目指す姿 

◇主要幹線道路網の整備により、広域移動の利便性が向上するとともに災害にも強いまち 

◇コミュニティバス等の公共交通機関により、市民がスムーズに移動できるまち 

◇自家用車の移動がスムーズで歩行者等にも利便性が高い道路が整備されたまち 

■現 状             ■課 題 

○都市空間や様々な拠点間を結び、災害時には

緊急輸送の機能を担う等、市民の暮らしを支

える大切な都市基盤として、国道 21 号や東

海環状自動車道を中心とする主要幹線道路

網の整備を促進しています。 

○少子高齢化の進展等を踏まえ、誰もが安全・

便利に暮らすことができる生活空間を形成

するため、公共交通網の充実や利便性、安全

性に配慮し、すべての人が利用しやすい交通

基盤の整備に努めています。 

○道路の街路樹や舗装等について適正な維持・

管理に努めるとともに、歩道や自転車歩行者

道の設置等、市民が安心して利用できる道路

環境づくりを進めています。 

 ●広域幹線道路網の整備について国や県と連

携して取り組むとともに、市内幹線道路の整

備とあわせた円滑に移動できる交通ネット

ワークの構築を推進する必要があります。 

●ＪＲ穂積駅を中心とした都市拠点と生活拠

点間を結ぶ公共交通ネットワークの形成が

求められます。 

●日常生活の利便性や防災性の向上のため、緊

急車両の進入が困難な狭あい道路の整備が

求められます。 

 

 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

みずほバス利用者数 人 63,000 105,432 

自転車歩行者道整備事業 ｋｍ 28 29 

橋梁長寿命化修繕率 ％ 12 35 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））道道路路ネネッットトワワーークク網網のの整整備備  ○高規格道路整備 

○国・県道整備事業 

○街路整備事業 
▪ 都市の活性化に寄与する広域的かつ機能的な道路交通体系を構

築します。  

（（２２））公公共共交交通通のの利利便便性性向向上上  ○公共交通運行事業【創】 

○地域公共交通網形成計画の策定

【創】 
▪ 鉄道及びバスの運行時間の相互調整等により、交通機関利用時

の連絡強化を図ります。  

（（３３））市市内内幹幹線線道道路路・・生生活活道道路路のの整整備備  ○幹線道路網整備事業 

○交通安全施設整備事業 

○自転車歩行者道整備事業 

○橋梁長寿命化修繕事業 

▪ 市内幹線道路の計画的整備や、歩行者や自転車等の通行に配慮

した道路を整備します。 

▪ 老朽化する道路ストックを適正に維持・管理します。 

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

みずほバス利用者数 人 105,432 107,623 117,623 

自転車歩行者道整備事業 ｋｍ 29 30 30 

橋梁長寿命化修繕率 ％ 35 52 74 

■関連計画  

瑞穂市道路網整備計画      瑞穂市公共施設等総合管理計画 
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基本 
２ 便利で快適に暮らせる美しいまち ③上水道・下水道 

目標 

■目指す姿 

◇安全な水が安定的に供給されるまち 

◇公共用水域の水質が保全され、公衆衛生に配慮されたまち 

◇下水道事業が効率的に実施され、下水道経営が安定しているまち 

◇し尿処理が適切に行われ、環境衛生が高い水準で維持されているまち 

■現 状             ■課 題 

○水道事業ビジョンに掲げる”安全で安定し

た水をいつまでも”を理念に、安全で安心な

水の供給、持続可能な事業経営、災害に強い

水道の構築を進めています。 

○下水道については、公共下水道を都市計画に

定め、令和８年度の供用開始に向けて事業を

進めています。 

○し尿処理については、収集・運搬業務は許可

業者及び民間委託、処理業務は本市と本巣

市、北方町で構成する「もとす広域連合衛生

施設し尿処理場」で行うことで市民生活を支

えています。 

 ●過去に整備した水道施設が今後更新時期を

迎えるため、計画的な更新を進める必要があ

る一方、施設の更新には多額の投資が必要と

なることから、経営基盤の強化を見据えた投

資と財源のバランスが重要になります。 

●下水道事業については、中長期的な経営の安

定化を図る観点から更なる経費回収率の向

上が必要となります。 

●工場等からの排水よりも生活排水からの汚

れが目立つため、河川等の水質を悪化させな

いよう、更なる排水対策が求められます。 

●し尿処理施設の老朽化が進んでいるため、施

設管理者との連携を密にするとともに、処理

の円滑化・合理化を進める必要があります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

上水道普及率 ％ 86.0 86.9 

上水道有収率 ％ 80.3 80.1 

配水管耐震化率 ％ 1.3 6.4 

汚水処理人口普及率 ％ 54.1 59.9 

下水道人口普及率 ％ 8.1 7.4 

■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））適適正正なな水水質質確確保保  
○水質適正管理事業 

▪ 水質検査計画の策定と計画に基づく水質検査を継続的に実施します。  

後期基本計画
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基本 
２ 便利で快適に暮らせる美しいまち ③上水道・下水道 

目標 

■目指す姿 

◇安全な水が安定的に供給されるまち 

◇公共用水域の水質が保全され、公衆衛生に配慮されたまち 

◇下水道事業が効率的に実施され、下水道経営が安定しているまち 

◇し尿処理が適切に行われ、環境衛生が高い水準で維持されているまち 

■現 状             ■課 題 

○水道事業ビジョンに掲げる”安全で安定し

た水をいつまでも”を理念に、安全で安心な

水の供給、持続可能な事業経営、災害に強い

水道の構築を進めています。 

○下水道については、公共下水道を都市計画に

定め、令和８年度の供用開始に向けて事業を

進めています。 

○し尿処理については、収集・運搬業務は許可

業者及び民間委託、処理業務は本市と本巣

市、北方町で構成する「もとす広域連合衛生

施設し尿処理場」で行うことで市民生活を支

えています。 

 ●過去に整備した水道施設が今後更新時期を

迎えるため、計画的な更新を進める必要があ

る一方、施設の更新には多額の投資が必要と

なることから、経営基盤の強化を見据えた投

資と財源のバランスが重要になります。 

●下水道事業については、中長期的な経営の安

定化を図る観点から更なる経費回収率の向

上が必要となります。 

●工場等からの排水よりも生活排水からの汚

れが目立つため、河川等の水質を悪化させな

いよう、更なる排水対策が求められます。 

●し尿処理施設の老朽化が進んでいるため、施

設管理者との連携を密にするとともに、処理

の円滑化・合理化を進める必要があります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

上水道普及率 ％ 86.0 86.9 

上水道有収率 ％ 80.3 80.1 

配水管耐震化率 ％ 1.3 6.4 

汚水処理人口普及率 ％ 54.1 59.9 

下水道人口普及率 ％ 8.1 7.4 

■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））適適正正なな水水質質確確保保  
○水質適正管理事業 

▪ 水質検査計画の策定と計画に基づく水質検査を継続的に実施します。  

後期基本計画 
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（（２２））経経営営戦戦略略のの推推進進  
○経営戦略推進事業 

▪ 投資の平準化と施設（水源地内設備や老朽管等）の計画的更新を推進します。  

（（３３））上上水水道道有有収収率率のの向向上上  
○漏水調査事業 

▪ 漏水個所を発見し速やかに修繕することにより有収率の向上につなげます。  

（（４４））管管路路のの耐耐震震化化  

○重要給水施設管路耐

震化事業 

▪ 災害時の避難施設のうち９施設を重要給水施設として設定し、水源地と施設

を結ぶ管路の耐震化を推進します。 

▪ 管路の整備（配水管拡張事業、老朽管更新事業、基幹管路網更新事業等）に

は耐震適合管を使用することにより、管路の耐震化を推進します。  

（（５５））災災害害時時応応急急給給水水体体制制のの確確保保  ○災害時給水資材等備

蓄整備事業 ▪ 災害時の応急給水に備えた備蓄資材を確保します。  

（（６６））汚汚水水処処理理施施設設のの整整備備  
○公共下水道事業【重】 

○浄化槽設置整備事業 ▪ 公共下水道区域を拡大します。また、下水道未供用区域については、浄化槽

の設置を促進します。  

（（７７））下下水水道道施施設設のの維維持持管管理理  

○下水処理場及び下水

道管の維持管理 
▪ 下水処理場は、経過年数に応じた予防保全を行い適切な維持管理を実施しま

す。 

▪ 下水道管は、定期的な点検を実施し施設の延命を図ります。 

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

投資の平準化（上水道建設改良費） 億円/年 4.0 3.7 3.7 

上水道有収率 ％ 80.1 83.1 85.6 

重要給水施設配水管耐震化率 ％ 49.3 73.3 89.3 

非常用飲料水袋備蓄数 袋 23,000 23,000 23,000 

汚水処理人口普及率 ％ 59.9 62.1 81.5 

下水道人口普及率 ％ 7.4 7.0 34.5 

■関連計画  

瑞穂市水道事業ビジョン           瑞穂市国土強靭化地域計画 

瑞穂市都市計画マスタープラン        岐阜都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

瑞穂市生活排水対策推進計画         木曽川及び長良川流域別下水道整備総合計画 

瑞穂市公共下水道（瑞穂処理区）全体計画    
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基本 
２ 便利で快適に暮らせる美しいまち ④自然・衛生環境 

目標 

■目指す姿 

◇市民一人ひとりに環境問題の意識が根づいているまち 

◇持続可能な環境保全に向けた「循環型社会」が確立されたまち 

■現 状             ■課 題 

○平成 23 年８月から粗大ごみの収集を有料化

し、以後事業系のごみ搬入がなくなり、１人

１日あたりのごみ総排出量は、平成 19 年度

の 926ｇをピークに年々減少し、令和元年度

には 699ｇとなっており、減量化に一定の効

果が得られています。 

○本市では、生ごみ処理容器の購入や集団資源

回収への補助により、「市民にできるごみの

減量化」について支援を行っています。 

○ごみの収集に当たっては、ごみの種類により

「ステーション方式」、「拠点回収」、「直接搬

入」、「戸別収集」、「庁舎回収」の方式を採用

しています。また、穂積地区におけるプラス

チック製容器包装、巣南地区における陶磁

器・ガラス類のステーション回収を平成 27年

７月より開始しており、分別区分を統一して

います。 

○廃棄物減量等推進員と協働で、ごみの減量

化、分別化の徹底を図っています。 

○まちの景観を損ねる不法投棄、ポイ捨て、ペ

ットの糞の始末等について、立て看板を設置

し注意喚起を行っています。 

 ●社会的潮流として、世界的な環境問題から身

近なごみ等の生活環境の問題について、市民

一人ひとりの関心が高まっていることもあ

るため、従来の大量生産・大量消費・大量廃

棄型の社会経済活動を見直し、環境に低負荷

となる循環型社会への取組が求められます。 

●市民や事業者には、廃棄物等の Reduce（発生

抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再生利用）

３Ｒへの理解と取組を普及啓発していく必

要があります。 

●本市の生活排水処理率は全国及び県を大き

く下回っているためその向上に取り組むと

ともに、まちの環境美化に配慮した取組の継

続が必要です。 

 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

環境美化教育及び啓発（リサイクル率） ％ 19.3 28 

  

後期基本計画
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基本 
２ 便利で快適に暮らせる美しいまち ④自然・衛生環境 

目標 

■目指す姿 

◇市民一人ひとりに環境問題の意識が根づいているまち 

◇持続可能な環境保全に向けた「循環型社会」が確立されたまち 

■現 状             ■課 題 

○平成 23 年８月から粗大ごみの収集を有料化

し、以後事業系のごみ搬入がなくなり、１人

１日あたりのごみ総排出量は、平成 19 年度

の 926ｇをピークに年々減少し、令和元年度

には 699ｇとなっており、減量化に一定の効

果が得られています。 

○本市では、生ごみ処理容器の購入や集団資源

回収への補助により、「市民にできるごみの

減量化」について支援を行っています。 

○ごみの収集に当たっては、ごみの種類により

「ステーション方式」、「拠点回収」、「直接搬

入」、「戸別収集」、「庁舎回収」の方式を採用

しています。また、穂積地区におけるプラス

チック製容器包装、巣南地区における陶磁

器・ガラス類のステーション回収を平成 27年

７月より開始しており、分別区分を統一して

います。 

○廃棄物減量等推進員と協働で、ごみの減量

化、分別化の徹底を図っています。 

○まちの景観を損ねる不法投棄、ポイ捨て、ペ

ットの糞の始末等について、立て看板を設置

し注意喚起を行っています。 

 ●社会的潮流として、世界的な環境問題から身

近なごみ等の生活環境の問題について、市民

一人ひとりの関心が高まっていることもあ

るため、従来の大量生産・大量消費・大量廃

棄型の社会経済活動を見直し、環境に低負荷

となる循環型社会への取組が求められます。 

●市民や事業者には、廃棄物等の Reduce（発生

抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再生利用）

３Ｒへの理解と取組を普及啓発していく必

要があります。 

●本市の生活排水処理率は全国及び県を大き

く下回っているためその向上に取り組むと

ともに、まちの環境美化に配慮した取組の継

続が必要です。 

 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

環境美化教育及び啓発（リサイクル率） ％ 19.3 28 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））収収集集・・回回収収拠拠点点のの充充実実  

○廃棄物排出体制整備事業 

○粗大ごみ、資源回収拠点整備事業 

○生ごみ処理容器購入補助事業 

▪ 市民の利便性向上のため、粗大ごみと資源ごみの持込拠点を整

備し、運用方法の見直しを行います。 

▪ 生ごみの堆肥化・乾燥化による減量を推進します。 

▪ 高齢化の進展に対応したごみの排出支援体制を構築します。 

（（２２））不不法法投投棄棄等等のの防防止止  

○不法投棄防止推進事業 ▪ 不法投棄の抑止に向けて、警察との連携及び地域住民との情報

共有を図ります。  

（（３３））生生活活にに身身近近なな環環境境のの美美化化  

○環境美化教育及び啓発事業 

▪ 市民一人ひとりが身近にある環境や自然に目を向けながら環

境問題への認識を深めていくための、情報提供を図ります。 

▪ ごみ排出量削減、リサイクル率向上を推進します。 

▪ 下水道事業計画区域外、未供用区域等について、浄化槽の設置

を促進します。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

環境美化教育及び啓発（リサイクル率） ％ 28 30 30 

■関連計画  

瑞穂市一般廃棄物処理基本計画          瑞穂市地球温暖化対策実行計画 

瑞穂市災害廃棄物処理計画            瑞穂市生活排水対策推進計画 
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基本 
３ 心が通う助け合いのまち ①地域コミュニティ 

目標 

■目指す姿 

◇地域住民が助け合い・支え合いの心でつながるコミュニティを築くまち 

■現 状             ■課 題 

○市内には 97 の自治会があり、自治会加入率

は 69.0％（令和２年３月末）となっています。 

○市の高齢化率は 21.2％と全国の平均を大き

く下回っていますが、中地区、本田地区、西

地区等、高齢化が進む地域もあります。地域

の人口についても、増加する地域と、減少傾

向が続いている地域が混在しており、地域毎

の人口や年齢構成に大きな違いがあります。 

○「自助、共助」を基本とした各自治会におけ

る自主防災活動が定着してきており、校区や

自治会での防災訓練、防災研修等を通じた自

治会内防災ネットワーク体制の構築が進み

つつあります。 

 ●近年各地で起きている大規模災害等により、

住民の防災意識は高まっているため、今後起

こり得る災害に備え、地域防災力の強化がよ

り一層求められています。 

●地域における生活課題を地域住民で解決し

ていくための自治組織として、概ね各小学校

区を単位とした校区自治会連合会の活動を

支援する必要があります。 

■前期計画中の達成状況 

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

自治会加入率 ％ 71.7 69 

校区自治会連合会設立数 組織 1 5 

 
  

後期基本計画
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基本 
３ 心が通う助け合いのまち ①地域コミュニティ 

目標 

■目指す姿 

◇地域住民が助け合い・支え合いの心でつながるコミュニティを築くまち 

■現 状             ■課 題 

○市内には 97 の自治会があり、自治会加入率

は 69.0％（令和２年３月末）となっています。 

○市の高齢化率は 21.2％と全国の平均を大き

く下回っていますが、中地区、本田地区、西

地区等、高齢化が進む地域もあります。地域

の人口についても、増加する地域と、減少傾

向が続いている地域が混在しており、地域毎

の人口や年齢構成に大きな違いがあります。 

○「自助、共助」を基本とした各自治会におけ

る自主防災活動が定着してきており、校区や

自治会での防災訓練、防災研修等を通じた自

治会内防災ネットワーク体制の構築が進み

つつあります。 

 ●近年各地で起きている大規模災害等により、

住民の防災意識は高まっているため、今後起

こり得る災害に備え、地域防災力の強化がよ

り一層求められています。 

●地域における生活課題を地域住民で解決し

ていくための自治組織として、概ね各小学校

区を単位とした校区自治会連合会の活動を

支援する必要があります。 

■前期計画中の達成状況 

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

自治会加入率 ％ 71.7 69 

校区自治会連合会設立数 組織 1 5 

 
  

後期基本計画 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））自自治治会会加加入入促促進進  

○自治会加入促進事業 
▪ 住民の居住形態にも配慮した、広報紙掲載や自治会活動パンフ

レット作成・周知により、地域コミュニティの重要性の啓発に努

めます。また、自治会側にも住民ニーズに対応した自治会づくり

を進めてもらえるよう啓発し、自治会への加入を促進します。  

（（２２））校校区区自自治治会会連連合合会会組組織織のの設設立立等等支支援援  

○校区自治会連合会支援事業 
▪ 小規模多機能自治体制の構築に向けて、校区自治会連合会組織

の設立をします。  

（（３３））地地域域のの多多様様なな世世代代間間のの交交流流促促進進  

○地域拠点施設整備支援事業 
▪ 若い世代が自治会活動や連合会活動に参加・参画する地域活動

を支援します。また、活動の拠点となる施設整備への支援によ

り、地域の連携体制を確立し、地域のなかの多様な世代間交流を

促進します。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

自治会加入率 ％ 69 70 71 

校区自治会連合会設立数 組織 5 7 7 
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基本 
３ 心が通う助け合いのまち ②高齢者福祉 

目標 

■目指す姿 

◇「地域包括ケア」の概念が定着し、高齢期の支援体制が整ったまち 

◇高齢者が生きがいをもち、健康で生き生きと暮らせるまち 

■現 状             ■課 題 

○本市の高齢化率は 21.2％（令和２年４月１日

現在）ですが、今後も高齢化が進むとともに、

独居高齢者や高齢者のみの世帯の増加や、要

介護者や認知症高齢者の増加が見込まれる

ため、高齢福祉に関する取組を強化していま

す。 

○高齢者が楽しく学び、心豊かな生活を送るこ

とができるよう、生涯学習、芸術・文化、ス

ポーツ活動等に参加する機会と、それぞれが

持つ知識・経験を活かした地域貢献・就労等

を行うことができる機会の創出に取り組ん

でいます。 

○元気な高齢者が、ボランティアや地域の見守

り・支え合いの担い手となり、地域活動を支

えるきっかけや機会づくりに取り組んでい

ます。 

 ●高齢になっても、いつまでも住み慣れた地域

で安心して生活し続けられるよう、住まい・

医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供

する「地域包括ケアシステム」を深化・推進

する必要があります。 

●認知症の方ができる限り住み慣れた地域で

暮らすために、必要な医療や介護、日常生活

における支援が一体的に提供できる体制を

整えることが必要です。 

●高齢者虐待や消費者被害は増加する傾向に

あるため、権利擁護の観点から関係機関との

連携を強化する必要があります。 

 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

地域包括支援センター・在宅介護支援センターの数 箇所 4 4 

老人クラブの会員数 人 3,662 2,682 

敬老事業の実施率 ％ 95.8 95 

キャラバンメイト養成数 人 23 120 

認知症サポーター養成数 人 1,204 4,500 

 
  

後期基本計画
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基本 
３ 心が通う助け合いのまち ②高齢者福祉 

目標 

■目指す姿 

◇「地域包括ケア」の概念が定着し、高齢期の支援体制が整ったまち 

◇高齢者が生きがいをもち、健康で生き生きと暮らせるまち 

■現 状             ■課 題 

○本市の高齢化率は 21.2％（令和２年４月１日

現在）ですが、今後も高齢化が進むとともに、

独居高齢者や高齢者のみの世帯の増加や、要

介護者や認知症高齢者の増加が見込まれる

ため、高齢福祉に関する取組を強化していま

す。 

○高齢者が楽しく学び、心豊かな生活を送るこ

とができるよう、生涯学習、芸術・文化、ス

ポーツ活動等に参加する機会と、それぞれが

持つ知識・経験を活かした地域貢献・就労等

を行うことができる機会の創出に取り組ん

でいます。 

○元気な高齢者が、ボランティアや地域の見守

り・支え合いの担い手となり、地域活動を支

えるきっかけや機会づくりに取り組んでい

ます。 

 ●高齢になっても、いつまでも住み慣れた地域

で安心して生活し続けられるよう、住まい・

医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供

する「地域包括ケアシステム」を深化・推進

する必要があります。 

●認知症の方ができる限り住み慣れた地域で

暮らすために、必要な医療や介護、日常生活

における支援が一体的に提供できる体制を

整えることが必要です。 

●高齢者虐待や消費者被害は増加する傾向に

あるため、権利擁護の観点から関係機関との

連携を強化する必要があります。 

 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

地域包括支援センター・在宅介護支援センターの数 箇所 4 4 

老人クラブの会員数 人 3,662 2,682 

敬老事業の実施率 ％ 95.8 95 

キャラバンメイト養成数 人 23 120 

認知症サポーター養成数 人 1,204 4,500 

 
  

後期基本計画 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムのの推推進進  ○地域包括ケアシステム推進事業

【重】【創】 

○在宅介護支援センター、地域包括

支援センター等の相談体制整備

事業 

○日常生活支援サービスの充実 

○介護人材育成促進事業【重】 

▪ 要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしが

続けられるよう、医療・介護・予防・住まい等のサービスが一

体的に提供される地域包括ケアシステムを推進します。 

▪ 生活支援サービスに関わる団体・NPO・ボランティアを支援し

ネットワーク推進に取り組みます。  

（（２２））高高齢齢者者のの健健康康・・生生ききががいいづづくくりり  

○老人クラブ連合会の運営支援 

○シルバー人材センター活動支援

事業 

▪ 老人クラブ活動の支援を行い、スポーツや文化活動等、高齢者

の生きがいづくりを応援します。 

▪ シルバー人材センターの活動の支援を行い、高齢者の社会参加

と福祉の向上を図ります。  

（（３３））認認知知症症対対策策のの推推進進  

○認知症相談体制整備事業 

○キャラバンメイト養成推進事業 

○認知症サポーター養成事業 

○認知症高齢者等見守り補償事業 

▪ 認知症の早期発見・早期治療に繋げるため、医療機関等と連携

し相談機会の充実を図ります。 

▪ 介護施設、医療機関等と連携しつつ、より身近な場所で認知症

患者やその家族を支援します。 

▪ 認知症サポーターの確保を強化し、認知症の正しい理解と支援

を広めます。 

▪ 認知症高齢者等見守り補償事業を活用し、認知症の方に対する

継続的な見守り体制を構築します。  

（（４４））介介護護予予防防  
○介護予防・日常生活支援総合事業 

○包括的支援・任意事業 

○生活支援体制整備事業 

▪ 介護保険制度の改正により、一部の保険給付が市町村の事業に

移行されたことに伴い、従来から行ってきた介護予防事業を充

実させるとともに、特に国が示す重点項目を更に充実します。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

地域包括支援センター・在宅介護支援センター 箇所 4 4 4 

老人クラブの会員数 人 2,682 2,750 2,800 

敬老事業の実施率 ％ 95 96 97 

キャラバンメイト数 人 120 140 170 

認知症サポーター数 人 4,500 7,000 9,500 

■関連計画  

瑞穂市地域福祉計画    もとす広域連合介護保険事業計画    成年後見制度利用促進計画 

瑞穂市老人福祉計画    瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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基本 
３ 心が通う助け合いのまち ③地域福祉 

目標 

■目指す姿 

◇地域福祉の理念が行き届き、助け合い・支え合いがスムーズに行えるまち 

◇市民一人ひとりの尊厳が保たれ、誰もが尊重された生涯を過ごすことができるまち 

■現 状             ■課 題 

○本市では、行政による「公助」の推進と、「互

助」の役割を担う民生委員・児童委員、自治

会、社会福祉協議会、その他の福祉ボランテ

ィア団体等の多様な担い手による活動、個人

や家族等が担う「自助」による包括的で複層

的な地域福祉活動が進められています。 

○人権が尊重され、虐待防止や権利擁護に対す

る意識が市民一人ひとりに行き届くように

普及啓発に努めるとともに、虐待や権利侵害

に対する相談体制の強化と早期発見・早期対

応の体制づくりを進めています。 

 ●少子高齢化の進展や、産業構造の変化、ライ

フスタイルや価値観の多様化等により、地域

における助け合い・支え合いという相互扶助

機能が弱まっているため、地域の実情に応じ

て様々な福祉課題の解決に向けた取組が求

められます。 

●子ども・子育て家庭の核家族化や、ひとり親

世帯、単身世帯、高齢者のみの世帯が増加傾

向にあることから、地域における日常の見守

り活動やいざという時の支援体制づくりが

求められます。 

●福祉サービスは、行政と市民活動団体、事業

者等の多様な主体が協働・連携して、支援を

必要とする方に提供できる体制を築くこと

が求められています。 

●配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイ

オレンス。以下「ＤＶ」という。）は、被害が

顕在化しにくく、深刻化する傾向があり、被

害者の人権を守るために関係機関との連携、

相談・支援体制の強化が求められます。 

●高齢者の「地域包括ケア」という概念を、障

がい者や子ども・子育て家庭や制度のはざま

に置かれている人等にも広げることにより、

地域住民が全員で支えあう地域共生社会の

実現に向けたしくみづくりが求められてい

ます。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

地域交流の場所づくり数（ふれあいサロンの

実施箇所） 
箇所 30 38 

市ボランティアセンターへの登録者数 人 1,700 1,800 

見守り協力事業所数 箇所 22 31 

  

後期基本計画
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基本 
３ 心が通う助け合いのまち ③地域福祉 

目標 

■目指す姿 

◇地域福祉の理念が行き届き、助け合い・支え合いがスムーズに行えるまち 

◇市民一人ひとりの尊厳が保たれ、誰もが尊重された生涯を過ごすことができるまち 

■現 状             ■課 題 

○本市では、行政による「公助」の推進と、「互

助」の役割を担う民生委員・児童委員、自治

会、社会福祉協議会、その他の福祉ボランテ

ィア団体等の多様な担い手による活動、個人

や家族等が担う「自助」による包括的で複層

的な地域福祉活動が進められています。 

○人権が尊重され、虐待防止や権利擁護に対す

る意識が市民一人ひとりに行き届くように

普及啓発に努めるとともに、虐待や権利侵害

に対する相談体制の強化と早期発見・早期対

応の体制づくりを進めています。 

 ●少子高齢化の進展や、産業構造の変化、ライ

フスタイルや価値観の多様化等により、地域

における助け合い・支え合いという相互扶助

機能が弱まっているため、地域の実情に応じ

て様々な福祉課題の解決に向けた取組が求

められます。 

●子ども・子育て家庭の核家族化や、ひとり親

世帯、単身世帯、高齢者のみの世帯が増加傾

向にあることから、地域における日常の見守

り活動やいざという時の支援体制づくりが

求められます。 

●福祉サービスは、行政と市民活動団体、事業

者等の多様な主体が協働・連携して、支援を

必要とする方に提供できる体制を築くこと

が求められています。 

●配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイ

オレンス。以下「ＤＶ」という。）は、被害が

顕在化しにくく、深刻化する傾向があり、被

害者の人権を守るために関係機関との連携、

相談・支援体制の強化が求められます。 

●高齢者の「地域包括ケア」という概念を、障

がい者や子ども・子育て家庭や制度のはざま

に置かれている人等にも広げることにより、

地域住民が全員で支えあう地域共生社会の

実現に向けたしくみづくりが求められてい

ます。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

地域交流の場所づくり数（ふれあいサロンの

実施箇所） 
箇所 30 38 

市ボランティアセンターへの登録者数 人 1,700 1,800 

見守り協力事業所数 箇所 22 31 

  

後期基本計画 

41 

■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））地地域域でで尊尊重重しし、、支支ええ合合うう意意識識づづくくりりとと担担いい手手づづくくりり  ○ふれあい・いきいきサロン等の

地域での活動への支援事業 

○ボランティアの養成・活動にか

かる支援事業 

○日本赤十字社瑞穂市地区活動事

業 

▪ 地域でお互いを尊重し支え合う意識づくりや、交流の場への参

加を推進します。 

▪ 地域福祉活動コーディネーター等を育成します。 

▪ 市社会福祉協議会や NPO 等、福祉に関わる各種非営利団体活動

を支援します。  

（（２２））見見守守りり体体制制のの強強化化  
○緊急通報システムの活用等、高

齢者や障がい者の緊急通報体制

整備事業 

○民間事業所や各種団体等との連

携による「見守り隊」の活動への

支援事業 

▪ 支援を必要とする人に対する地域での見守り体制の強化や連絡

体制を構築します。  

（（３３））福福祉祉ササーービビススがが利利用用ししややすすいいししくくみみづづくくりり  ○福祉総合相談センター支援事業 

○民生児童委員協議会活動支援事

業 
▪ 支援を必要とする人に福祉サービス情報が行き渡る仕組みを作

るとともに、相談・ 支援体制を充実します。  

（（４４））安安心心ししてて暮暮ららせせるる地地域域づづくくりり  
○人権施策推進指針の策定・施策

実施事業 

○女性相談員の配置、DV 対策・女

性保護事業 

○自殺総合対策事業 

▪ 市民の権利を守り、安心して暮らし続けるための体制を充実し

ます。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

地域交流の場所づくり数（ふれあい・いきい

きサロンの実施箇所） 
箇所 38 45 50 

市ボランティアセンターへの登録者数 人 1,800 2,000 2,200 

見守り協力事業所数 箇所 31 33 35 

■関連計画  

瑞穂市地域福祉計画 もとす広域連合介護保険事業計画 

瑞穂市老人福祉計画 瑞穂市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画（後期計画） 
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基本 
３ 心が通う助け合いのまち ④障がい者福祉 

目標 

■目指す姿 

◇障がいのある人のライフステージに応じた、切れ目のない支援が受けられるまち 

◇障がいのある人もない人も共に暮らしやすいまち 

■現 状             ■課 題 

○身体障がい、療育、精神の各手帳所持者数は、

身体は横ばいであるものの、療育、精神は増

加傾向にあり、人口に占める障がい者の割合

も年々高くなっています。また、手帳所持者

の高齢化や症状の重度化も見られ、特に内部

障害が増える傾向にあります。 

○障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービ

ス」と「地域生活支援事業」と児童福祉法に

基づく「通所・入所サービス」が、障がいの

ある人（児）の状況・状態や程度に応じて受

けられるように、サービスの充実を図ってい

ます。 

○「ふれあいホームみずほ」を運営する等、障

がいのある人が日常生活に必要な訓練を行

うことにより、社会における自立の促進をは

かり社会参加を目指す取組を進めています。 

○発達に支援が必要な子に対し、その年齢や発

達段階や生活の実態に応じて必要な支援を

重層的に提供できるよう、早期発見・早期対

応に努めるとともに、保健、医療、福祉、保

育、教育等の様々な関係機関との連携し、支

援を展開しています。 

 ●介護者の高齢化・死亡後の住居として、グル

ープホーム、介護者が不在時（仕事、慶弔行

事等）の短期入所サービスに関する需要が多

いことから、公設民営、民間参入等により整

備を図る必要があります。 

●障がいや障がいのある人への理解不足によ

る差別や偏見等が依然として見られること

から、障がいのある人もない人も共に暮らし

やすい社会を目指して、差別の解消や合理的

配慮に関する周知・啓発が必要です。 

●地域での生活支援、障がいに関する専門相

談、相談体制の強化等を図るため、地域生活

支援拠点、基幹型相談支援センターの整備が

必要です。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

障害者相談支援事業所数 箇所 3 5 

福祉施設から一般就労への移行等 人 2 5 

ふれあいホームみずほ利用者延べ人数 人 38 260 

グループホーム数 箇所 0 2 

障害者就労施設等からの物品等の優先調達額 万円 70 190 

障害者差別解消法の理解度 ％ - 40 

後期基本計画
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基本 
３ 心が通う助け合いのまち ④障がい者福祉 

目標 

■目指す姿 

◇障がいのある人のライフステージに応じた、切れ目のない支援が受けられるまち 

◇障がいのある人もない人も共に暮らしやすいまち 

■現 状             ■課 題 

○身体障がい、療育、精神の各手帳所持者数は、

身体は横ばいであるものの、療育、精神は増

加傾向にあり、人口に占める障がい者の割合

も年々高くなっています。また、手帳所持者

の高齢化や症状の重度化も見られ、特に内部

障害が増える傾向にあります。 

○障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービ

ス」と「地域生活支援事業」と児童福祉法に

基づく「通所・入所サービス」が、障がいの

ある人（児）の状況・状態や程度に応じて受

けられるように、サービスの充実を図ってい

ます。 

○「ふれあいホームみずほ」を運営する等、障

がいのある人が日常生活に必要な訓練を行

うことにより、社会における自立の促進をは

かり社会参加を目指す取組を進めています。 

○発達に支援が必要な子に対し、その年齢や発

達段階や生活の実態に応じて必要な支援を

重層的に提供できるよう、早期発見・早期対

応に努めるとともに、保健、医療、福祉、保

育、教育等の様々な関係機関との連携し、支

援を展開しています。 

 ●介護者の高齢化・死亡後の住居として、グル

ープホーム、介護者が不在時（仕事、慶弔行

事等）の短期入所サービスに関する需要が多

いことから、公設民営、民間参入等により整

備を図る必要があります。 

●障がいや障がいのある人への理解不足によ

る差別や偏見等が依然として見られること

から、障がいのある人もない人も共に暮らし

やすい社会を目指して、差別の解消や合理的

配慮に関する周知・啓発が必要です。 

●地域での生活支援、障がいに関する専門相

談、相談体制の強化等を図るため、地域生活

支援拠点、基幹型相談支援センターの整備が

必要です。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

障害者相談支援事業所数 箇所 3 5 

福祉施設から一般就労への移行等 人 2 5 

ふれあいホームみずほ利用者延べ人数 人 38 260 

グループホーム数 箇所 0 2 

障害者就労施設等からの物品等の優先調達額 万円 70 190 

障害者差別解消法の理解度 ％ - 40 

後期基本計画 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））暮暮ららししのの基基盤盤づづくくりり  

○基幹相談支援センターの設立 

○障害者自立支援協議会の運営委託 

▪ 障がいのある児童から高齢者までの幅広いニーズに対応で

きるよう一般相談を含めた相談支援体制を整備します。 

▪ 障害者自立支援協議会の継続かつ安定的な運営を図るため、

民間団体等に運営を委託する等検討し、人材の育成を含め、

さらなる活性化を促進します。 

▪ 民間事業者との連携強化による体制を整備します。  

（（２２））自自立立とと社社会会参参加加のの基基盤盤づづくくりり  

○地域生活支援事業 

○福祉活動団体への活動支援事業 

○児童発達支援記録用サポートブッ

クの作成・活用事業 

▪ 障がいのある人が地域のなかで生活していけるための支援

を充実します。 

▪ 障がいのある人が切れ目のない支援を安心して受けること

ができるよう、各種関係機関との連携強化を図ります。 

▪ 障がい者スポーツの振興により、障がいのある人の社会参加

を促進します。  

（（３３））障障ががいい者者ににややささししいいままちちづづくくりり  
○障害者差別解消法の啓発・広報事業 

○障害者差別解消支援地域協議会の

設立等 

▪ 障がいのある人が地域で安心して暮らしやすくなるような

環境を整備します。 

▪ 障がいに対する正しい知識や理解の啓発活動を実施します。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

障害者相談支援事業所数 箇所 5 7 7 

福祉施設から一般就労への移行等 人 5 8 8 

ふれあいホームみずほ利用者延べ人数 人 260 270 300 

グループホーム数 箇所 2 3 3 

障害者就労施設等からの物品等の優先調達額 万円 190 350 500 

障害者差別解消法の理解度 ％ 40 80 85 

■関連計画  

瑞穂市地域福祉計画  瑞穂市障害者計画  瑞穂市障害福祉計画 
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基本 
３ 心が通う助け合いのまち ⑤児童福祉 

目標 

■目指す姿 

◇子どもと子育て家庭の状況に応じて必要な支援が行き届くまち 

◇子どもと子育て家庭が地域コミュニティにも支えられるまち 

■現 状             ■課 題 

○要保護児童対策の協力体制の推進として、毎

月１回、子ども相談センター等の関係機関と

関係課の職員で情報共有を行うことにより、

効率的で横断的な連携支援に努めています。 

○養育支援訪問事業では、関係機関と連携して

養育に問題を抱えた世帯へ訪問することで、

子どもが健やかに成長できる家庭環境を整

えていくような支援をしています。 

○待機児童解消策の一環として、地域型保育施

設や放課後児童クラブの担い手となる人材

育成を実施しています。 

○母子・父子自立支援員を設置し、ひとり親家

庭に対する相談を通じ、各給付金事業の活用

及び就労支援等を行っています。 

 ●児童虐待は、家庭内での発生事案が多く見ら

れており、地域での見守りも必要となってい

ます。今後も、要保護児童対策地域協議会の

開催や必要に応じたケース検討会議による

情報共有、関係各機関との連携強化を図りつ

つ、早期発見・早期対応、児童虐待の発生予

防が求められます。 

●障がい児やひとり親家庭への支援に加え、国

際化の進展に伴う外国につながる子どもへ

の対応等への取組も必要です。 

●児童に関する相談内容は、複雑化・多様化し

ており、一つの窓口だけでは対応できないケ

ースが増えており、なお一層の庁舎内、関係

機関の情報共有、連携した支援が必要となっ

ています。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

要保護児童対策地域協議会研修会 回 1 2 

児童虐待に関する相談や通告が、解決に至っ

た件数 
％ - 90 

子育て支援員養成研修事業（年間開催数） 回 0 1 

支援を要する児へのことばの教室、外国籍児

童への保育所内日本語学習事業（一児童あた

り年間開催数） 

回 0 0 

保育所園児の体力向上事業（前年度事故件数

より 5％減少） 
％ 0 -5 

ひとり親家庭の就業率 ％ 93.9 95 

 
  

後期基本計画
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基本 
３ 心が通う助け合いのまち ⑤児童福祉 

目標 

■目指す姿 

◇子どもと子育て家庭の状況に応じて必要な支援が行き届くまち 

◇子どもと子育て家庭が地域コミュニティにも支えられるまち 

■現 状             ■課 題 

○要保護児童対策の協力体制の推進として、毎

月１回、子ども相談センター等の関係機関と

関係課の職員で情報共有を行うことにより、

効率的で横断的な連携支援に努めています。 

○養育支援訪問事業では、関係機関と連携して

養育に問題を抱えた世帯へ訪問することで、

子どもが健やかに成長できる家庭環境を整

えていくような支援をしています。 

○待機児童解消策の一環として、地域型保育施

設や放課後児童クラブの担い手となる人材

育成を実施しています。 

○母子・父子自立支援員を設置し、ひとり親家

庭に対する相談を通じ、各給付金事業の活用

及び就労支援等を行っています。 

 ●児童虐待は、家庭内での発生事案が多く見ら

れており、地域での見守りも必要となってい

ます。今後も、要保護児童対策地域協議会の

開催や必要に応じたケース検討会議による

情報共有、関係各機関との連携強化を図りつ

つ、早期発見・早期対応、児童虐待の発生予

防が求められます。 

●障がい児やひとり親家庭への支援に加え、国

際化の進展に伴う外国につながる子どもへ

の対応等への取組も必要です。 

●児童に関する相談内容は、複雑化・多様化し

ており、一つの窓口だけでは対応できないケ

ースが増えており、なお一層の庁舎内、関係

機関の情報共有、連携した支援が必要となっ

ています。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

要保護児童対策地域協議会研修会 回 1 2 

児童虐待に関する相談や通告が、解決に至っ

た件数 
％ - 90 

子育て支援員養成研修事業（年間開催数） 回 0 1 

支援を要する児へのことばの教室、外国籍児

童への保育所内日本語学習事業（一児童あた

り年間開催数） 

回 0 0 

保育所園児の体力向上事業（前年度事故件数

より 5％減少） 
％ 0 -5 

ひとり親家庭の就業率 ％ 93.9 95 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））児児童童福福祉祉のの充充実実  

○要保護児童、要支援児童及び特定妊

婦への支援事業 
▪ 虐待防止等に向けた、相談▪ 支援体制を充実します。 

▪ 関係機関との連携・協力の下、妊娠・出産・育児・学童期へ

の切れ目のない支援体制を構築します。 

（（２２））子子育育てて支支援援のの充充実実  

○子育て支援員養成研修事業 

○子育て世代包括支援センター事業

【創】 

▪ 出産前後の子育てに不安や悩みを抱えた保護者が、安心して

子育てのできる仕組みを構築します。 

▪ 子育て世代の保護者が、安心して出産▪ 育児ができるよう支

援します。  

（（３３））「「助助けけ合合いい」」のの理理念念にに基基づづくく地地域域社社会会のの形形成成  ○外国籍児童及び保護者への保育所

内でのことばの支援事業 

○保育所園児の体力向上事業 

○市民ボランティア育成支援 

○地域住民と子育て家庭の交流 

○子育て支援員養成研修事業 

▪ 子どもは地域の宝であるという考えの下、地域の住民が子育

てを見守り助け合える仕組みを構築します。  

（（４４））ひひととりり親親家家庭庭へへのの支支援援のの充充実実  ○ひとり親家庭への就労支援事業

【創】 

○ひとり親家庭等の子どもへの学習

支援及び居場所づくり支援事業

【創】 

▪ 経済的に困窮しやすい、ひとり親家庭に対する経済的な自立

や、安心して子育てできるような環境づくりを支援します。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

要保護児童対策地域協議会研修会 回 2 3 3 

児童虐待に関する相談や通告が、解決に至っ

た件数 
％ 90 100 100 

子育て支援員養成研修事業（年間開催数） 回 1 1 1 

妊娠・出生時相談 ％ 100 100 100 

保育所園児の体力向上事業及び活動（実施回

数） 
回 6 8 10 

ひとり親家庭の就業率 ％ 95 96 98 

■関連計画  

瑞穂市地域福祉計画             瑞穂市健康増進計画 

瑞穂市子ども・子育て支援事業計画 
   

序
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後
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基本 

３ 心が通う助け合いのまち ⑥社会保障 
目標 

■目指す姿 

◇社会保障制度が周知され、必要な人に支援や保障が行き届くまち 

■現 状             ■課 題 

○高齢化の進展等による医療費や介護給付費

の高騰をはじめ、社会保障費は年々増加して

います。 

○介護保険制度について、本市は、本巣市、北

方町とともに「もとす広域連合」を組織し、

保険者の一員として運営に参画しています。 

○生活困窮者等に対して自立の促進を図る「生

活困窮者自立支援事業」を実施しており、本

人の状態に応じた支援を行っています。 

○国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療制

度等の理解を深め、適切な利用につなげると

ともに、広報やホームページ、関係機関窓口

等で各種社会保障制度に対する周知を行っ

ています。 

 ●国民健康保険制度や後期高齢者医療保険制

度における医療給付費や、福祉医療費助成制

度の扶助費も増加傾向にあることから、今後

も健康づくりへの啓発等により医療費の適

正化に努め、給付と負担のバランスを図りつ

つ、制度の持続可能性を確保していく必要が

あります。 

●生活保護受給者は、経済的な問題だけではな

く、受給理由が多様化し自らでは解決困難な

複合的な問題を抱える世帯が増えているこ

とから、個々のケースに対応できる支援体制

づくりが求められます。 

●生活困窮者、生活保護受給者の中で、就労へ

の意欲、技能等の不足、生活習慣等の乱れ等

から就労に繋がらないケースがあるため、

個々の状況に応じたきめ細かな、伴走型の就

労支援が求められています。 
 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

自立支援相談者数 件 59 110 

生活困窮者（70 歳未満）の就労相談から就労

に結びついた割合 
％ 60 64 

就労支援事業に参加した生活保護受給者の就

労に結びついた割合 
％ 44 45 

特定健診受診率の向上 ％ 46.2 46.7 

適正受診啓発による国民健康保険被保険者の

医療費上昇抑制 
億円 33.1 30.1 

国民健康保険税収納率（現年度） ％ 91.27 92.54 

介護サービスの標準給付費 

（もとす広域連合介護保険事業計画より） 
億円 63 60 

  

後期基本計画
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基本 

３ 心が通う助け合いのまち ⑥社会保障 
目標 

■目指す姿 

◇社会保障制度が周知され、必要な人に支援や保障が行き届くまち 

■現 状             ■課 題 

○高齢化の進展等による医療費や介護給付費

の高騰をはじめ、社会保障費は年々増加して

います。 

○介護保険制度について、本市は、本巣市、北

方町とともに「もとす広域連合」を組織し、

保険者の一員として運営に参画しています。 

○生活困窮者等に対して自立の促進を図る「生

活困窮者自立支援事業」を実施しており、本

人の状態に応じた支援を行っています。 

○国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療制

度等の理解を深め、適切な利用につなげると

ともに、広報やホームページ、関係機関窓口

等で各種社会保障制度に対する周知を行っ

ています。 

 ●国民健康保険制度や後期高齢者医療保険制

度における医療給付費や、福祉医療費助成制

度の扶助費も増加傾向にあることから、今後

も健康づくりへの啓発等により医療費の適

正化に努め、給付と負担のバランスを図りつ

つ、制度の持続可能性を確保していく必要が

あります。 

●生活保護受給者は、経済的な問題だけではな

く、受給理由が多様化し自らでは解決困難な

複合的な問題を抱える世帯が増えているこ

とから、個々のケースに対応できる支援体制

づくりが求められます。 

●生活困窮者、生活保護受給者の中で、就労へ

の意欲、技能等の不足、生活習慣等の乱れ等

から就労に繋がらないケースがあるため、

個々の状況に応じたきめ細かな、伴走型の就

労支援が求められています。 
 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

自立支援相談者数 件 59 110 

生活困窮者（70 歳未満）の就労相談から就労

に結びついた割合 
％ 60 64 

就労支援事業に参加した生活保護受給者の就

労に結びついた割合 
％ 44 45 

特定健診受診率の向上 ％ 46.2 46.7 

適正受診啓発による国民健康保険被保険者の

医療費上昇抑制 
億円 33.1 30.1 

国民健康保険税収納率（現年度） ％ 91.27 92.54 

介護サービスの標準給付費 

（もとす広域連合介護保険事業計画より） 
億円 63 60 

  

後期基本計画
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■施策の方向性

施策の内容 主な事業

（１）生活困窮者自立支援施策の充実 ○自立相談支援事業

○就労活動支援事業

○住居確保給付金

○生活困窮者自立支援任意事業

▪ 複合的な課題を抱える世帯や各種支援制度の谷間にある支援

を必要とする人への包括的でより専門的な相談支援体制の構

築及び支援事業を充実します。

（２）セーフティネット機能の維持

○被保護者就労支援事業

○自立支援プログラム事業
▪ 生活保護制度を継続的かつ適正に運用します。

▪ 個々のケースに対応した自立のために必要な助言・指導・支援

を実施します。

（３）国民健康保険、後期高齢者医療保険の適正な運営
○特定健診・すこやか健診

○特定歯科健診・さわやか口腔健診

○特定健診受診者を対象にした料理

教室

○人間ドック・脳ドック助成事業

○保険税収納率の向上対策

▪ 各種健診等、健康増進事業に取り組むことで、疾病を予防し、

医療給付費の抑制を図ります。

▪ 適正な保険税の賦課・徴収に努めるとともに、被保険者の状況

に応じた適切な納付相談を実施します。

（４）福祉医療費助成制度の充実
○乳幼児等医療費助成事業

○重度心身障害者(児)医療費助成事業

○母子家庭等医療費助成事業

○父子家庭医療費助成事業

▪ 受給者の増減、社会情勢や財政状況に適合した適正な受診等の

啓発を行いながら、制度の充実に努めます。

（５）介護保険の適正な運営

○介護予防・日常生活支援総合事業

○包括的支援・任意事業

○生活支援体制整備事業

▪ 介護予防・日常生活支援等に取り組み、要介護者となる以前の

予防や、介護給付費の増加抑制を図ります。

▪ 保険料の徴収に努めるとともに、被保険者の状況に応じた適切

な納付相談を実施します。

■今後の目標指標

指標 単位 現状値
(後期計画策定時)

５年後
R7(2025)

10 年後
R12(2030)

自立支援相談者数 件 110 130 150

生活困窮者（70 歳未満）の就労相談から就労に
結びついた割合

％ 64 65 70

就労支援事業に参加した生活保護受給者の就
労に結びついた割合

％ 45 50 60

特定健診受診率の向上 ％ 46.7 60 60

適正受診啓発による国民健康保険被保険者の
医療費上昇抑制

億円 30.1 30 30

国民健康保険税収納率（現年度） ％ 92.54 94 95

介護サービスの標準給付費 億円 60 70 70

地域支え合い推進会議（第２層協議体）の設置 4 7 7

■関連計画

瑞穂市地域福祉計画 もとす広域連合介護保険事業計画
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基本 

３ 心が通う助け合いのまち ⑦医療・健康 
目標 

■目指す姿 

◇市民自身が健康を自己管理し、活き活きと生涯を過ごせるまち 

■現 状             ■課 題 

○「健康みずほ 21（瑞穂市健康増進計画）」に

基づき、市民が健康を自己管理し保持増進に

努められるよう、運動・食事・喫煙・飲酒等

に関する適正な習慣と、健（検）診の受診や

生活習慣病予防対策の推進、こころの健康づ

くりや健康意識の向上により、健康の保持増

進と適切な医療機関への受診等につなげる

とともに、医療と健康に関する普及啓発に努

めています。 

 

 ●市民一人ひとりが健康で活き活きと生涯を

過ごし健康寿命を延伸できるよう、若い頃か

らの定期的な健（検）診受診や日常生活にお

ける健康意識の向上に取り組む必要があり

ます。 

●かかりつけ医・歯科医等の普及啓発や救急医

療体制の整備、「病診連携システム」を利用し

た広域での医療受診体制の整備等により、医

療の効率的かつ適正な提供を図る必要があ

ります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

特定保健指導率 ％ 26.9 77.1 

メタボリックシンドローム該当者（割合） ％ 15.9 19.0 

若年層健康診査受診者数 人 474 768 

特定健康診査受診率 ％ 46.2 46.7 

小児一次救急体制の拡充 時間 
準夜帯 

(19:30～23:00) 
準･深夜帯 

日常的に運動に親しむ市民（割合） ％ 29.8 50 

 
  

後期基本計画



 
 

48 

 
基本 

３ 心が通う助け合いのまち ⑦医療・健康 
目標 

■目指す姿 

◇市民自身が健康を自己管理し、活き活きと生涯を過ごせるまち 

■現 状             ■課 題 

○「健康みずほ 21（瑞穂市健康増進計画）」に

基づき、市民が健康を自己管理し保持増進に

努められるよう、運動・食事・喫煙・飲酒等

に関する適正な習慣と、健（検）診の受診や

生活習慣病予防対策の推進、こころの健康づ

くりや健康意識の向上により、健康の保持増

進と適切な医療機関への受診等につなげる

とともに、医療と健康に関する普及啓発に努

めています。 

 

 ●市民一人ひとりが健康で活き活きと生涯を

過ごし健康寿命を延伸できるよう、若い頃か

らの定期的な健（検）診受診や日常生活にお

ける健康意識の向上に取り組む必要があり

ます。 

●かかりつけ医・歯科医等の普及啓発や救急医

療体制の整備、「病診連携システム」を利用し

た広域での医療受診体制の整備等により、医

療の効率的かつ適正な提供を図る必要があ

ります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

特定保健指導率 ％ 26.9 77.1 

メタボリックシンドローム該当者（割合） ％ 15.9 19.0 

若年層健康診査受診者数 人 474 768 

特定健康診査受診率 ％ 46.2 46.7 

小児一次救急体制の拡充 時間 
準夜帯 

(19:30～23:00) 
準･深夜帯 

日常的に運動に親しむ市民（割合） ％ 29.8 50 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））生生活活習習慣慣病病予予防防対対策策のの推推進進  
○特定保健指導の充実 

○生活習慣病重症化予防対策事業 

○糖尿病性腎症重症化予防事業 

▪ 生活習慣病を予防して、健康寿命の延伸を図ります。  

（（２２））健健((検検))診診体体制制のの充充実実とと医医療療費費適適正正化化のの推推進進  
○若年層健康診査の実施【重】【創】 

○特定健康診査、特定歯科健診、人

間ドック助成事業、すこやか健

診の実施、脳ドック助成事業

【創】 

○がん検診事業 

▪ 若い年齢からの健康診査を実施し、生活習慣病を予防する生活

改善を支援します。 

▪ がんを早期に発見し、早期に治療を開始できる体制を整備しま

す。  

（（３３））地地域域医医療療体体制制のの充充実実  

○病診連携システムの構築【創】 

○救急医療体制の強化【創】 
▪ 「かかりつけ医・歯科医・薬局」を推進し、病状に応じて適正な

医療が安心して受けられる体制を構築します。  

（（４４））地地域域ににおおけけるる健健康康づづくくりり活活動動のの推推進進  ○運動教室、栄養教室、健康教室 

○食生活改善等の自主活動への支

援 

○健康ウォーキングの普及 

○こころの健康相談事業 

▪ 運動習慣の普及啓発のための教室を開催します。 

▪ 健康づくりを育む食習慣の定着化を図ります。 

▪ 健康づくりを目的とした地域活動を支援します。 

▪ こころの健康づくり対策を推進します。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

特定保健指導の終了者（割合） ％ 77 78 79 

メタボリックシンドローム該当者（割合） ％ 19 15 13 

糖尿病未治療者の医療機関受診率 ％ 44 47 50 

若年層健康診査受診者数 人 768 800 1,000 

特定健康診査受診率 ％ 47 60 60 

小児一次救急体制の拡充 時間 準･深夜帯 準･深夜帯 準･深夜帯 

日常的に運動に親しむ市民（割合） ％ 50 60 60 

■関連計画  

瑞穂市健康増進計画 

瑞穂市国民健康保険特定健康診査等実施計画 

瑞穂市国民健康保健事業実施計画（データヘルス計画） 
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基本 
３ 心が通う助け合いのまち ⑧人権・平和 

目標 

■目指す姿 

◇あらゆる方の人権が尊重され、お互い認め合える心やさしいまち 

■現 状             ■課 題 

○人権とは、私たちが幸せに生きるための権利

であり、人種や民族、性別等に関わらず一人

ひとりに備わった権利です。本市では、高齢

者、障がい者、労働者、子ども、外国人等、

あらゆる立場の方に関する人権の普及啓発

と人権教育、部落差別の解消、男女共同参画

社会、虐待防止等、人権に関する様々な取組

を進めています。 

○広報やホームページ、街頭での啓発活動や講

演会等の差別の解消に関する取組、家庭や職

場等における男女共同参画の推進等により、

人権の正しい理解を広め、あらゆる立場の方

の人権の尊重につなげています。 

 ●少子高齢化の進行や、産業構造の変化、ライ

フスタイルや価値観が多様化する中、市民一

人ひとりが輝くまちを実現するためには、家

庭や職場、地域等あらゆる場面で人権が尊重

され、お互いに助け合い、支え合い、その個

性や能力が十分発揮される差別のないまち

づくりが必要です。 

●戦後 75 年が経過し、戦争を体験した世代が

減少する中、戦争の惨禍と平和の尊さを次世

代に伝える取組を継続する必要があります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

人権講演会参加者 人 550 350 

■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））基基本本的的人人権権をを尊尊重重しし支支ええ合合うう意意識識づづくくりりとと担担いい手手

づづくくりり  ○人権施策推進指針の策定・更新・施

策実施事業 

○人権講演会の開催 
▪ 人権尊重の視点があらゆる施策に反映される総合行政を推

進します。  

（（２２））相相談談体体制制のの充充実実  

○女性相談員の配置、DV 対策・女性保

護事業 
▪ 支援を必要とする人が適切な支援を受けられるよう、様々な

相談窓口や相談方法を設け相談体制を充実します。  

（（３３））高高齢齢者者ににややささししいいままちちづづくくりり  
○高齢者・要介護者の権利擁護(成年

後見制度等)事業 

○介護者の相談支援事業 

▪ 高齢者が安心して暮らせる地域づくりを促進します。  

後期基本計画
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基本 
３ 心が通う助け合いのまち ⑧人権・平和 

目標 

■目指す姿 

◇あらゆる方の人権が尊重され、お互い認め合える心やさしいまち 

■現 状             ■課 題 

○人権とは、私たちが幸せに生きるための権利

であり、人種や民族、性別等に関わらず一人

ひとりに備わった権利です。本市では、高齢

者、障がい者、労働者、子ども、外国人等、

あらゆる立場の方に関する人権の普及啓発

と人権教育、部落差別の解消、男女共同参画

社会、虐待防止等、人権に関する様々な取組

を進めています。 

○広報やホームページ、街頭での啓発活動や講

演会等の差別の解消に関する取組、家庭や職

場等における男女共同参画の推進等により、

人権の正しい理解を広め、あらゆる立場の方

の人権の尊重につなげています。 

 ●少子高齢化の進行や、産業構造の変化、ライ

フスタイルや価値観が多様化する中、市民一

人ひとりが輝くまちを実現するためには、家

庭や職場、地域等あらゆる場面で人権が尊重

され、お互いに助け合い、支え合い、その個

性や能力が十分発揮される差別のないまち

づくりが必要です。 

●戦後 75 年が経過し、戦争を体験した世代が

減少する中、戦争の惨禍と平和の尊さを次世

代に伝える取組を継続する必要があります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

人権講演会参加者 人 550 350 

■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））基基本本的的人人権権をを尊尊重重しし支支ええ合合うう意意識識づづくくりりとと担担いい手手

づづくくりり  ○人権施策推進指針の策定・更新・施

策実施事業 

○人権講演会の開催 
▪ 人権尊重の視点があらゆる施策に反映される総合行政を推

進します。  

（（２２））相相談談体体制制のの充充実実  

○女性相談員の配置、DV 対策・女性保

護事業 
▪ 支援を必要とする人が適切な支援を受けられるよう、様々な

相談窓口や相談方法を設け相談体制を充実します。  

（（３３））高高齢齢者者ににややささししいいままちちづづくくりり  
○高齢者・要介護者の権利擁護(成年

後見制度等)事業 

○介護者の相談支援事業 

▪ 高齢者が安心して暮らせる地域づくりを促進します。  

後期基本計画 
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（（４４））障障ががいい者者ににややささししいいままちちづづくくりり((再再掲掲))  
○障害者差別解消法の啓発・広報事業

等 

○差別を解消するための地域連携 

▪ 障がいのある人が、地域で安心して暮らしやすい福祉環境を

整備します。  

（（５５））多多文文化化共共生生  

○多文化共生推進事業 

○ボランティア養成(支援)事業 

▪ 多言語による情報発信等により外国籍市民が安心して暮ら

せる環境を整備します。 

▪ ボランティアの拡充により日本語の学習や習慣、文化の相互

理解を図る機会を設け外国籍市民の社会参加を促進します。  

（（６６））すすべべててのの子子どどもものの健健全全育育成成  

○いじめの根絶等人権教育推進事業 

○子どもいじめ相談ポスト設置事業 
▪ 子どもの健全育成といじめ根絶等の取組による人権教育を

推進します。  

（（７７））児児童童福福祉祉・・子子育育てて支支援援のの充充実実((再再掲掲))  

○要保護児童、要支援児童及び特定妊

婦への支援 

○妊婦･出産直後の家事育児支援サー

ビス 

▪ 虐待防止等に向けた相談・支援体制を充実します。 

▪ 児童虐待に陥りやすい乳児を抱えた保護者が、安心して子育

てのできる仕組みを構築します。 

▪ 子育て世代の保護者が、安心して出産・育児ができるよう支

援します。  

（（８８））男男女女共共同同参参画画のの推推進進  

○男女共同参画基本計画推進事業 

○男女共同参画都市宣言 
▪ 個人として尊重され、性別による差別的取り扱いを受けるこ

となく個性と能力が発揮できる環境を整備します。 

（（９９））非非核核・・平平和和都都市市宣宣言言  
○非核・平和推進事業 

○ピースメッセンジャー事業（平成28

年度事業完了） 

▪ 日本国憲法の理念に基づきすべての核兵器の廃絶と軍備の

縮小を全世界に訴えるとともに、市民の平和に対する意識を

高めます。  

（（1100））遺遺族族援援護護  

○遺族会連合会活動支援事業 

○戦没者遺族への弔慰金支給事業 
▪ 戦争で亡くなられた方の慰霊、遺族への弔慰を行うととも

に、平和日本の建設と平和の理念を次世代へ継承します。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

人権講演会参加者 人 350 370 400 

■関連計画  

瑞穂市地域福祉計画  瑞穂市老人福祉計画  瑞穂市障害者計画  瑞穂市障害福祉計画 

瑞穂市男女共同参画基本計画  非核・平和都市宣言  瑞穂市子ども子育て支援事業計画 

瑞穂市健康増進計画   
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基本 
４ 夢あふれ希望に満ちたまち ①子育て支援 

目標 

■目指す姿 

◇子ども一人ひとりの個性を認め、心豊かに成長できるまち 

◇保護者が子育ての喜びを感じられるまち 

■現 状             ■課 題 

○国において、令和元年 10 月から幼児教育・

保育の無償化が開始される等、子育て家庭へ

の支援が充実してきています。 

○市内には１か所の市立幼稚園、８か所の市立

保育所、１か所の私立保育所、２か所の私立

認定こども園、３か所の私立小規模保育施設

があり、各園でそれぞれ特色ある幼児教育・

保育事業が実施されています。 

○本市でも、核家族や共働き世帯、ひとり親世

帯等家庭環境の多様化や育児力の脆弱さが

みられるなか、保護者が安心して就労すると

同時に子育てを楽しめる環境づくりのため

に、子どもの預かり先に関する施策・事業に

力を入れています。 

 ●近年の少子化の進行に加え、共働き世帯や核

家族の増加に伴い、家庭や地域における子育

てをめぐる環境は厳しさを増す一方で、子育

て家庭への支援を一層強化することが求め

られる現状となっています。今後は、子育て

や暮らしのあり方が多様化していく中で、保

護者の状況や願いに寄り添った子育て支援

が求められます。 

●病気や障がい、経済的理由、ひとり親等の家

庭環境等から十分に子どもの養育ができず、

社会的支援を必要とする家庭が増えている

ため、公助の視点から相談支援や自立支援、

経済的支援等の施策の展開が求められます。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

子どもの預かり施設の拡充、体制整備事業 人 2,018 2,510 

潜在保育士就業促進事業（年間２人以上：累計） 人 1 11 

病児保育事業（開設箇所：累計） 箇所 0 0 

放課後子ども総合プラン事業（７校区：累計） 箇所 0 0 

 
  

後期基本計画
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基本 
４ 夢あふれ希望に満ちたまち ①子育て支援 

目標 

■目指す姿 

◇子ども一人ひとりの個性を認め、心豊かに成長できるまち 

◇保護者が子育ての喜びを感じられるまち 

■現 状             ■課 題 

○国において、令和元年 10 月から幼児教育・

保育の無償化が開始される等、子育て家庭へ

の支援が充実してきています。 

○市内には１か所の市立幼稚園、８か所の市立

保育所、１か所の私立保育所、２か所の私立

認定こども園、３か所の私立小規模保育施設

があり、各園でそれぞれ特色ある幼児教育・

保育事業が実施されています。 

○本市でも、核家族や共働き世帯、ひとり親世

帯等家庭環境の多様化や育児力の脆弱さが

みられるなか、保護者が安心して就労すると

同時に子育てを楽しめる環境づくりのため

に、子どもの預かり先に関する施策・事業に

力を入れています。 

 ●近年の少子化の進行に加え、共働き世帯や核

家族の増加に伴い、家庭や地域における子育

てをめぐる環境は厳しさを増す一方で、子育

て家庭への支援を一層強化することが求め

られる現状となっています。今後は、子育て

や暮らしのあり方が多様化していく中で、保

護者の状況や願いに寄り添った子育て支援

が求められます。 

●病気や障がい、経済的理由、ひとり親等の家

庭環境等から十分に子どもの養育ができず、

社会的支援を必要とする家庭が増えている

ため、公助の視点から相談支援や自立支援、

経済的支援等の施策の展開が求められます。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

子どもの預かり施設の拡充、体制整備事業 人 2,018 2,510 

潜在保育士就業促進事業（年間２人以上：累計） 人 1 11 

病児保育事業（開設箇所：累計） 箇所 0 0 

放課後子ども総合プラン事業（７校区：累計） 箇所 0 0 

 
  

後期基本計画 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））預預かかりり施施設設のの拡拡充充、、体体制制整整備備  

○子ども預かり施設の拡充、体制

整備事業【重】 

○潜在保育士就業促進事業【重】 

○待機児童対策施設整備事業 

○保育施設大規模改修事業 

▪ 保育所、幼稚園、放課後児童クラブにおける保育士、指導員等を

確保し、受け入れ体制を整備します。 

▪ 子どもが健全に養育される質の高い幼児教育・保育環境、保育サ

ービスの提供等、子育てと仕事の調和のとれた環境づくりを促

進します。 

▪ 老朽化した保育施設の建替、保全改修等を推進します。 

▪ 保育所、幼稚園、放課後児童クラブの受け入れ体制を充実させま

す。  

（（２２））子子育育てて支支援援ササーービビススのの充充実実  
○放課後児童健全育成事業【創】 

○子育て短期支援事業 

○地域子育て支援拠点事業 

○一時預かり事業 

○病児・病後児保育事業（委託含

む）【創】 

○ファミリー・サポート・センター

事業 

○利用者支援事業 

○子育て支援サイトの拡充事業

【創】 

▪ 地域子ども・子育て支援事業及び子育て支援にかかる情報発信

の充実を図ります。 

▪ 短期の子育て支援策に関する施設の確保を図ります。 

▪ 保育所における一時預かり事業の実施や、ファミリー・サポー

ト・センターでの受け入れも検討します。 

▪ 病児保育について、もとす医師会との協議や、医師や近隣自治体

等と連携した病児・病後児保育施設の確保に努めます。  

（（３３））子子どどもものの居居場場所所づづくくりり  
○放課後子ども総合プラン事業

【創】 ▪ 放課後児童クラブとの併設や、付近において放課後児童教室を

設置します。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

子どもの預かり施設の拡充、体制整備事業 人 2,510 2,955 3,030 

潜在保育士就業促進事業（年間２人以上：累

計） 
人 11 16 21 

病児・病後児保育事業（広域利用ができる実

施施設：累計） 
箇所 11 12 13 

放課後子ども総合プラン事業（７校区：累計） 箇所 0 1 2 

■関連計画  

瑞穂市子ども・子育て支援事業計画      瑞穂市公共施設等総合管理計画 
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基本 
４ 夢あふれ希望に満ちたまち ②学校教育 

目標 

■目指す姿 

◇自ら学び、自ら考え、行動できる力を身につけられる教育環境が整ったまち 

◇社会のグローバル化にも対応できる質の高い教育が受けられるまち 

◇地域でも教育施設でも安全・安心が行き届いたまち 

■現 状             ■課 題 

○国においては、児童生徒の確かな学力、豊か

な心、健やかな体の知・徳・体のバランスを

重視した「生きる力」の育成を目指して、新

しい学習指導要領を小学校は 2020年度から、

中学校は 2021 年度からスタートします。 

○県においては、「岐阜県教育振興基本計画（第

３次教育ビジョン）」にて、「ふるさと教育の

充実」及び「ICT の環境整備と利活用の推進」

を重点として、「これからの時代に求められ

る資質・能力の育成」、「ICT を活用した学習

活動の充実」、「豊かな人間性を育む教育の推

進」、「人権教育の推進」、「優れた教職員の確

保と資質・能力の向上」等の目標が示されて

います。 

○本市においても、国の学習指導要領や県の計

画を踏まえ、児童生徒の学習状況や教育ニー

ズに応じた指導により、確かな学力を育成す

るとともに、児童生徒の安全・安心の確保、

いじめや不登校の未然防止の取組、地域や保

護者と協働した学校づくり・地域づくりを進

め、信頼ある学校運営を行います。 

 ●保育所・幼稚園・小学校・中学校と子どもの

発達に応じた支援を充実するとともに、学力

向上や特色ある教育を実現するため、教職員

の資質の向上が求められます。 

●特別支援教育をはじめ、全ての子どもの自立

と社会参加を促すため、就学前から卒業後も

見据えた教育を展開する必要があります。 

●安全・安心で快適な教育環境の整備と、学校

施設の老朽化に伴う施設の長寿命化を進め

る必要があります。 

 

 

  

後期基本計画
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基本 
４ 夢あふれ希望に満ちたまち ②学校教育 

目標 

■目指す姿 

◇自ら学び、自ら考え、行動できる力を身につけられる教育環境が整ったまち 

◇社会のグローバル化にも対応できる質の高い教育が受けられるまち 

◇地域でも教育施設でも安全・安心が行き届いたまち 

■現 状             ■課 題 

○国においては、児童生徒の確かな学力、豊か

な心、健やかな体の知・徳・体のバランスを

重視した「生きる力」の育成を目指して、新

しい学習指導要領を小学校は 2020年度から、

中学校は 2021 年度からスタートします。 

○県においては、「岐阜県教育振興基本計画（第

３次教育ビジョン）」にて、「ふるさと教育の

充実」及び「ICT の環境整備と利活用の推進」

を重点として、「これからの時代に求められ

る資質・能力の育成」、「ICT を活用した学習

活動の充実」、「豊かな人間性を育む教育の推

進」、「人権教育の推進」、「優れた教職員の確

保と資質・能力の向上」等の目標が示されて

います。 

○本市においても、国の学習指導要領や県の計

画を踏まえ、児童生徒の学習状況や教育ニー

ズに応じた指導により、確かな学力を育成す

るとともに、児童生徒の安全・安心の確保、

いじめや不登校の未然防止の取組、地域や保

護者と協働した学校づくり・地域づくりを進

め、信頼ある学校運営を行います。 

 ●保育所・幼稚園・小学校・中学校と子どもの

発達に応じた支援を充実するとともに、学力

向上や特色ある教育を実現するため、教職員

の資質の向上が求められます。 

●特別支援教育をはじめ、全ての子どもの自立

と社会参加を促すため、就学前から卒業後も

見据えた教育を展開する必要があります。 

●安全・安心で快適な教育環境の整備と、学校

施設の老朽化に伴う施設の長寿命化を進め

る必要があります。 
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■前期計画中の達成状況

指標 単位 前期計画策定時
R1(2019)

実績値

【全国学力テスト（質問紙調査）】

学校に行くのが楽しいと思える児童生徒の割合

(当てはまる＋どちらかというと当てはまる)

％
小６ 84.7

中３ 77.8

小６ 85.2

中３ 78.8

【全国学力テスト（質問紙調査）】

授業内容がよく分かると思える児童生徒の割合

(当てはまる＋どちらかというと当てはまる)

％
小６ 86.0

中３ 66.0

小６ 84.0

中３ 77.8

学校教育における情報媒体機器の整備

(タブレット型端末機・電子黒板等)
台

タブレット端末
(小) 0

(中)各校 7
(特支学級) 0

電子黒板
(小)各校 1

(中)各校 1

タブレット端末
(小)各校 40

(中)各校 7
(特支学級) 41

電子黒板
(小)各学級 1

(中)各学級 1

■施策の方向性

施策の内容 主な事業

（１）安全・安心な学校づくりの推進

○いじめ未然防止教育推進事業【重】

▪ すべての児童生徒が、安心して楽しい学校生活が送れるよう、

いのちを守る防災教育を推進します。

▪ いじめ等の未然防止の取組を推進します。

▪ 不登校の未然防止、教育相談の充実等による学校支援体制を一

層充実します。

（２）特色ある学校づくりの推進

○特色ある学校づくりの推進事業

○コミュニティ・スクール推進事業

▪ 地域の特色や伝統等を生かした各学校の特色ある教育活動を

推進します。

▪ 学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運

営に意見を反映させることで、協働しながら子どもたちの豊か

な成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進めるコミュ

ニティ・スクールの仕組みを構築します。

（３）多様なニーズに対応した教育の推進

○特別支援教育推進事業

○外国人児童生徒支援事業

▪ 多様なニーズのある児童生徒に対して、そのニーズを早期に発

見し、切れ目のない教育体制の充実を図ります。

▪ 発達障がい等のある児童生徒の教育的ニーズに応じた支援の

充実を図る特別支援教育を推進します。

▪ 多文化共生社会を目指し、日本語指導が必要な外国人児童生徒

に対する支援体制を一層充実します。

（４）確かな学力を育成する教育の推進

○学力向上推進事業【重】【創】▪ 児童生徒の「生きる力」の基盤となる、基礎的・基本的な知識

及び技能の習得と、思考力・判断力・表現力等の育成、主体的

に学習に取り組む態度の 涵養
かんよう

を目指す教育を充実します。
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（（５５））ググロローーババルル化化対対応応教教育育のの推推進進  

○英語教育推進事業【重】【創】 

○ICT 教育推進事業【重】【創】 

▪ 英語力や ICT 活用能力等、児童生徒がこれからのグローバル社

会に対応し、たくましく生き抜く力を育む教育を一層充実しま

す。  

（（６６））教教職職員員のの指指導導力力向向上上のの取取組組のの充充実実  

○教員研修事業【重】 

○教職員の勤務環境の改善事業 

▪ 教職員の勤務環境の改善を図るとともに、若手教員をはじめと

する研修事業や相談事業等を推進することにより、教職員の資

質向上を図り、教育指導体制を一層充実します。  

（（７７））安安全全・・安安心心でで快快適適なな教教育育環環境境のの整整備備  

○小中学校等施設整備事業 

○穂積中学校グラウンド整備事業 
▪ 児童生徒の教育環境及び生活空間としての施設整備を推進し

ます。  

（（８８））学学校校施施設設のの長長寿寿命命化化  
○小中学校等施設整備事業 

○学校施設大規模改修事業 
▪ 老朽化した学校施設の大規模改修による長寿命化を推進しま

す。  

 

■今後の目標指標 

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

各学校で心のアンケート及び子ど

も全員との教育相談を年間３回以

上実施する。 

％ － 毎年 100 毎年 100 

【全国学力・学習状況調査（質問

紙調査）】 

授業内容がよく分かると思える児童

生徒の割合 

(当てはまる＋どちらかというと当て

はまる) 

％ 
小６ 84.0 

中３ 77.8 

小６ 87 

中３ 80 

小６ 87 

中３ 80 

ICT 機器活用の教育的効果を検証する

ための調査（文部科学省） 

授業（課題提示、意見や考え方の共有

等の場面）で自信をもって ICT 機器を

活用して指導できる教職員の割合 

％ － 100 100 

■関連計画  

瑞穂市教育の方針と重点      瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

瑞穂市公共施設等総合管理計画 
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（（５５））ググロローーババルル化化対対応応教教育育のの推推進進  

○英語教育推進事業【重】【創】 

○ICT 教育推進事業【重】【創】 

▪ 英語力や ICT 活用能力等、児童生徒がこれからのグローバル社

会に対応し、たくましく生き抜く力を育む教育を一層充実しま

す。  

（（６６））教教職職員員のの指指導導力力向向上上のの取取組組のの充充実実  

○教員研修事業【重】 

○教職員の勤務環境の改善事業 

▪ 教職員の勤務環境の改善を図るとともに、若手教員をはじめと

する研修事業や相談事業等を推進することにより、教職員の資

質向上を図り、教育指導体制を一層充実します。  

（（７７））安安全全・・安安心心でで快快適適なな教教育育環環境境のの整整備備  

○小中学校等施設整備事業 

○穂積中学校グラウンド整備事業 
▪ 児童生徒の教育環境及び生活空間としての施設整備を推進し

ます。  

（（８８））学学校校施施設設のの長長寿寿命命化化  
○小中学校等施設整備事業 

○学校施設大規模改修事業 
▪ 老朽化した学校施設の大規模改修による長寿命化を推進しま

す。  

 

■今後の目標指標 

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

各学校で心のアンケート及び子ど

も全員との教育相談を年間３回以

上実施する。 

％ － 毎年 100 毎年 100 

【全国学力・学習状況調査（質問

紙調査）】 

授業内容がよく分かると思える児童

生徒の割合 

(当てはまる＋どちらかというと当て

はまる) 

％ 
小６ 84.0 

中３ 77.8 

小６ 87 

中３ 80 

小６ 87 

中３ 80 

ICT 機器活用の教育的効果を検証する

ための調査（文部科学省） 

授業（課題提示、意見や考え方の共有

等の場面）で自信をもって ICT 機器を

活用して指導できる教職員の割合 

％ － 100 100 

■関連計画  

瑞穂市教育の方針と重点      瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

瑞穂市公共施設等総合管理計画 
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基本 
４ 夢あふれ希望に満ちたまち ③生涯学習・地域文化 

目標 

■目指す姿 

◇スポーツ・歴史・文化により交流・ふれあいの機会が高まり、地域の結びつきが強いまち 

◇生涯学習が充実し、習得した技能を地域社会に還元できるまち 

■現 状             ■課 題 

○市内の自然、歴史、文化、芸術の多様性を最

大限に活かしながら、市民一人ひとりが学

び・スポーツ・交流等、あらゆる機会を通し

て自己の人格を磨き、豊かな人生を実現する

生涯学習を推進しています。 

○生涯学習に関して求められる期待や役割が、

自己の知識を高めるだけの学習から、学んだ

知識をまちづくりに繋げる学習へと変化し

ています。 

○ライフスタイルや価値観の多様化、地域や近

隣とのつながりの希薄化に伴い、歴史や文化

資源への関心が薄れつつあり、後継者不足が

顕著になってきています。 

 

 ●生涯学習活動の推進のために、個性と能力を

伸ばせるよう、一人ひとりが自発的な活動を

進められる環境づくりと、学んだ成果を日常

生活や地域社会に還元する仕組みが必要で

す。 

●生涯スポーツは、ライフスタイルや年齢、体

力、運動技能、身体能力、興味等に応じて、

スポーツのもつ多くの意義と役割を暮らし

の中に取り入れることが大切です。多目的広

場の整備をはじめ、市民の誰もが、いつでも、

どこでも楽しみ、満足感や充実感を得られる

ようなスポーツや運動に取り組むことがで

きる環境づくりに努める必要があります。 

●歴史や文化財等が本市の宝であることを市

民へ啓発するとともに、誰もが文化芸術を身

近に感じて取り組める環境づくりと、文化・

伝統の継承・後継者育成に努める必要があり

ます。 

●社会教育による地域とのつながり意識や住

民同士の絆の強化が期待されます。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

特色ある講座（瑞穂総合クラブ・市民自主講

座）の開設 
件 61 53 

日常的に運動に親しむ市民（割合） ％ 29.76 52 
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基本 
４ 夢あふれ希望に満ちたまち ③生涯学習・地域文化 

目標 

■目指す姿 

◇スポーツ・歴史・文化により交流・ふれあいの機会が高まり、地域の結びつきが強いまち 

◇生涯学習が充実し、習得した技能を地域社会に還元できるまち 

■現 状             ■課 題 

○市内の自然、歴史、文化、芸術の多様性を最

大限に活かしながら、市民一人ひとりが学

び・スポーツ・交流等、あらゆる機会を通し

て自己の人格を磨き、豊かな人生を実現する

生涯学習を推進しています。 

○生涯学習に関して求められる期待や役割が、

自己の知識を高めるだけの学習から、学んだ

知識をまちづくりに繋げる学習へと変化し

ています。 

○ライフスタイルや価値観の多様化、地域や近

隣とのつながりの希薄化に伴い、歴史や文化

資源への関心が薄れつつあり、後継者不足が

顕著になってきています。 

 

 ●生涯学習活動の推進のために、個性と能力を

伸ばせるよう、一人ひとりが自発的な活動を

進められる環境づくりと、学んだ成果を日常

生活や地域社会に還元する仕組みが必要で

す。 

●生涯スポーツは、ライフスタイルや年齢、体

力、運動技能、身体能力、興味等に応じて、

スポーツのもつ多くの意義と役割を暮らし

の中に取り入れることが大切です。多目的広

場の整備をはじめ、市民の誰もが、いつでも、

どこでも楽しみ、満足感や充実感を得られる

ようなスポーツや運動に取り組むことがで

きる環境づくりに努める必要があります。 

●歴史や文化財等が本市の宝であることを市

民へ啓発するとともに、誰もが文化芸術を身

近に感じて取り組める環境づくりと、文化・

伝統の継承・後継者育成に努める必要があり

ます。 

●社会教育による地域とのつながり意識や住

民同士の絆の強化が期待されます。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

特色ある講座（瑞穂総合クラブ・市民自主講

座）の開設 
件 61 53 

日常的に運動に親しむ市民（割合） ％ 29.76 52 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））生生涯涯ににわわたたるる学学習習活活動動のの推推進進  ○家庭教育学級 

○瑞穂総合クラブ【創】 

○市民自主講座【創】 

○瑞穂大学 

○生涯学習自主事業 

▪ 生涯に渡って学び続けることに生きがいを持ち、地域社会の充

実のために役立とうとする人材の育成を図ります。 

▪ 公民館や総合センター等を活用し、特色ある講座の開設を推進

します。  

（（２２））地地域域内内のの交交流流促促進進  

○校区活動の推進 ▪ 生涯学習による人づくりによって連帯感と心の豊かさにあふれ

る地域づくりを推進します。  

（（３３））瑞瑞穂穂市市のの歴歴史史・・文文化化をを活活かかししたたままちちづづくくりり  
○文化財の保存・啓発【創】 

○文化の伝承【創】 ▪ 地域の歴史と文化に誇りを持てるよう、文化財保存活動を推進

します。  

（（４４））生生涯涯ススポポーーツツのの推推進進  
○生涯スポーツの推進【創】 

○青少年スポーツの振興 ▪ 健康寿命の向上を図るため、市民の誰もがいつでも、どこでも

スポーツに親しむことのできる環境を確保します。  

（（５５））生生涯涯学学習習施施設設のの維維持持管管理理・・活活用用  
○生涯学習施設(総合センター・市

民センター・巣南公民館・図書

館)の計画的な改修 

▪ 施設の長寿命化を図り、安全で快適な生涯学習施設の維持・管理

を実施します。 

▪ 多目的広場について、市民交流の場として活用を図ります。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

特色ある講座（瑞穂総合クラブ・市民自主講

座）の開設 
件 53 65 70 

日常的に運動に親しむ市民（割合） ％ 52 60 65 

■関連計画  

瑞穂市公共施設等総合管理計画 
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基本 
５ 活気あふれる元気なまち ①農業 

目標 

■目指す姿 

◇農業の担い手や後継者が育ち、安定的な農業経営が確立されたまち 

◇市民が地元産の農産物への理解を深めて「地産地消」が根づくまち 

■現 状             ■課 題 

○令和２年度における、瑞穂市の農地は 976ha

で、市の面積の 34.6％を占めていますが、

年々、農地転用で農地が減少しつつあり、農

地周辺の市街化が進んでいます。 

○農業従事者の高齢化や後継者不足の状況が

続いており、本市における令和２年度の農業

就業人口は、804 人で総人口の 1.5％となっ

ています。農家数は減少傾向にあり、耕作放

棄地の増加等が問題となっています。 

○地産地消を推進するため、地元でとれた農作

物を学校給食で提供しています。 

 ●農業従事者の高齢化や後継者不足、農家数の

減少や耕作放棄地に対応するため、意欲のあ

る担い手の確保や新規就農者の育成・支援を

図るとともに、優良な農地の確保や安定した

農業経営の確立に対する支援が求められま

す。 

●農地は食料生産の役割を持つだけでなく、国

土保全や環境保全等への多面的な機能を持

っています。優良な農地は、次世代に引き継

ぐ市の財産として保全する必要があります。 

●「食」の安全・安心のニーズから、地産地消

の推進は重要であるため、市民の地域農業に

対する理解と関心を高めるとともに、生産者

の顔が見える安全・安心な環境をつくり、地

産地消をさらに進める必要があります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

新瑞穂ブランド開発数 件 - 1 

農地の集積度(現状値からの増加分) ％ - +0.2 

営農者の意欲向上度(現状値からの増加分) ％ - +2 

 
  

後期基本計画
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基本 
５ 活気あふれる元気なまち ①農業 

目標 

■目指す姿 

◇農業の担い手や後継者が育ち、安定的な農業経営が確立されたまち 

◇市民が地元産の農産物への理解を深めて「地産地消」が根づくまち 

■現 状             ■課 題 

○令和２年度における、瑞穂市の農地は 976ha

で、市の面積の 34.6％を占めていますが、

年々、農地転用で農地が減少しつつあり、農

地周辺の市街化が進んでいます。 

○農業従事者の高齢化や後継者不足の状況が

続いており、本市における令和２年度の農業

就業人口は、804 人で総人口の 1.5％となっ

ています。農家数は減少傾向にあり、耕作放

棄地の増加等が問題となっています。 

○地産地消を推進するため、地元でとれた農作

物を学校給食で提供しています。 

 ●農業従事者の高齢化や後継者不足、農家数の

減少や耕作放棄地に対応するため、意欲のあ

る担い手の確保や新規就農者の育成・支援を

図るとともに、優良な農地の確保や安定した

農業経営の確立に対する支援が求められま

す。 

●農地は食料生産の役割を持つだけでなく、国

土保全や環境保全等への多面的な機能を持

っています。優良な農地は、次世代に引き継

ぐ市の財産として保全する必要があります。 

●「食」の安全・安心のニーズから、地産地消

の推進は重要であるため、市民の地域農業に

対する理解と関心を高めるとともに、生産者

の顔が見える安全・安心な環境をつくり、地

産地消をさらに進める必要があります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

新瑞穂ブランド開発数 件 - 1 

農地の集積度(現状値からの増加分) ％ - +0.2 

営農者の意欲向上度(現状値からの増加分) ％ - +2 

 
  

後期基本計画 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））特特色色ああるる「「瑞瑞穂穂農農業業」」のの促促進進  

○ＰＲサイトの構築事業【重】 

○瑞穂ブランド創出事業【重】 

○地産地消推進事業 

▪ 「富有柿発祥の地」の積極的なＰＲや新商品開発・ブランド

化を図ります。 

▪ 学校給食における地元農産物の利用等、地産地消を推進し、

食育推進による食料自給率の向上を通じた地域の活性化を

促進します。  

（（２２））農農地地のの再再編編・・活活用用・・適適正正保保全全  

○農地再編・集約化事業 

○農業振興地域整備計画事業 
▪ 宅地化により混在する農地等を整理(集積・集約)し、生産性

の向上、生産コストの削減及び農地の適正な保全を図りま

す。  

（（３３））農農業業後後継継者者のの育育成成支支援援  
○経営所得安定対策推進事業 

○農業次世代人材投資事業 

○元気な農業産地構造改革支援事業 

▪ 融資や補助金制度を活用した支援等により意欲ある担い手

の確保や、新たな就農者を育成します。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

新瑞穂ブランド開発数 件 1 
現状値から

+1 

５年後から

+1 

農地の集積度(現状値からの増加分) ％ +0.2 +0.4 +1.0 

営農者の意欲向上度(現状値からの増加分) ％ +2 +5 +5 

■関連計画  

瑞穂農業振興地域整備計画     瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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基本 
５ 活気あふれる元気なまち ②商工業 

目標 

■目指す姿 

◇商工業の活性化により、雇用の安定と住民の利便性の向上が図られるまち 

■現 状             ■課 題 

○主要幹線沿いや郊外等へのスーパーマーケ

ットやコンビニエンスストア、家電量販店、

ホームセンター、ドラッグストア等の出店に

より、ＪＲ穂積駅周辺の店舗への来客が減少

しています。 

○郊外立地の店舗の増加等により、店舗までの

移動手段が確保できない等の理由から、日常

の買い物に不便を感じている高齢者等の買

い物弱者が問題となりつつあり、一部地域で

は買い物支援サービスが導入されています。 

 ●今後の少子高齢化の進行や、コンパクトな市

街地形成による、歩いて暮らせるまちづくり

の推進が必要とされるなか、人々の交流があ

る鉄道駅を有する特性を活かし。ＪＲ穂積駅

周辺の更なる有効活用が求められます。 

●市内の雇用促進と財政基盤の強化が必要と

されており、中小企業・小規模事業者の振興

と企業誘致が求められます。 

●日常生活の買い物の利便性向上のため、新た

なビジネスやサービスへの積極的な支援に

より、商業を振興し、買い物弱者の利便性を

高めていくことが求められます。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

起業・創業者数 人 - 1 

企業誘致数 件 - 1 

民間企業との提携数 件 - 1 

 
  

後期基本計画
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基本 
５ 活気あふれる元気なまち ②商工業 

目標 

■目指す姿 

◇商工業の活性化により、雇用の安定と住民の利便性の向上が図られるまち 

■現 状             ■課 題 

○主要幹線沿いや郊外等へのスーパーマーケ

ットやコンビニエンスストア、家電量販店、

ホームセンター、ドラッグストア等の出店に

より、ＪＲ穂積駅周辺の店舗への来客が減少

しています。 

○郊外立地の店舗の増加等により、店舗までの

移動手段が確保できない等の理由から、日常

の買い物に不便を感じている高齢者等の買

い物弱者が問題となりつつあり、一部地域で

は買い物支援サービスが導入されています。 

 ●今後の少子高齢化の進行や、コンパクトな市

街地形成による、歩いて暮らせるまちづくり

の推進が必要とされるなか、人々の交流があ

る鉄道駅を有する特性を活かし。ＪＲ穂積駅

周辺の更なる有効活用が求められます。 

●市内の雇用促進と財政基盤の強化が必要と

されており、中小企業・小規模事業者の振興

と企業誘致が求められます。 

●日常生活の買い物の利便性向上のため、新た

なビジネスやサービスへの積極的な支援に

より、商業を振興し、買い物弱者の利便性を

高めていくことが求められます。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

起業・創業者数 人 - 1 

企業誘致数 件 - 1 

民間企業との提携数 件 - 1 

 
  

後期基本計画 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））穂穂積積駅駅周周辺辺地地域域のの商商業業活活性性化化  
○起業・創業者の育成支援事業

【創】 ▪ 交通結節点として多くの人が利用する JR 穂積駅を活かし、周辺

地域の商業活動の活性化を促進します。  

（（２２））幹幹線線道道路路沿沿道道のの商商業業機機能能強強化化  

○沿道商業施設等誘致事業 ▪ 新たな道路整備等と連動した商業機能の充実・強化を図り、沿道

利用を促進します。  

（（３３））企企業業誘誘致致のの促促進進  

○企業立地奨励措置 

○企業誘致活動 

▪ 雇用及び長期的な税収入を確保するため、各種調査の実施や、新

たな企業の誘致を促進します。 

▪ 企業立地促進条例に基づく奨励措置により、本市に立地する企

業への支援を実施します。  

（（４４））民民間間企企業業ととのの協協働働型型事事業業  

○地域活性化包括連携事業 ▪ 民間企業との緊密な連携及び協働により、地域の諸課題に対応

し、地域の活性化及び市民サービスの向上を図ります。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

起業・創業者数 人 1 
現状値から

+1 

５年後から

+10 

企業誘致数 件 1 
現状値から

+1 

５年後から

+1 

民間企業との提携数 件 1 
現状値から

+1 

５年後から

+3 

■関連計画  

瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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基本 
５ 活気あふれる元気なまち ③観光・交流 

目標 

■目指す姿 

◇市外から多くの来訪者で賑わう多種多様な交流のあるまち 

◇地域ブランドや各種イベント等を活かした交流が活発なまち 

■現 状             ■課 題 

○移住・定住を促進する等の地方創生事業が全

国で展開されています。本市も「第２期 瑞穂

市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（令和２

年３月策定）に基づく総合的かつ戦略的な取

組を推進しています。 

○まちの活気や賑わいを生み出すイベントと

して、毎年「みずほふれあいフェスタ」、商工

会主催の「みずほ汽車まつり」を開催してい

ます。また、各地区や小学校区の祭りやイベ

ントを通じ、地域内の交流が図られていま

す。 

 ●「瑞穂市にルーツがある」「瑞穂市を行き来す

る」「瑞穂市に何らかのかかわりがある」等、

いわゆる関係人口を把握し、その関係人口に

含まれる人々の参画等、多様な人材による地

域づくりが必要です。 

●各種イベントや地域資源の有効活用により、

更なる交流や賑わいの拡大が必要です。 

●「美江寺宿」や「小簾紅園」等をはじめとす

る中山道関連史跡等、特色ある地域の資源を

有効に活用する取組が必要です。 

 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

交流人口（観光・交流入込客） 人 40,000 55,000 

地域ブランド創出件数 件 － 4 

瑞穂市の魅力度（アンケートで「魅力を感じた」と回

答した人の割合） 
％ 27.4 40 

 
  

後期基本計画
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基本 
５ 活気あふれる元気なまち ③観光・交流 

目標 

■目指す姿 

◇市外から多くの来訪者で賑わう多種多様な交流のあるまち 

◇地域ブランドや各種イベント等を活かした交流が活発なまち 

■現 状             ■課 題 

○移住・定住を促進する等の地方創生事業が全

国で展開されています。本市も「第２期 瑞穂

市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（令和２

年３月策定）に基づく総合的かつ戦略的な取

組を推進しています。 

○まちの活気や賑わいを生み出すイベントと

して、毎年「みずほふれあいフェスタ」、商工

会主催の「みずほ汽車まつり」を開催してい

ます。また、各地区や小学校区の祭りやイベ

ントを通じ、地域内の交流が図られていま

す。 

 ●「瑞穂市にルーツがある」「瑞穂市を行き来す

る」「瑞穂市に何らかのかかわりがある」等、

いわゆる関係人口を把握し、その関係人口に

含まれる人々の参画等、多様な人材による地

域づくりが必要です。 

●各種イベントや地域資源の有効活用により、

更なる交流や賑わいの拡大が必要です。 

●「美江寺宿」や「小簾紅園」等をはじめとす

る中山道関連史跡等、特色ある地域の資源を

有効に活用する取組が必要です。 

 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

交流人口（観光・交流入込客） 人 40,000 55,000 

地域ブランド創出件数 件 － 4 

瑞穂市の魅力度（アンケートで「魅力を感じた」と回

答した人の割合） 
％ 27.4 40 

 
  

後期基本計画 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））新新たたなな賑賑わわいいのの創創出出  

○民間施設を活用した地域活性化

拠点創出事業【重】 

▪ 地域活性化拠点として既存の民間施設を活用し、移住・定住に繋

がる交流や賑わいの創出を図ります。 

▪ 民間企業、大学、市民や団体等が連携した官民協働型の地域拠点

運営を図ります。  

（（２２））地地域域資資源源ののブブラランンドド創創出出・・魅魅力力向向上上  
○地域ブランド戦略推進事業【重】

【創】 

○瑞穂ブランドに関する情報発信

事業 

○中山道ＰＲ事業 

▪ 特産品である「富有柿」や、市内を横断する「中山道」、「美江寺

宿」等を広くＰＲする等、まちの魅力や認知度を高め、移住や定

住につながる地域資源のブランド化を図ります。 

▪ 歴史探訪ネットワークの形成や歴史文化資源の保全・活用を図

ります。  

（（３３））既既存存イイベベンントトのの充充実実  

○みずほふれあいフェスタ【創】 

○みずほ汽車まつり【創】 
▪ 認知度が高い既存イベントをブラッシュアップし、瑞穂市の魅

力を更に市内外へ発信します。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

交流人口（観光・交流入込客） 人 55,000 60,000 58,000 

地域ブランド創出件数 件 4 4 5 

瑞穂市の魅力度（アンケートで「魅力を感じた」と回

答した人の割合） 
％ 40 60 70 

■関連計画  

瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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共通 
 持続可能な都市経営のまち ①行政運営 

目標 

■目指す姿 

◇中長期的な視点から計画的な行財政運営が展開されているまち 

■現 状             ■課 題 

○人口減少・少子高齢化の進行、市民のライフ

スタイルの多様化、地方分権の進展等、社会

経済情勢は激しく変化するなか、ますます行

政需要は多様化・高度化していく動きにあり

ます。 

〇基礎自治体の役割が高まり、職員の役割・責

任が増加する中、全国的には、行政改革によ

る定数削減や団塊の世代の職員の大量退職

等を背景として、自治体職員の数は減少して

います。 

〇地方分権が進み、自治体に求められる役割が

増大する中、昨今の経済情勢は低迷が続き、

財政運営にも厳しい面が生じています。 

〇本市では、施設総量の適正化と建物の長寿命

化に取り組んでいるが、多額の費用を要する

公共施設の維持管理に対して、一部の施設で

は長寿命化計画による国庫補助や起債を活

用した大規模な改修計画も進んでいます。 

 ●激しい経済情勢の変化、多様化・高度化する

行政需要のため行政運営には、長期的な展

望、柔軟性、効率性への努力を続けていくこ

とが必要です。 

●他の自治体と比べて人口減少のスピードが

緩やかである本市では、職員数を維持しなが

ら、より効率的な行政運営を行っていくこと

が求められています。 

●限られた行政資源を有効に活用していくこ

とが急務となっており、本市においても、職

員一人ひとりの能力を高めるための取組を

はじめ、組織機構の改革や定員管理の適正化

等の取組により、時代のニーズに柔軟に対応

できる機能的な組織運営が求められます。 

●官民連携による事業の展開や、市民・コミュ

ニティ・ＮＰＯ等との連携について検討を進

めることで、行政運営の合理化・効率化を検

討する必要があります。 

●公共施設の維持管理について、今後も効率的

な公共施設・公有財産の管理手法を検討し、

適切な維持管理に努める必要があります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

総合計画進捗度 ％ - 55.5 

公共施設(建物系)総延床面積の縮減 ％ - 0.01 

広域連携を進める事業数 件 - 36 

 
  

共通目標
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共通 
 持続可能な都市経営のまち ①行政運営 

目標 

■目指す姿 

◇中長期的な視点から計画的な行財政運営が展開されているまち 

■現 状             ■課 題 

○人口減少・少子高齢化の進行、市民のライフ

スタイルの多様化、地方分権の進展等、社会

経済情勢は激しく変化するなか、ますます行

政需要は多様化・高度化していく動きにあり

ます。 

〇基礎自治体の役割が高まり、職員の役割・責

任が増加する中、全国的には、行政改革によ

る定数削減や団塊の世代の職員の大量退職

等を背景として、自治体職員の数は減少して

います。 

〇地方分権が進み、自治体に求められる役割が

増大する中、昨今の経済情勢は低迷が続き、

財政運営にも厳しい面が生じています。 

〇本市では、施設総量の適正化と建物の長寿命

化に取り組んでいるが、多額の費用を要する

公共施設の維持管理に対して、一部の施設で

は長寿命化計画による国庫補助や起債を活

用した大規模な改修計画も進んでいます。 

 ●激しい経済情勢の変化、多様化・高度化する

行政需要のため行政運営には、長期的な展

望、柔軟性、効率性への努力を続けていくこ

とが必要です。 

●他の自治体と比べて人口減少のスピードが

緩やかである本市では、職員数を維持しなが

ら、より効率的な行政運営を行っていくこと

が求められています。 

●限られた行政資源を有効に活用していくこ

とが急務となっており、本市においても、職

員一人ひとりの能力を高めるための取組を

はじめ、組織機構の改革や定員管理の適正化

等の取組により、時代のニーズに柔軟に対応

できる機能的な組織運営が求められます。 

●官民連携による事業の展開や、市民・コミュ

ニティ・ＮＰＯ等との連携について検討を進

めることで、行政運営の合理化・効率化を検

討する必要があります。 

●公共施設の維持管理について、今後も効率的

な公共施設・公有財産の管理手法を検討し、

適切な維持管理に努める必要があります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

総合計画進捗度 ％ - 55.5 

公共施設(建物系)総延床面積の縮減 ％ - 0.01 

広域連携を進める事業数 件 - 36 

 
  

後期基本計画 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））総総合合計計画画のの進進行行管管理理  

○瑞穂市第２次総合計画推進

事業【重】 
▪ 行政評価及び予算編成と連動した目標管理を実施します。また、プロ

ジェクトの実行性を高めるための進行管理体制を構築します。 

▪ 市民の意識調査等、定期的に実施します。  

（（２２））行行政政評評価価のの充充実実とと推推進進  

○行政改革推進事業【重】 ▪ ニーズに即した行政サービスを継続的に提供するために導入した行

政評価制度を弾力的に運用することで、業務の改善を実施します。  

（（３３））組組織織体体制制のの強強化化とと人人材材育育成成  

○職員育成計画推進事業【重】 

▪ 多様化・高度化する行政需要に対応できる柔軟で機動的な組織体制の

再編を進めます。また、分野横断的な課題に対しては組織機構の枠を

越えた総合的かつ戦略的な対応ができる組織体制を構築します。 

▪ 職員資質を向上させるための研修を実施する等、職員の能力を最大限

発揮できる環境を整備し、幅広い視野と企画創造力を持った人材を育

成します。  

（（４４））公公共共施施設設等等のの適適正正管管理理  

○公共施設等総合管理計画推

進事業【重】 
▪ 公共施設の老朽化や少子高齢化が進む現状を踏まえ、今後の公共施設

のあり方を検討するとともに、長期的視点に立った計画的改修や長寿

命化等による財政負担の軽減を図り、総合的な管理を推進します。  

（（５５））広広域域行行政政のの推推進進  

○広域連携推進事業【重】 
▪ 市民の生活や活動が市域を超えて広域化しており、新たな広域行政サ

ービスの展開等、周辺自治体との連携を強化し、各地域の特性を生か

した連携協約等の手法の検討を進め、広域的視点に立った行政サービ

スを提供します。  

■今後の目標指標 

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

総合計画進捗度 ％ 60.0 90 - 

公共施設(建物系)総延床面積の縮減 ％ 0.01 1.50 3.00 

広域連携を進める事業数 件 36 36 36 

■関連計画  

瑞穂市公共施設等総合管理計画 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））計計画画的的なな財財政政運運営営  

○中期的な財政計画【重】 ▪ 市の財政状況を表す各指標の推移に留意しながら、中期財政計

画に基づく財政運営を計画的に実施します。  

（（２２））適適正正なな受受益益者者負負担担とと公公有有財財産産のの管管理理  

○費用負担適正化推進【重】 
▪ 公平性や受益者負担に基づき、費用負担の適正化に努めます。 

▪ 公平性や受益者負担に基づく費用負担を適正に実施します。ま

た、未利用地や活用見込みがない土地や建物等を処分、貸付ける

等、公有財産の有効活用を推進します。  

（（３３））歳歳入入のの確確保保  

○ふるさと納税の推進【重】 ▪ ふるさと納税や公民連携による事業収入等による新しい歳入源

を確保します。  

（（４４））新新地地方方公公会会計計制制度度のの導導入入・・推推進進  

○新地方公会計制度の導入【重】 
▪ 市民にわかりやすい情報を提供し、行財政の透明化を図ります。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

財政力指数 － 0.8 0.77 0.77 

実質公債費比率 ％ 0.6 3.0 3.0 

標準財政規模に占める財政調整基金残高割合 ％ 21 20 以上 20 以上 

一般財源における投資的経費に占める公共施

設整備基金の割合 
％ 4.95 1 以上 1 以上 

■関連計画  

中期財政計画 
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共通 
 持続可能な都市経営のまち ③協働 

目標 

■目指す姿 

◇行政と市民との協働・連携により、安心して暮らせる地域づくりが進むまち 

■現 状             ■課 題 

○本市では、平成 23 年に「瑞穂市まちづくり

基本条例」を制定しており、市民一人ひとり

がまちづくりの主役であり、より開かれ、よ

り元気に満ち、より安心して暮らせる誰もが

住みたくなるまちづくりの実現を目指して

様々な取組を展開しています。 

○個人の価値観やライフスタイルの変化に伴

い、地域における課題はますます複雑、多様

化しています。これからのまちづくりは、

様々な知識や技術、アイディア等を持つまち

づくりの主体（市民、議会、行政）がそれぞ

れの役割と責任を担いつつ、積極的、継続的

に活躍することができる場を広げ、連携・協

力してまちづくりの取組を進めていくこと

が一層重要になっています。 

 

 ●より開かれ、より元気に満ち、より安心して

暮らせる誰もが住みたくなるまちづくりに

向けた取組を進めていくためには、本市で暮

らす人々が、思いや目標を共有することが必

要です。また、年齢や性別を問わず、多くの

市民それぞれが持つ知識や技術、経験を活か

し、地域の一員として様々な分野において活

躍できる環境を整えるとともに、市民と行政

の連携を進めることができる資質を備えた

職員の養成が求められます。 

●若者や子育て世代、本市の将来を担う子ども

たちや豊富な経験を持つ高齢者、市民生活を

支える民間企業や市民活動で活躍するＮＰ

Ｏ等、様々な世代や立場の市民と「対話」の

機会を設け、得られた意見やアイディアを有

効に活用しながら、市民と連携したまちづく

りを進める必要があります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

広報、ホームページの情報満足度 

(「満足している」と答えた人の割合) 
％ － 20 

若い世代(40 歳以下)の市政への参加・参画割合 

(審議会・ワークショップ等) 
％ － 15 

まちづくり人材バンク登録者 人 － 70 

 
  

共通目標
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共通 
 持続可能な都市経営のまち ③協働 

目標 

■目指す姿 

◇行政と市民との協働・連携により、安心して暮らせる地域づくりが進むまち 

■現 状             ■課 題 

○本市では、平成 23 年に「瑞穂市まちづくり

基本条例」を制定しており、市民一人ひとり

がまちづくりの主役であり、より開かれ、よ

り元気に満ち、より安心して暮らせる誰もが

住みたくなるまちづくりの実現を目指して

様々な取組を展開しています。 

○個人の価値観やライフスタイルの変化に伴

い、地域における課題はますます複雑、多様

化しています。これからのまちづくりは、

様々な知識や技術、アイディア等を持つまち

づくりの主体（市民、議会、行政）がそれぞ

れの役割と責任を担いつつ、積極的、継続的

に活躍することができる場を広げ、連携・協

力してまちづくりの取組を進めていくこと

が一層重要になっています。 

 

 ●より開かれ、より元気に満ち、より安心して

暮らせる誰もが住みたくなるまちづくりに

向けた取組を進めていくためには、本市で暮

らす人々が、思いや目標を共有することが必

要です。また、年齢や性別を問わず、多くの

市民それぞれが持つ知識や技術、経験を活か

し、地域の一員として様々な分野において活

躍できる環境を整えるとともに、市民と行政

の連携を進めることができる資質を備えた

職員の養成が求められます。 

●若者や子育て世代、本市の将来を担う子ども

たちや豊富な経験を持つ高齢者、市民生活を

支える民間企業や市民活動で活躍するＮＰ

Ｏ等、様々な世代や立場の市民と「対話」の

機会を設け、得られた意見やアイディアを有

効に活用しながら、市民と連携したまちづく

りを進める必要があります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
実実績績値値  

広報、ホームページの情報満足度 

(「満足している」と答えた人の割合) 
％ － 20 

若い世代(40 歳以下)の市政への参加・参画割合 

(審議会・ワークショップ等) 
％ － 15 

まちづくり人材バンク登録者 人 － 70 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  

（（１１））魅魅力力ああるる情情報報発発信信  
○情報発信充実事業【重】【創】 (広

報みずほ、ホームページ等によ

る情報提供の充実、情報発信に

関するガイドライン策定事業) 

▪ 若い世代の市政への関心を高めるため、まちづくりや市政に関

する情報を積極的に提供する等、市民に伝えるべき情報と市民

が欲しい情報とのバランスに留意しつつ、新たな情報提供手段

による発信機会を充実します。  

（（２２））市市民民のの参参加加・・参参画画機機会会のの充充実実  

○まちづくり基本条例推進事業

【重】(ガイドライン策定、市民

ワークショップ、ワールドカフ

ェ等の開催) 

▪ 市民の積極的な参加・参画を促し、市民のアイディアや意見の反

映を促進します。 

▪ 市民がそれぞれの立場でまちづくりに関わっていくためのステ

ップアップの仕組みや参加・参画の新たな手法により、若い世代

でも参加しやすい環境を整備します。  

（（３３））ままちちづづくくりりのの担担いい手手育育成成  

○まちづくり基本条例推進事業

【重】(まちづくり活動組織の育

成、まちづくり人材養成講座) 

○市民協働安全課の設置（平成 29

年度事業完了） 

▪ 多様な市民が地域社会の一員であることを意識し、地域を良く

していくために自らができることを考え、活動することができ

るような啓発活動を実施します。 

▪ まちづくりに関するセミナーの開催や研修等の事業を実施し、

協働への意識向上を図ります。 

▪ まちづくりの担い手と連携を進める職員に対し、まちづくり基

本条例に関する研修等を実施し協働への意識改革や能力の向上

を図ります。  

■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

広報、ホームページの情報満足度 

(「満足している」と答えた人の割合) 
％ 20 30 35 

若い世代(40 歳以下)の市政への参加・参画割合 

(審議会・ワークショップ等) 
％ 15 25 30 

まちづくり人材バンク登録者 人 70 80 130 

■関連計画  

瑞穂市まちづくり基本条例 
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共通 
 持続可能な都市経営のまち ④情報 

目標 

■目指す姿 

◇行政情報が適正に管理され、住民目線の行政サービスが行き届いたまち 

■現 状             ■課 題 

○ICT の進展により情報に関する利便性が向上

するなか、さらに質の高い行政サービスを受

けられる環境の整備や業務効率化が求めら

れています。 

○マイナンバー制度の施行に伴う個人番号カ

ードの利用について、制度の適正な運用と行

政サービスの向上に向けたカードの利活用

に努めています。 

 

 ●市民ニーズを的確に把握し、利便性の高い窓

口サービスのあり方を検討するとともに、事

務事業の効率化や窓口サービスの向上に加

えて、地域活動を促進するためのコミュニケ

ーションツールとして情報通信技術の活用

が求められます。 

●質の高い行政サービスの環境整備・業務の効

率化に対応した職員の質向上等を進める必

要があります。 

●ICT により利便性が向上する一方で、情報ネ

ットワークへの不正侵入等、犯罪や個人情報

の流出等の問題が懸念されています。大切な

市民の情報を守るとともに、市民ニーズの多

様化・高度化に対応した安全で快適な情報環

境を整える必要があります。 

■前期計画中の達成状況  

指指標標  単単位位  前前期期計計画画策策定定時時  
RR11((22001199))  
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共通 
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■施策の方向性  

施施策策のの内内容容  主主なな事事業業  
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■今後の目標指標  

指指標標  単単位位  
現現状状値値  

((後後期期計計画画策策定定時時))  
５５年年後後  
RR77((22002255))  

1100年年後後  
RR1122((22003300))  

個人番号カードの多目的利用サービス数 件 3 3 4 

情報セキュリティ研修受講率 ％ 70 90 90 
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１．基本構想（前期基本計画より）

第１章 まちの将来像

私たちのまちは、県都である岐阜市と県内２位の人口を擁する大垣市の間に位置し、国道、

鉄道駅など交通の要衝として、利便性の高い住環境を備え、市内には１８本の一級河川が流れ、

緑豊かな自然環境と古くからの歴史や文化資源を有する住みやすいまちとして発展してきま

した。平成１５年、穂積町と巣南町の合併により「瑞穂市」が誕生し、その後策定された「瑞

穂市第１次総合計画」では、「市民参加・協働のまちづくり ～市民と行政が一体となったまち

づくりをめざします～」を将来像に掲げ、実現に向けた６つの方針に基づきまちづくりを進め

てきました。

第１次総合計画の策定から１０年が経過するなか、まちを取り巻く環境は大きく変化して

おり、人口減少・少子高齢化、社会経済のグローバル化、東日本大震災を契機とした防災やエ

ネルギー問題への意識の高まり、ライフスタイルや価値観の変化による市民ニーズの多様化等

かつて経験したことのない時代を迎え、人々は漠然とした不安を抱えており、こうした傾向の

広がりは、将来の市政全般にとって大きな影響を及ぼすものと考えられます。

このような状況において、市民一人ひとりそれぞれがこのまちで「生まれ」・「育ち」・「暮ら

し」、誰もが未来を描ける環境を整えていくためには、自分たちのまちとして「瑞穂を愛し」・

「瑞穂を誇りに思い」・「瑞穂を育てる」風土を一層高めていくことが重要になります。

誰もが未来を描ける環境とは、まちの「強み」を伸ばしながら、「選択と集中」により、こ

れからの時代にあったまちの姿を創造し、未来への目標を市民と行政が共有しながら、着実に

その歩みを進めていくことと考えます。

ここに、瑞穂市が目指す将来像として「誰もが未来を描けるまち 瑞穂」を掲げ、子どもや

若い世代、地域や産業を育成する「育」、生活の基本となる良好な住環境の維持や向上を図る

「住」、誰もが安全で安心な暮らしを守っていく「安」、まちの資源や人を活かす「活」の４つ

の基本視点にたった魅力あるまちづくりを進めていきます。

誰もが未来を描けるまち 瑞穂

育
≪子ども・地域・産業を育む≫

住
≪良好な住環境を維持・向上する≫

安
≪安全・安心な暮らしを守る≫

活
≪まちの資源や人を活かす≫

資料編
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第２章 めざすまちづくりの方向性 

１ 基本指標 

基本構想の目標年度である令和７（2025）年度に向けて、各指標を次のように設定します。 

 

（１）目標人口 

 

①将来推計 

将来の人口の見込みについては、住民基本台帳による人口を基礎に、コーホート要因法

を用い、これまでの人口増傾向を維持するよう、出生率の低下を抑えるとともに、一定の

社会増人口を確保したものとして算出しました。 

 

■将来人口推計（市独自） 
 

和暦 平成 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 令和元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 

（西暦） (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) 

人口 52,822 53,021 53,221 53,420 53,620 53,819 53,893 53,966 54,040 54,113 54,187 54,260 

 

なお、瑞穂市人口ビジョン（瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略）の人口推計では、

令和２２（2040）年、約５５,０００人と見込んでおり、総合計画の計画期間（令和７年（2025）

年）の段階は、人口が上昇する期間にあたっています。 
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２ 基本目標  

１１  安安全全でで安安心心ししてて暮暮ららせせるるままちち 

 

○激しさを増す自然災害への備えや、日常生活を脅かす事故や犯罪等を防止します。 

○防災体制等の充実により、地域の防災力を向上させていきます。 

 
２２  便便利利でで快快適適にに暮暮ららせせるる美美ししいいままちち  

 
○人々の交流があり、日常生活における利便性の高い生活環境を整備します。 

○まち（市街地）と緑のバランスを保ち、うるおいある豊かな生活環境を整備します。 

○地域の美化や安全・安心の確保について、地域の住民相互の支え合いを促進します。 

○市民の居住継続を促すよう、より良好な住環境づくりに取り組みます。 
 

３３  心心がが通通うう助助けけ合合いいののままちち 

○年代や障がいの有無にとらわれることなく、すべての市民が、地域の支え合いやふれあい等

を通して、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会環境を整備します。 

○適切な医療体制を整えつつ、市民の健康づくりを支援します。 

○地域で支え合う福祉環境づくりに取り組みます。 

 

４４  夢夢ああふふれれ希希望望にに満満ちちたたままちち 

○子どもが生まれ、健全に育ち、「瑞穂人」となって住み続けられるようにします。 

○地域固有の資源や歴史・文化、スポーツの価値や魅力を再認識し、市民が相互に共有し、ま

ちや地域への誇りや愛着を向上させていきます。 

○学校教育の充実や地域の文化を未来に継承するまちづくりに取り組みます。 
 

５５  活活気気ああふふれれるる元元気気ななままちち 

○市の特産品のブランド化や多様な雇用を生み出す基幹産業の振興、活性化を促します。また、

潜在的な地域固有の資源を見直し、活かし、発信します。 

○農業・商業・工業の基幹産業の活性化とともに観光・交流面の強化に取り組みます。 

 
共通目標 持持続続可可能能なな都都市市経経営営ののままちち 

○中長期を見据えた財政条件の明確化とともに、行政改革の継続的な推進、公共施設等の適正

な維持管理や再編も視野に入れた、行政経営の視点に立った健全な行財政運営を推進しま

す。 

○市民が主体の協働のまちづくりを進めていくため、多様な主体が共に考え、支え合いながら

まちづくりに協力していくことができる体制を構築します。 
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２．統計資料から見る本市の現状 

 

（１）類似団体との比較 

本市と同類型区分（市／50,000～100,000 人／Ⅱ－２）の全国の自治体（90 団体）との

比較を行い、本市の現状を見ていくこととします。 

 

■資料元について 

「国勢調査」（総務省）、「住民基本台帳」（総務省）、「人口動態統計」（総務省）、「農林業

センサス」（農林水産省）、「工業統計表」（経済産業省）、「商業統計表」（経済産業省）、「医

療施設調査」（厚生労働省）をデータソースとしています。 

 

■評価の手法について 

指標ごとに類似団体の平均値を求め、この平均値と比較して本市がどの水準にあるかで

相対的な評価を行いました。なお、水準判定の手法は、まず本市の偏差値を求め、偏差値が

下図に示す正規分布に従っていると仮定し、釣鐘型の面積がそれぞれ 20％となるよう５等

分し、本市の偏差値がどの範囲に入っているかによって行っています。 
 

 

《水準判定》 

符号 評価（相対的に） 

Ａ 他の類似団体と比べて、高い水準 

Ｂ 他の類似団体と比べて、やや高い水準 

Ｃ 他の類似団体と比べて、平均的 

Ｄ 他の類似団体と比べて、やや低い水準 

Ｅ 他の類似団体と比べて、低い水準 
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① 人口増減率、平均年齢、年齢３区分別人口 

 

「人口増減率」はＡ判定（＋4.63％）と、他の類似団体が減少傾向にある中で増加傾向に

あります。また、「平均年齢」についてＡ判定（41.31 歳）となっており、他の類似団体と

比べて若い年齢の割合が多い市と言えます。 

年齢３区分別人口を見ると、他の類似団体と比べて、「15 歳未満人口」（年少人口）は平

均的（Ｃ判定）、「15～64 歳」（生産年齢人口）はやや少なく（Ｄ判定）、「65歳以上」（老年

人口）はかなり少なく（Ａ判定）なっています 

 

  

人口増減率 平均年齢 
１５歳未満 

人口 

１５～６４歳 

人口 

６５歳以上 

人口 

（資料） 国勢調査 国勢調査 

（基準年） 10 年～15 年 2015 年 

 （単位） ％ 歳 人 人 人 

瑞瑞穂穂市市  44..6633    4411..3311    88,,775555    3344,,555544    1100,,555577    

類似団体平均 -2.04  46.88  9,204  41,238  19,454  

偏差値 68.0  71.4  48.0  42.7  68.6  

判判定定  ＡＡ  ＡＡ  ＣＣ  ＤＤ  ＡＡ  

順位 3 位 3 位 45 位 63 位 2 位 
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① 人口増減率、平均年齢、年齢３区分別人口 

 

「人口増減率」はＡ判定（＋4.63％）と、他の類似団体が減少傾向にある中で増加傾向に

あります。また、「平均年齢」についてＡ判定（41.31 歳）となっており、他の類似団体と

比べて若い年齢の割合が多い市と言えます。 

年齢３区分別人口を見ると、他の類似団体と比べて、「15 歳未満人口」（年少人口）は平

均的（Ｃ判定）、「15～64歳」（生産年齢人口）はやや少なく（Ｄ判定）、「65歳以上」（老年

人口）はかなり少なく（Ａ判定）なっています 

 

  

人口増減率 平均年齢 
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（資料） 国勢調査 国勢調査 

（基準年） 10 年～15 年 2015 年 

 （単位） ％ 歳 人 人 人 

瑞瑞穂穂市市  44..6633    4411..3311    88,,775555    3344,,555544    1100,,555577    

類似団体平均 -2.04  46.88  9,204  41,238  19,454  

偏差値 68.0  71.4  48.0  42.7  68.6  
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順位 3 位 3 位 45 位 63 位 2 位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

25

50

75
人口増減率

平均年齢

１５歳未満

人口

１５～６４歳

人口

６５歳以上

人口

資料編 

85 

② 年齢３区分別男女別人口の割合 

 

年齢３区分別人口の男性・女性のそれぞれの割合について、すべてＡ判定となっている

ことから、男女ともに、他の類似団体と比べて、年少人口と生産年齢人口の割合は高く、老

年人口の割合は低いことが分かります。 

 

  

15 歳未満 

人口（男） 

15～64 歳 

人口（男） 

65 歳以上 

人口（男） 

15 歳未満 

人口（女） 

15～64 歳 

人口（女） 

65 歳以上 

人口（女） 

（資料） 国勢調査 

（基準年） 2015 年 

 （単位） ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

瑞瑞穂穂市市  1166..9933    6655..2244    1177..8833    1155..5588    6633..0066    2211..3366    

類似団体平均 13.75  61.30  24.95  12.61  56.63  30.76  

偏差値 69.8  65.1  70.3  67.4  69.8  70.0  

判判定定  ＡＡ  ＡＡ  ＡＡ  ＡＡ  ＡＡ  ＡＡ  

順位 3 位 6 位 4 位 5 位 4 位 3 位 
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③ 世帯類型別の世帯数、持ち家世帯比率 

 

老年人口の割合が低いことから、「一般世帯に占める高齢単身者世帯の割合」及び「一般

世帯に占める高齢夫婦世帯の割合」は低くなっています。また、一般的には、「持ち家世帯

比率」と「一般世帯に占める単身者世帯の割合」は相関関係にあり、いずれかが高いといず

れかが低くなる傾向にあります。瑞穂市においても、持ち家世帯比率が低く、単身者世帯

の割合が高くなっています。 

 

  

一般世帯数 

一般世帯に占める

単身者世帯

の割合 

一般世帯に占める

ひとり親世帯

の割合 
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高齢単身者世帯

の割合 

一般世帯に占める

高齢夫婦世帯

の割合 

持ち家 

世帯比率 

（資料） 国勢調査 

（基準年） 2015 年 

 （単位） 世帯 ％ ％ ％ ％ ％ 

瑞瑞穂穂市市  2200,,998899    2299..8811    11..4422    55..7766    99..0099    5599..8888    

類似団体平均 26,564  26.80  1.66  10.04  12.60  71.47  

偏差値 40.3  58.2  57.7  67.2  66.5  33.8  

判定 ＥＥ ＢＢ ＢＢ ＡＡ ＡＡ ＥＥ 

順位 74 位 23 位 17 位 2 位 6 位 86 位 
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③ 世帯類型別の世帯数、持ち家世帯比率 
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0

25

50

75
一般世帯数

単身者世帯の

割合

ひとり親世帯の

割合

高齢単身者世

帯の割合

高齢夫婦世帯

の割合

持ち家

世帯比率
一般世帯に占める

単身者世帯の割合

一般世帯に占める

ひとり親世帯の

割合

一般世帯に占める

高齢単身者世帯の

割合

一般世帯に占める

高齢夫婦世帯の

割合

資料編 

87 

④ 総人口、世帯当たり人数、自然増減、社会増減 

 

老年人口の割合が低いこともあり、自然増減に関する項目（出生・死亡）のうち「死亡

数」はＡ判定となっています。また、自然増減（出生数－死亡数）、社会増減（転入数－転

出数）のいずれもプラスであることから、総人口の増加が続いていることが分かります。 

 

 

  
総人口 

１世帯当たりの

人数 

自然増減 社会増減 

出生数 死亡数 転入数 転出数 

（資料） 住民基本台帳 人口動態統計 

（基準年） 2019 年 2018 年 

 （単位） 人 人 人 人 人 人 

瑞瑞穂穂市市  5544,,668866    22..5577    558866    440000    22,,993388    22,,555566    

類似団体平均 70,460  2.41  500  804  2,559  2,550  

偏差値 39.5  59.5  55.5  67.4  53.9  50.1  

判判定定  ＥＥ  ＡＡ  ＢＢ  ＡＡ  ＢＢ  ＣＣ  

順位 75 位 13 位 25 位 2 位 27 位 39 位 

 

 

 
 

  

0

25

50

75
総人口

１世帯当たり

の人数

出生数

死亡数

転入数

転出数

住民基本台帳

住民基本台帳

序
　
論

後
期
基
本
計
画 

①
②
③
④
⑤

共
通
目
標

資
料
編



 
 

88 

⑤ 産業別就業者数の割合 

 

「卸売業・小売業」、「公務」はＡ判定であるため就業者数の割合が高く、「製造業」、「医

療・福祉」はＤ判定であるため就業者数の割合が低いことが分かります。 

 

 

  

産業別就業者数の割合 

農林漁業 建設業 製造業 
卸売業・

小売業 

宿泊業・飲食

サービス業 

医療・ 

福祉 
公務 

（資料） 国勢調査 

（基準年） 2015 年 

 （単位） ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

瑞瑞穂穂市市  22..1177    88..1166    2211..7700    1166..0077    44..8844    1100..6600    33..5544    

類似団体平均 3.85  7.69  26.44  14.29  4.93  11.42  2.93  

偏差値 42.3  51.7  42.2  60.5  49.1  46.0  59.2  

判判定定  ＤＤ  ＣＣ  ＤＤ  ＡＡ  ＣＣ  ＤＤ  ＡＡ  

順位 65 位 29 位 71 位 13 位 44 位 57 位 11 位 
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⑤ 産業別就業者数の割合 

 

「卸売業・小売業」、「公務」はＡ判定であるため就業者数の割合が高く、「製造業」、「医

療・福祉」はＤ判定であるため就業者数の割合が低いことが分かります。 
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福祉 
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（資料） 国勢調査 

（基準年） 2015 年 

 （単位） ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

瑞瑞穂穂市市  22..1177    88..1166    2211..7700    1166..0077    44..8844    1100..6600    33..5544    

類似団体平均 3.85  7.69  26.44  14.29  4.93  11.42  2.93  

偏差値 42.3  51.7  42.2  60.5  49.1  46.0  59.2  

判判定定  ＤＤ  ＣＣ  ＤＤ  ＡＡ  ＣＣ  ＤＤ  ＡＡ  

順位 65 位 29 位 71 位 13 位 44 位 57 位 11 位 
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⑥ 農業、商業、工業の状況 

 

農家に関係する項目はすべてＤ判定となっており、農業を市の強みとして生かし切れて

いない状況です。また、「事業所数」、「年間商品販売額」、「製造品出荷額」もそれぞれ少な

くなっています。 

 

  

総農家・

農家数 

総農家・

面積 

販売農家・

農家数 

販売農家・

面積 
事業所数 

年間商品 

販売額 

製造品 

出荷額 

（資料） 農林業センサス 商業統計表 工業統計表 

（基準年） 2015 年 2015 年 2015 年 2015 年 2014 年 2014 年 2017 年 

 （単位） 戸 ｈａ 戸 ｈａ 所 百万円 万円 

瑞瑞穂穂市市  11,,113355    550055    558888    440066    332211    8811,,006655    99,,008877,,770099    

類似団体平均 1,779  1,730  1,046  1,598  605  128,203  34,443,961  

偏差値 44.2  42.1  43.9  42.2  36.4  42.1  40.4  

判判定定  ＤＤ  ＤＤ  ＤＤ  ＤＤ  ＥＥ  ＤＤ  ＥＥ  

順位 59 位 73 位 60 位 74 位 84 位 72 位 85 位 

※「事業所」とは、「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれる

事業所のこと。また、「事業所数」は、法人組織の事業所と個人経営の事業所の合計。 

 ※「販売農家」とは、経営耕地面積が 30ａ以上又は農産物販売金額が 50 万円以上の農家をいう。 

※「年間商品販売額」は１年間の当該事業所における有体商品の販売額。（不動産や有価証券等は含めない） 
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⑦ 病院数・一般診療所数の状況 

 

病院に関する項目はＥ判定となっておりますが、近郊に大きな病院があるため、広域で

の医療体制の充実を含めて、更なる整備と充実が求められます。診療所に関する項目は、

「一般診療所数」はＥ判定となっていますが、病床数に関する項目についてはＣ判定とな

っており、病床数については平均的であると言えます。 

 

  

病院数 病院病床数 
人口千人当り

病院病床数 
一般診療所数 

一般診療所 

病床数 

人口千人当り

一般診療所

病床数 

（資料） 医療施設調査 

（基準年） 2017 年 

 （単位） 院 床 床 院 床 床 

瑞瑞穂穂市市  11..00    3300..00    00..5555    3311..00    4477..00    00..8866    

類似団体平均 4.2  762.7  10.92  48.5  50.2  0.72  

偏差値 37.3  32.4  31.7  37.3  49.3  52.1  

判判定定  ＥＥ  ＥＥ  ＥＥ  ＥＥ  ＣＣ  ＣＣ  

順位 82 位 89 位 89 位 84 位 39 位 25 位 

※「病院」とは、医師等が医業を行う場所であって、患者 20 人以上の入院施設を有するもの。 

※「一般診療所」とは、医師等が医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者 19 人以下

の入院施設を有するもの 
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⑦ 病院数・一般診療所数の状況 
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資料：「住民基本台帳（2020 年１月１日時点）」 

（２）全国及び県、県内自治体との比較 
 
① 年齢三区分別人口割合 

住民基本台帳（2020 年１月１日時点）によると、市の高齢化率は 21.2％となっており、

全国及び県、県内自治体と比べて、最も高齢化率が低く比較的若い方が多いまちであると

言えます。 
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43.9 

43.5 
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32.0 
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全 国

岐阜県

岐阜市

大垣市

高山市

多治見市

関市

中津川市

美濃市

瑞浪市

羽島市

恵那市

美濃加茂市

土岐市

各務原市

可児市

山県市

★瑞穂市

飛騨市

本巣市

郡上市

下呂市

海津市

岐南町

笠松町

養老町

垂井町

関ケ原町

神戸町

輪之内町

安八町

揖斐川町

大野町

池田町

北方町

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

御嵩町

白川村
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3.98

3.18

17.98

10.88

10.61

8.48

7.98

7.53

6.90

6.60

6.40

6.28

6.00

5.62

5.54

5.26

4.81

4.36

3.97

3.91

3.46

3.43

3.35

3.25

3.20

3.10

2.63

2.48

2.33

2.27

2.26

2.25

2.01

1.99

1.85

1.85

1.69

1.53

1.53

1.44

1.39

1.04

0.72

0.55

0 5 10 15 20

全 国

岐阜県

１位 東白川村

２位 高山市

３位 白川町

４位 飛騨市

５位 本巣市

６位 海津市

７位 揖斐川町

８位 郡上市

９位 七宗町

１０位 大野町

１１位 富加町

１２位 恵那市

１３位 中津川市

１４位 下呂市

１５位 関ケ原町

１６位 神戸町

１７位 輪之内町

１８位 池田町

１９位 養老町

２０位 山県市

２１位 八百津町

２２位 安八町

２３位 坂祝町

２４位 美濃加茂市

２５位 川辺町

２６位 瑞浪市

２７位 羽島市

２８位 御嵩町

２９位 白川村

★３０位 瑞穂市

３１位 美濃市

３２位 関市

３３位 岐南町

３３位 垂井町

３５位 岐阜市

３６位 大垣市

３６位 北方町

３８位 可児市

３９位 各務原市

４０位 笠松町

４１位 土岐市

４２位 多治見市

（％）

 

② 第１次産業就業者の割合 

国勢調査（2015 年）によると、市の第１次産業※就業者の割合は 2.25％で県内自治体中

30 位となっています。また、全国（3.98％）及び県（3.18％）と比べて、割合が低くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「第１次産業」とは、農業、林業、漁業をさします。  

資料：総務省「国勢調査（2015 年）」 
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3.98

3.18

17.98

10.88

10.61

8.48

7.98

7.53

6.90

6.60

6.40

6.28

6.00

5.62

5.54

5.26

4.81

4.36

3.97

3.91

3.46

3.43

3.35

3.25

3.20

3.10

2.63

2.48

2.33

2.27

2.26

2.25

2.01

1.99

1.85

1.85

1.69

1.53

1.53

1.44

1.39

1.04

0.72

0.55

0 5 10 15 20

全 国

岐阜県

１位 東白川村

２位 高山市

３位 白川町

４位 飛騨市

５位 本巣市

６位 海津市

７位 揖斐川町

８位 郡上市

９位 七宗町

１０位 大野町

１１位 富加町

１２位 恵那市

１３位 中津川市

１４位 下呂市

１５位 関ケ原町

１６位 神戸町

１７位 輪之内町

１８位 池田町

１９位 養老町

２０位 山県市

２１位 八百津町

２２位 安八町

２３位 坂祝町

２４位 美濃加茂市

２５位 川辺町

２６位 瑞浪市

２７位 羽島市

２８位 御嵩町

２９位 白川村

★３０位 瑞穂市

３１位 美濃市

３２位 関市

３３位 岐南町

３３位 垂井町

３５位 岐阜市

３６位 大垣市

３６位 北方町

３８位 可児市

３９位 各務原市

４０位 笠松町

４１位 土岐市

４２位 多治見市

（％）

 

② 第１次産業就業者の割合 

国勢調査（2015 年）によると、市の第１次産業※就業者の割合は 2.25％で県内自治体中

30 位となっています。また、全国（3.98％）及び県（3.18％）と比べて、割合が低くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「第１次産業」とは、農業、林業、漁業をさします。  

資料：総務省「国勢調査（2015 年）」 
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資料：総務省「国勢調査（2015 年）」 

24.97

33.12

48.37

44.06

42.74

42.55

42.54

42.24

41.91

41.76

40.97

40.79

40.75

40.51

40.44

40.12

39.43

38.82

38.47

37.70

37.58

37.31

36.84

35.82

35.69

35.00

34.86

34.64

34.40

34.34

33.64

33.06

32.89

31.65

30.98

30.87

30.60

30.41

29.45

29.09

27.76

24.96

23.02

21.30

0 10 20 30 40 50 60

全 国

岐阜県

１位 美濃市

２位 坂祝町

３位 関市

４位 白川町

５位 八百津町

６位 富加町

７位 垂井町

８位 関ケ原町

９位 山県市

１０位 中津川市

１１位 七宗町

１２位 川辺町

１３位 美濃加茂市

１４位 御嵩町

１５位 輪之内町

１６位 池田町

１７位 養老町

１８位 神戸町

１９位 土岐市

２０位 可児市

２１位 東白川村

２２位 安八町

２３位 恵那市

２４位 揖斐川町

２５位 海津市

２６位 大野町

２７位 各務原市

２８位 郡上市

２９位 大垣市

３０位 羽島市

３１位 飛騨市

３２位 瑞浪市

★３３位 瑞穂市

３４位 多治見市

３５位 岐南町

３６位 本巣市

３７位 笠松町

３８位 下呂市

３９位 北方町

４０位 岐阜市

４１位 高山市

４２位 白川村

（％）

③ 第２次産業就業者の割合 

国勢調査（2015年）によると、市の第２次産業※就業者の割合は 30.98％で県内自治体中

33 位となっています。また、全国（24.97％）と比べて割合が高くなっていますが、県（33.12％）

と比べて割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「第２次産業」とは、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業をさします。  
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資料：総務省「国勢調査（2015 年）」 

71.05

63.70

76.44

73.34

70.72

69.50

68.58

67.55

66.77

66.10

65.87

65.65

64.83

64.60

64.21

61.70

61.60

61.25

60.93

59.07

59.06

58.69

58.63

58.10

58.07

57.94

57.62

57.61

57.26

56.86

56.61

56.46

56.24

55.60

55.27

54.11

53.68

53.43

52.84

52.74

51.76

49.62

46.84

45.18

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

全 国

岐阜県

１位 白川村

２位 岐阜市

３位 北方町

４位 笠松町

５位 多治見市

６位 岐南町

★７位 瑞穂市

８位 高山市

９位 瑞浪市

１０位 下呂市

１１位 大垣市

１２位 羽島市

１３位 各務原市

１４位 土岐市

１５位 本巣市

１６位 可児市

１７位 安八町

１８位 大野町

１９位 郡上市

２０位 恵那市

２１位 飛騨市

２２位 揖斐川町

２３位 養老町

２４位 神戸町

２５位 海津市

２６位 御嵩町

２７位 池田町

２８位 川辺町

２９位 輪之内町

３０位 美濃加茂市

３１位 垂井町

３２位 山県市

３３位 関市

３４位 八百津町

３５位 中津川市

３６位 関ケ原町

３７位 七宗町

３８位 坂祝町

３９位 富加町

４０位 美濃市

４１位 白川町

４２位 東白川村

（％）

④ 第３次産業就業者の割合 

国勢調査（2015年）によると、市の第３次産業※就業者の割合は 66.77％で県内自治体中

７位となっています。また、全国（71.05％）と比べて割合が低くなっていますが、県（63.70％）

と比べて割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「第３次産業」とは、第１次及び第２次産業以外のサービス生産活動を主体とする全ての業種をさします。  
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資料：総務省「国勢調査（2015 年）」 

71.05

63.70

76.44

73.34

70.72

69.50

68.58

67.55

66.77

66.10

65.87

65.65

64.83

64.60

64.21

61.70

61.60

61.25

60.93

59.07

59.06

58.69

58.63

58.10

58.07

57.94

57.62

57.61

57.26

56.86

56.61

56.46

56.24

55.60

55.27

54.11

53.68

53.43

52.84

52.74

51.76

49.62

46.84

45.18

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

全 国

岐阜県

１位 白川村

２位 岐阜市

３位 北方町

４位 笠松町

５位 多治見市

６位 岐南町

★７位 瑞穂市

８位 高山市

９位 瑞浪市

１０位 下呂市

１１位 大垣市

１２位 羽島市

１３位 各務原市

１４位 土岐市

１５位 本巣市

１６位 可児市

１７位 安八町

１８位 大野町

１９位 郡上市

２０位 恵那市

２１位 飛騨市

２２位 揖斐川町

２３位 養老町

２４位 神戸町

２５位 海津市

２６位 御嵩町

２７位 池田町

２８位 川辺町

２９位 輪之内町

３０位 美濃加茂市

３１位 垂井町

３２位 山県市

３３位 関市

３４位 八百津町

３５位 中津川市

３６位 関ケ原町

３７位 七宗町

３８位 坂祝町

３９位 富加町

４０位 美濃市

４１位 白川町

４２位 東白川村

（％）

④ 第３次産業就業者の割合 

国勢調査（2015年）によると、市の第３次産業※就業者の割合は 66.77％で県内自治体中

７位となっています。また、全国（71.05％）と比べて割合が低くなっていますが、県（63.70％）

と比べて割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「第３次産業」とは、第１次及び第２次産業以外のサービス生産活動を主体とする全ての業種をさします。  
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資料：総務省「人口動態統計（2019 年）」 

-0.39

-0.50

0.37

0.22

0.04

0.00

-0.09

-0.12

-0.18

-0.22

-0.24

-0.28

-0.31

-0.34

-0.35

-0.36

-0.41

-0.48

-0.54

-0.59

-0.60

-0.61

-0.61

-0.62

-0.62

-0.65

-0.66

-0.73

-0.74

-0.77

-0.81

-0.85

-0.88

-0.91

-1.04

-1.08

-1.13

-1.13

-1.14

-1.32

-1.37

-1.40

-1.45

-1.88

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

全 国

岐阜県

１位 岐南町

★２位 瑞穂市

３位 富加町

４位 白川村

５位 美濃加茂市

６位 坂祝町

７位 可児市

８位 輪之内町

９位 各務原市

１０位 笠松町

１１位 北方町

１２位 大野町

１３位 大垣市

１４位 羽島市

１５位 岐阜市

１６位 安八町

１７位 多治見市

１８位 御嵩町

１９位 本巣市

２０位 高山市

２０位 池田町

２２位 関市

２２位 中津川市

２４位 川辺町

２５位 神戸町

２６位 瑞浪市

２７位 土岐市

２８位 垂井町

２９位 山県市

３０位 海津市

３１位 養老町

３２位 美濃市

３３位 恵那市

３４位 郡上市

３５位 関ケ原町

３５位 下呂市

３７位 東白川村

３８位 飛騨市

３９位 八百津町

４０位 揖斐川町

４１位 七宗町

４２位 白川町

（％）

⑤ 自然増減率 

人口動態統計（2019年）によると、2019年１月１日～12月 31日における市の自然増減

率※は＋0.22％で、県内自治体中２位となっています。また、全国（-0.39％）及び県（-0.50％）

と比べてプラスの幅が大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「自然増減率」＝自然増減数（出生数－死亡数）×100／総人口  
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資料：総務省「人口動態統計（2019 年）」 

0.15

-0.06

0.93

0.69

0.58

0.55

0.46

0.46

0.33

0.24

0.21

0.15

0.14

0.08

0.05

-0.07

-0.10

-0.15

-0.15

-0.16

-0.18

-0.20

-0.21

-0.23

-0.23

-0.26

-0.36

-0.39

-0.40

-0.46

-0.47

-0.49

-0.50

-0.52

-0.54

-0.60

-0.61

-0.61

-0.85

-0.95

-1.03

-1.21

-1.35

-1.62

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

全 国

岐阜県

１位 富加町

２位 美濃加茂市

３位 坂祝町

４位 岐南町

５位 御嵩町

★５位 瑞穂市

７位 可児市

８位 北方町

９位 大垣市

１０位 岐阜市

１１位 羽島市

１２位 笠松町

１３位 八百津町

１４位 本巣市

１５位 関ケ原町

１６位 川辺町

１６位 各務原市

１８位 多治見市

１９位 神戸町

２０位 中津川市

２１位 安八町

２２位 関市

２２位 恵那市

２４位 土岐市

２５位 池田町

２６位 海津市

２７位 高山市

２８位 垂井町

２９位 大野町

３０位 美濃市

３１位 瑞浪市

３２位 郡上市

３３位 揖斐川町

３４位 山県市

３５位 七宗町

３５位 下呂市

３７位 飛騨市

３８位 養老町

３９位 輪之内町

４０位 白川町

４１位 白川村

４２位 東白川村

（％）

⑥ 社会増減率 

人口動態統計（2019年）によると、2019年１月１日～12月 31日における市の社会増減

率※は＋0.46％で、県内自治体中５位となっています。また、全国（+0.15％／国外からの

転入がプラスの要因と考えられる）及び県（-0.06％）と比べて、プラスの幅が大きくなっ

ています。 
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資料：総務省「人口動態統計（2019 年）」 

0.15

-0.06

0.93

0.69

0.58

0.55

0.46

0.46

0.33

0.24

0.21

0.15

0.14

0.08

0.05

-0.07

-0.10

-0.15

-0.15

-0.16

-0.18

-0.20

-0.21

-0.23

-0.23

-0.26

-0.36

-0.39

-0.40

-0.46

-0.47

-0.49

-0.50

-0.52

-0.54

-0.60

-0.61

-0.61

-0.85

-0.95

-1.03

-1.21

-1.35

-1.62

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

全 国

岐阜県

１位 富加町

２位 美濃加茂市

３位 坂祝町

４位 岐南町

５位 御嵩町

★５位 瑞穂市

７位 可児市

８位 北方町

９位 大垣市

１０位 岐阜市

１１位 羽島市

１２位 笠松町

１３位 八百津町

１４位 本巣市

１５位 関ケ原町

１６位 川辺町

１６位 各務原市

１８位 多治見市

１９位 神戸町

２０位 中津川市

２１位 安八町

２２位 関市

２２位 恵那市

２４位 土岐市

２５位 池田町

２６位 海津市

２７位 高山市

２８位 垂井町

２９位 大野町

３０位 美濃市

３１位 瑞浪市

３２位 郡上市

３３位 揖斐川町

３４位 山県市

３５位 七宗町

３５位 下呂市

３７位 飛騨市

３８位 養老町

３９位 輪之内町

４０位 白川町

４１位 白川村

４２位 東白川村

（％）

⑥ 社会増減率 

人口動態統計（2019年）によると、2019年１月１日～12月 31日における市の社会増減

率※は＋0.46％で、県内自治体中５位となっています。また、全国（+0.15％／国外からの

転入がプラスの要因と考えられる）及び県（-0.06％）と比べて、プラスの幅が大きくなっ

ています。 
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資料：総務省「国勢調査（2015 年）」 

61.30

72.79

94.05

92.73

91.45

90.98

90.04

88.44

88.34

87.36

87.32

86.54

85.75

85.50

85.09

85.04

83.37

83.27

83.15

82.80

82.19

81.92

80.45

80.25

79.35

79.33

79.02

78.70

78.00

77.69

74.67

74.05

73.85

73.44

72.88

72.08

69.49

68.14

66.98

66.50

63.21

59.88

55.80

53.47

0 20 40 60 80 100

全 国

岐阜県

１位 七宗町

２位 東白川村

３位 八百津町

４位 揖斐川町

５位 大野町

６位 山県市

７位 海津市

８位 養老町

９位 白川町

１０位 飛騨市

１１位 関ケ原町

１２位 本巣市

１３位 郡上市

１４位 池田町

１５位 御嵩町

１６位 安八町

１７位 川辺町

１８位 富加町

１９位 神戸町

２０位 美濃市

２１位 恵那市

２２位 白川村

２３位 中津川市

２４位 土岐市

２５位 輪之内町

２６位 多治見市

２７位 垂井町

２８位 下呂市

２９位 羽島市

３０位 関市

３１位 瑞浪市

３２位 可児市

３３位 高山市

３４位 各務原市

３５位 坂祝町

３６位 笠松町

３７位 大垣市

３８位 美濃加茂市

３９位 岐阜市

★４０位 瑞穂市

４１位 北方町

４２位 岐南町

（％）

⑦ 持ち家世帯比率 

国勢調査（2015 年）によると、市の持ち家世帯比率※は 59.88％で、県内自治体中 40 位

となっています。また、全国（61.30％）及び県（72.79％）と比べて、割合が低くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「持ち家世帯比率」とは、持ち家に住む世帯数の世帯全体に占める割合のことです。 
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資料：「住民基本台帳（2020 年１月１日時点）」 

2.25

2.88

9.29

7.91

7.18

4.42

4.11

3.46

3.35

3.22

3.17

2.85

2.83

2.82

2.81

2.61

2.55

2.44

2.39

2.38

2.33

2.31

2.29

2.29

2.25

2.21

2.17

2.10

2.08

2.05

1.93

1.89

1.80

1.79

1.65

1.50

1.37

1.33

1.28

1.07

0.96

0.81

0.70

0.65

0 2 4 6 8 10

全 国

岐阜県

１位 美濃加茂市

２位 可児市

３位 坂祝町

★４位 瑞穂市

５位 輪之内町

６位 大垣市

７位 御嵩町

８位 土岐市

９位 垂井町

１０位 北方町

１１位 富加町

１２位 関市

１３位 瑞浪市

１４位 山県市

１５位 岐南町

１６位 海津市

１７位 美濃市

１８位 岐阜市

１９位 関ケ原町

２０位 中津川市

２１位 各務原市

２１位 神戸町

２３位 本巣市

２４位 池田町

２５位 羽島市

２６位 養老町

２７位 安八町

２８位 川辺町

２９位 恵那市

３０位 多治見市

３１位 白川村

３２位 笠松町

３３位 下呂市

３４位 大野町

３５位 郡上市

３６位 八百津町

３７位 白川町

３８位 揖斐川町

３９位 高山市

４０位 東白川村

４１位 七宗町

４２位 飛騨市

（％）

⑧ 総人口に占める外国人の割合 

住民基本台帳（2020 年１月１日時点）によると、市の総人口に占める外国人の割合は

4.42％で、県内自治体中４位となっています。また、全国（2.25％）及び県（2.88％）と比

べて、割合が高くなっています。 
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資料：「住民基本台帳（2020 年１月１日時点）」 

2.25

2.88

9.29

7.91

7.18

4.42

4.11

3.46

3.35

3.22

3.17

2.85

2.83

2.82

2.81

2.61

2.55

2.44

2.39

2.38

2.33

2.31

2.29

2.29

2.25

2.21

2.17

2.10

2.08

2.05

1.93

1.89

1.80

1.79

1.65

1.50

1.37

1.33

1.28

1.07

0.96

0.81

0.70

0.65

0 2 4 6 8 10

全 国

岐阜県

１位 美濃加茂市

２位 可児市

３位 坂祝町

★４位 瑞穂市

５位 輪之内町

６位 大垣市

７位 御嵩町

８位 土岐市

９位 垂井町

１０位 北方町

１１位 富加町

１２位 関市

１３位 瑞浪市

１４位 山県市

１５位 岐南町

１６位 海津市

１７位 美濃市

１８位 岐阜市

１９位 関ケ原町

２０位 中津川市

２１位 各務原市

２１位 神戸町

２３位 本巣市

２４位 池田町

２５位 羽島市

２６位 養老町

２７位 安八町

２８位 川辺町

２９位 恵那市

３０位 多治見市

３１位 白川村

３２位 笠松町

３３位 下呂市

３４位 大野町

３５位 郡上市

３６位 八百津町

３７位 白川町

３８位 揖斐川町

３９位 高山市

４０位 東白川村

４１位 七宗町

４２位 飛騨市

（％）

⑧ 総人口に占める外国人の割合 

住民基本台帳（2020 年１月１日時点）によると、市の総人口に占める外国人の割合は

4.42％で、県内自治体中４位となっています。また、全国（2.25％）及び県（2.88％）と比

べて、割合が高くなっています。 
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資料：「住宅・土地統計調査（平成 30 年）」 

⑨ 空き家率 

住宅・土地統計調査（平成 30年）によると、市の空き家率※は 13.0％で、全国（13.6％）

及び県（15.6％）と比べて、割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 ※「空き家率」とは、総住宅数に占める空き家の割合のことです。 
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  農林水産業・観光・商工業の振興   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福祉・保健・医療   
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50

（11） 農林水産業の

後継者の育成

（12） 農道や

用排水路などの

農業基盤整備

（13） 富有柿、イチゴ、

梨、鮎等、

地元の特産物の

振興とＰＲ

（14） 中山道や

美江寺宿のＰＲ

（15） まつりや

イベントの開催

（16） 雇用機会

（企業誘致、

就労先の確保）

（17） 起業・創業支援

(点)

0

10

20

30

40

50

（18） 子どもの保育や

子育て支援体制

（19） 夜間・救急医療

体制

（20） 保健衛生・

健康づくりの推進

（21） 障がい者（児）

のための

福祉サービス

（22） 高齢者のための

福祉サービス

(点)
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-10

0
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（23） 学校教育の充実や

環境の整備

（24） 青少年の

健全育成

（25） 公民館活動や

生涯学習・

文化活動の充実

（26） 図書館・

読書環境の充実

（27） スポーツ振興と

施設の整備

（28） 地域の文化・

文化財の保護

（29） 人権・同和教育

（30） 男女共同参画に

向けた取組

(点)

 教育・文化・人権   
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（31） 地域活動や

ボランティア活動の推進

（32） 市の広報

（広報紙・

ホームページなど）

（33） 行政と住民の協働
（34） 周辺の自治体との

連携

（35） 移住・

定住施策の推進

(点)
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（24） 青少年の

健全育成

（25） 公民館活動や

生涯学習・

文化活動の充実

（26） 図書館・

読書環境の充実

（27） スポーツ振興と

施設の整備

（28） 地域の文化・

文化財の保護

（29） 人権・同和教育

（30） 男女共同参画に

向けた取組

(点)
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（31） 地域活動や

ボランティア活動の推進

（32） 市の広報

（広報紙・

ホームページなど）

（33） 行政と住民の協働
（34） 周辺の自治体との

連携

（35） 移住・

定住施策の推進

(点)
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４．瑞穂市総合計画策定条例 

 
平成 24 年 12 月 20 日 

条例第 23 号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、市の総合計画を策定するに当たり、必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）総合計画 将来における市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想及び

基本計画からなるものをいう。 

（２）基本構想 長期的展望に立ち、目指すべき将来の市の姿及びそのための施策の大綱を示すものをいう。 

（３）基本計画 基本構想で示した将来像の実現に向け、各分野の基本方針や主要施策を体系的に示すものを

いう。 

 （総合計画の策定と位置付け） 

第３条 市長は、市の最上位計画として総合計画を策定し、これに即して市政を運営しなければならない。 

（総合計画策定審議会への諮問） 

第４条 市長は、基本構想を策定するに当たっては、あらかじめ、瑞穂市総合計画策定審議会に諮問するものと

する。 

（議決） 

第５条 市長は、基本構想及び基本計画を策定しようとするときは、瑞穂市議会基本条例 (平成 23 年瑞穂市条

例第 19 号) 第 10 条の規定に基づき、議会の議決を経るものとする。 

２ 前条及び前項の規定は、基本構想の変更に、前項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（基本計画の策定） 

第６条 市長は、基本構想に基づき、基本計画を策定するものとする。 

（総合計画の公表） 

第７条 市長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。 

２ 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。 

（総合計画との整合） 

第８条 個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合

計画との整合を図るものとする。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 35 号）による改正前の

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２条第４項の規定に基づき策定されている基本構想について

は、第５条第１項の規定による議決を受けて策定された基本構想とみなす。 

○（瑞穂市総合計画審議会条例の廃止） 

３ 瑞穂市総合計画審議会条例（平成 15 年瑞穂市条例第 18 号）は、廃止する。 
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５．瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定委員会設置要綱 

 
令和２年６月５日 

訓令第 11 号 
 （設置） 
第 1 条 瑞穂市第２次総合計画後期基本計画（以下「後期計画」という。）の策定について必要な事項を協議す

るため、瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 
 （所掌事項） 
第２条 策定委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）市の基本計画（瑞穂市総合計画策定条例（平成２４年瑞穂市条例第２３号）第２条第３号に規定する基本
計画をいう。以下「基本計画」という。）の素案の策定に関すること。 

（２）基本計画の素案の策定に係る意見の具申及び助言に関すること。 
（３）基本計画の素案の策定に係る総合調整に関すること。 
（４）前３号に掲げるもののほか、基本計画の素案の策定に必要な事項 

（組織） 
第３条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長、副委員長及び委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 
３ 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 
（会議） 
第４条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その会議の議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に策定委員会の構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴
くことができる。 

（専門部会） 
第５条 策定委員会の補助機関として、瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定専門部会（以下「専門部会」とい

う。）を置くことができる。 
２ 専門部会の所掌事項、組織、運営等に関して必要な事項は、委員長が別に定める。 

（プロジェクトチーム） 
第６条 策定委員会の所掌事務を補佐するため、瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定プロジェクトチーム（以

下「プロジェクトチーム」という。）を置く。 
２ プロジェクトチームの構成員（以下「チーム員」という。）は、別表第２に掲げる課等に所属する者をも

って構成する。 
３ プロジェクトチームにリーダー及び副リーダーを置き、リーダーには総合政策課長を充て、副リーダー

はリーダーが指名する。 
４ リーダーは、プロジェクトチームの会務を総理し、会議の議長となる。 
５ 副リーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を

代理する。 
（任期） 
第７条 策定委員会の委員長、副委員長及び委員並びにチーム員の任期は、後期計画が策定されたときまでとす

る。 
（報告） 
第８条 委員長は、後期計画の素案を策定したときは、市長に報告しなければならない。ただし、必要に応じて、

策定期間の中間においても、その経過を報告するものとする。 
（任命権者の承認） 
第９条 第３条第２項に定める委員及び第６条第２項に定めるチーム員のうち、別表第１に定める教育次長、議

会事務局長及び監査委員事務局長並びに別表第２に定める教育委員会事務局、議会事務局及び監査委員事
務局に所属する者は、会議に出席するに当たり各任命権者の承諾を得るものとする。 

（庶務） 
第 10 条 策定委員会の庶務は、総合政策課において処理する。 
（補則） 
第 11 条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会に関して必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 
この訓令は、公表の日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

役職 職名 

委員長 副市長 

副委員長 企画部長 

委員 

教育長 

総務部長 

市民部長 

健康福祉部長 

都市整備部長 
調整監 

環境水道部長 

巣南庁舎管理部長 

会計管理者 

教育次長 

議会事務局長 

監査委員事務局長 

 
別表第２（第６条関係） 

課等 

企画部 
総合政策課 

市民協働安全課 

総務部 
総務課 

財務情報課 

市民部 

税務課 
市民課 

医療保険課 

健康福祉部 

福祉生活課 

地域福祉高齢課 

健康推進課 

巣南庁舎管理部 市民窓口課 

都市整備部 

都市開発課 

穂積駅圏域拠点整備課 

都市管理課 

商工農政観光課 

環境水道部 

上水道課 

下水道課 
環境課 

会計課 

教育委員会事務局 

教育総務課 

学校教育課 

幼児支援課 

生涯学習課 

議会事務局 

監査委員事務局 
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６．瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定委員名簿 

 
R3.3時点 

役役職職  氏氏名名  

委員長 副市長 椙浦 要 

副委員長 企画部長 山本 康義 

委員 教育長 加納 博明 

 総務部長 久野 秋広 

 市民部長 棚橋 正則 

 健康福祉部長 平塚 直樹 

 都市整備部長 鹿野 政和 

 調整監 宇野 真也 

 環境水道部長 矢野 隆博 

 巣南庁舎管理部長 棚橋 正則 

 会計管理者 清水 千尋 

 教育次長 広瀬 進一 

 議会事務局長 広瀬 照泰 

 監査委員事務局長 西村 陽子 
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６．瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定委員名簿 

 
R3.3時点 

役役職職  氏氏名名  

委員長 副市長 椙浦 要 

副委員長 企画部長 山本 康義 

委員 教育長 加納 博明 
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 市民部長 棚橋 正則 
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 会計管理者 清水 千尋 

 教育次長 広瀬 進一 

 議会事務局長 広瀬 照泰 

 監査委員事務局長 西村 陽子 
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７．瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定プロジェクトチーム名簿 

 
R3.3時点 

課課等等  役役職職  氏氏名名  

企画部 総合政策課 主査 森川 正 

 市民協働安全課 課長補佐 広瀬 正人 

総務部 総務課 課長補佐 青木 美香 

 財務情報課 課長補佐 井上 源英 

市民部 税務課 課長補佐 馬渕 大治 

 市民課 課長補佐 日比野 丸利子 

 医療保険課 総括課長補佐 広瀬 秀一 

健康福祉部 福祉生活課 主査 日比野 孝俊 

 地域福祉高齢課 主査 不破 美名 

 健康推進課 保健師 山田 香 

巣南庁舎管理部 市民窓口課 課長補佐 栗本 佳奈 

都市整備部 都市開発課 主査 久保田 覚 

 穂積駅圏域拠点整備課 主査 小森 一輝 

 都市管理課 総括課長補佐 深川 勝二 

 商工農政観光課 課長補佐 坂上 隆志 

環境水道部 上水道課 主任 和田 享大 

 下水道課 主査 森 貞雄 

 環境課 総括課長補佐 鹿野 将弘 

会計課  課長補佐 棚瀬 敦夫 

教育委員会事務局 教育総務課 主任 亀谷 浩 

 学校教育課 主幹 曽我部 雄志 

 幼児支援課 主任 原 祐貴 

 生涯学習課 主査 野脇 佑太 

議会事務局  課長補佐 宇野 伸二 

監査委員事務局  課長補佐 髙橋 誠 
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８．策定の経緯

年月日 内容

令和元年 12 月 19 日 後期基本計画策定事業着手

令和２年 ３月 10 日 後期基本計画策定方針の確定

５月 15 日
瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定に関するプロジェクトチー

ムの立ち上げに伴うチーム員の選出及び公募

６月 11 日 後期基本計画策定方針を一部修正

６月 23 日 第１回瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定委員会

７月７日～

７月 27 日
前期計画の施策・事業の進捗調査（庁内関係課）

７月 17 日 瑞穂市長インタビュー

８月 10 日～

８月 30 日
まちづくり関係団体へのアンケート

８月 31 日 計画策定のための職員 SDGs 研修（巣南庁舎及び総合センターにて）

９月９日～

10 月 30 日
プロジェクトチームによる計画案の確認

10 月 27 日 総合計画等評価審議会にて意見を聴取

11 月１日～

11 月 30 日
パブリックコメントの実施

11 月 10 日 第２回瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定委員会

12 月７日～

12 月 18 日
計画案へのパブリックコメントの反映

令和３年 １月 19 日 第３回瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定委員会

１月 28 日 策定委員会から市長へ素案提出

３月 16 日 令和３年３月第１回議会定例会 後期基本計画の議決

資料編



108

８．策定の経緯

年月日 内容

令和元年 12 月 19 日 後期基本計画策定事業着手

令和２年 ３月 10 日 後期基本計画策定方針の確定

５月 15 日
瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定に関するプロジェクトチー

ムの立ち上げに伴うチーム員の選出及び公募

６月 11 日 後期基本計画策定方針を一部修正

６月 23 日 第１回瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定委員会

７月７日～

７月 27 日
前期計画の施策・事業の進捗調査（庁内関係課）

７月 17 日 瑞穂市長インタビュー

８月 10 日～

８月 30 日
まちづくり関係団体へのアンケート

８月 31 日 計画策定のための職員 SDGs 研修（巣南庁舎及び総合センターにて）

９月９日～

10 月 30 日
プロジェクトチームによる計画案の確認

10 月 27 日 総合計画等評価審議会にて意見を聴取

11 月１日～

11 月 30 日
パブリックコメントの実施

11 月 10 日 第２回瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定委員会

12 月７日～

12 月 18 日
計画案へのパブリックコメントの反映

令和３年 １月 19 日 第３回瑞穂市第２次総合計画後期基本計画策定委員会

１月 28 日 策定委員会から市長へ素案提出

３月 16 日 令和３年３月第１回議会定例会 後期基本計画の議決



瑞穂市第２次総合計画　後期基本計画

発行年月：令和３年３月

発　　行：岐阜県瑞穂市

編　　集：企画部総合政策課

住所：〒501-0293 岐阜県瑞穂市別府1288番地

TEL：058-327-4111（代表） FAX：058-327-7414

瑞穂市は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

令和３年３月

瑞穂市

瑞穂市
第２次総合計画

後期基本計画

瑞
穂
市

瑞
穂
市
第
２
次
総
合
計
画
　
　
後
期
基
本
計
画（
２
０
２
１
‐
２
０
２
５
）

瑞穂市 総合計画 後期基本計画  表紙


